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資産課税関係の審理事務の留意事項等について

1 無申告加算税の適正な事務処理の実施について

別紙1のとおり

2 金地金譲渡事案の重加算税賦課の理由附記について

別紙2のとおり

3 土地等譲渡所得・贈与税のフロー図について

別紙3のとおり
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別紙 1

無申告加算税の適正な事務処理の実施について

’―--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—·—--------------------------
： （用語の定義） 通法 ⇒ 国税通則法 通令 ⇒ 国税通則法施行令..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 

0 通法66条③ 令和6年 1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用
第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額（当該加算後累積納付税額の計算の基

礎となった事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額（還付金の額に相当する税

額を含む。）の計算の基礎とされていなかったことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がない

と認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金

額を控除した税額）が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわ

らず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割

合（期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があ

ったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、

その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。）を乗じて計算した金額の合計

額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を

乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

ー 五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合

二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合 j 
三 三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合

令和5年度税制改正

ず 申告納税制度の根幹を揺るがす重大な違反である無申告行為のうち善良な納税者の公平感を特に

損なうおそれのあるものを未然に抑止する観点から、社会通念に照らして申告義務を認識していなか

ったとは冒い難い規模の高額な無申告について、納税額（増差税額）が300万円を超える部分のペナル

ティとして無申告加算税の割合を30％に引き上げることとされた。

＇ 
，． 

改正前• 改正後 15% 

15% 20% 

20% 

※ 納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に基づく税額（例えば、相続税事案で、本人

に帰責性がないと認められる事実に基づく税額（相続人が一定の確認をしたにもかかわらず、他の相

続人の財産が事後的に発覚した場合において、その相続財産について課される税額））については、上

記の300万円超の判定に当たっては除外される。

改正のイメージ（納税額が500万円のケース）

【改正前】

450万円

50万円

（納税額： 500万円）

15% 

【改正後】

250万円

50万円

（納税額： 500万円）

20% 

15% 



0 通法66条⑥一 平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用
第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算

税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に

規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
ー その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出（その申告に係る国税についての

調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたもの

に限る。）又は更正若しくは決定があった日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告

又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税（期限後申告書又は同号

の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税につい

て更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除
く。）又は重加算税（第六十八条第四項第一号（重加算税）において「無申告加算税等」という。）

を課されたことがある場合
（省略）

平成28年度税制改正

す 悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が、再び

調査を受けて無申告又は仮装•隠蔽に基づく修正申告等を行った場合には、無申告加算税又は重加算

税について10％加重する措置が創設された。

改正前

・レ
改正後

15% 

25% 

20% 

30% 

※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される（通法66③)。



0 通法66条⑥二 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用
第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算

税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に

規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
（省略）

二 その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出（その申告に係る国税についての

調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたもの

でない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。）

又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が

開始した当該国税（課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属

する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税）の属する税目について、無申告加算税

（第八項の規定の適用があるものを除く。）若しくは第六十八条第二項の重加算税（以下この号及

び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。）を課されたことがあり、又は特定

無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認め歪豊合

令和5年度税制改正

守 過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者について、再び調査を受けて無申告又は仮

装•隠蔽に基づく申告等が行われた場合への対応として、旧通法66⑤ （現通法66⑥ー）の短期間に繰

り返して無申告又は仮装•隠蔽が行われた場合の無申告加算税等の加重措置が規定されていたが、無

申告行為を繰り返し行う者について一度に是正をする場合には適用がないことや、調査通知があった

ことを契機として、期限後申告書を提出すれば、この加重措置の適用を回避することが可能であるこ

とから、意図的に無申告行為を繰り返す者に対するけん制効果は限定的であり、繰り返し行われる悪

質な無申告行為について未然に防止するための更に実効的な措置の整備が課題とされていた。

このような課題を踏まえ、自主的に申告を促し、納税コンプライアンスを高める観点から、前年及

び前々年の国税について、無申告加算税又は重加算税（無申告加算税に代えて課されるものに限る。）

を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税又は重加算税を10％加重する

措置が整備された。

X 1 X2 

----―’―---―' 

四 四’—---~" L---~" 
【改正前】

《無申告の場合》無申告加算税⇒20%(15%) 
※（ ）内は納税額（増差税額）が50万円以下の部分

《仮装•隠蔽の場合》重加算税（無申告） ⇒40% 疇

税務調査 (Xl~X3年分の国税）

【改正後】

繰り返し無申告行為

•『
10％加重

《無申告の場合》無申告加算税⇒30%(25%) 
※（ ）内は納税額（増差税額）が50万円以下の部分

（注）納税額（増差税額）が300万円超の部分は、上記の

割合は「40%」となる。

《仮装•隠蔽の場合》重加算税（無申告） ⇒50% 
---------------』 L----------・---

※1 過去 5 年以内に無申告加算税等を課された者が再び「無申告又は仮装•隠蔽」に基づく修正申告書

の提出等を行った場合に課される無申告加算税等の加重措置のいずれかが適用される。

2 上記の割合は、いずれも更正・決定予知後の加算税を前提とする。

3 調査通知前、かつ更正・決定予知前の無申告加算税は除かれる。





別紙 2

金地金譲渡事案の重加算税賦課の理由附記について

1 概要

重加算税賦課の理由附記が適切になされるよう留意されたい。

2 整理

(1) 重加算税の基本的な考え方

重加算税の課税要件は以下の条文のとおり。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
国税通則法第68条第1項【過少申告重加算税】

国税通則法第 65 条第 1 項 《過少申告加算税》の規定に該当する場合において、納~者がその国

税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、そ

の隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政 ：

令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算 ＇

税に代え、当該基礎となるべき税額に 100分の 35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算

税を課する。
---------------------------------------------------------------------------

そのほか、重加算税に関する重要判例は下記のものがある。
-----------------------------------------------------------------------------

；最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決
： 重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽、仮装に当たるというだ：

：けでは足りず、過少申告行為そのものとは Iに、隠蔽、 ‘と評価すべきノー^ 、が 士し、これにム

：わせた過少申告がされたことを要するものである。

しかし、重加算税制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が

存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告する

ことを意叉し、その、又を外立からもうかがい得る 手几の行動をした上、その、立又に基づく過小

告をしたような場合には、 重加算税の賦課要件が満たされるものと解すべきである。

(2) 金地金譲渡事案の重加算税賦課要件該当性



3 留意事項

金地金の譲渡所得の調査において重加算税を賦課するに当たっては、

を理由附記に記載する必要があることに留意する。

理由附記に不備があれば課税処分自体が違法となり、争訟段階で取り消される可能性があるため、

適切な理由の附記に留意されたい。



別紙 3

確定申告関係様式集

～資産課税関係～
（令和6年分用）



目次

1 事前準備コーナー用様式

(1) 「土地等譲渡所得 事前整理票」の記載例

(2) 「譲渡所得の内訳書」の記載例

(3) 建物の取得価額の計算表

(4) 「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」の記載例

（①「士地譲渡所得 事前整理票」を作成した場合）

（②「譲渡所得の内訳書」を作成した場合）

(5) 「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」の記載例

（①「土地譲渡所得 事前整理票」を作成した場合）

（②「譲渡所得の内訳書」を作成した場合）

(6) 土地等の譲渡所得及び贈与税に係るフロー図

2 特例チェックシート（譲渡所得）

(1) 自宅を売却した場合の特例

（①3, 000万円の特別控除の特例（措法35条1項））

（②軽減税率の特例（措法31条の 3))

(2) 自宅の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措法41条の 5)

(3) 特定の自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措法41の5の2)

(4) 被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円の特別控除の特例（措法35条3項）

（①亡くなる直前まで自宅に居住していた場合）

(5) 被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円の特別控除の特例（措法35条3項）

（②亡くなる直前まで老人ホーム等に入所していた場合）

(6) 収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例（措法33の4)

(7) 士地や建物などを交換した場合の特例（所法58条）

(8) 平成汁年から平成況年までに取得したじ也等を売却した場合の1,000万円闊勅l肘餘⑬計列（措法灼条の2)

(9) 低未利用士地等を売却した場合の100万円の特別控除の特例（措法35条の 3)

3 特例チェックシート（贈与税）

(1) 贈与税の配偶者控除の特例

(2) 相続時精算課税の特例

(3) 住宅取得等資金の非課税の特例

(4) 特例税率



「土地等譲渡所得 事前整理票」 の記載例

STEP1 「売却時の契約書」を用意し、 譲渡価額等を記載
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は、手書きで「譲渡所得の
内訳書」を作成します。
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STEP2 （土地と建物の購入金額の内訳が分からない場合）

「購入時の契約書」を用意し、購入価額等を記載

をこ買ください

：した物件の抒頌 売却代金 (A) 60,000,000 ， 
双噂物 あなた以外の 本人の持分
器 共育者の人数！’.. ，n -ャ，

心 ④ ⑤ 1 A 1 -;— 
YES 土 を したた 、―

に該当しま1tか？

2 ［取叩l （直額入力 不動i!1'を取＂した霞の売 n契約冑をく

9いが分か如 匹it金の5％を敗叩とする）

ヽ叩如分かる □ 心）i 50,000,000円 1入fInusRR●年11月 48
プ―― ―― - -←--- -.------• • -----
． ね口内の吋｀ー 。＂,.•夕山．＂噌＂ ・，J →・ •限ン．ヽ’ー· • •国が 9’”~· • a,,.9 →さ囀ぃ．がr ・ぐ""'. 4 

←ぐ ●務用 疇嚢 ◎・ 中古

l五：IJ:：糧釘空7:/J):濁年：目の日硲竺胃相9当開：口°°°犬：等i:;9̀]ここ言6:

J盗昇麟『］／二言至□玉言□1;1 : ：取言＇：云口；：ロ
iー ，― ―--- .m函旺虹出匹， み←． ． ． 

費用の種類が 2件以上に ー--::-..:~·-ー・＿—-一＇
｀西［四畔l_l写 1--玄n霊ぷ',1名灯 1,400,000円

なる場合は、 2月浬且入隆
の合計支払金額を記載し
ます。

売却した物件
が共有名義の
場合に記載し
ます。

不

動

産

売

買

契

約

書

株

式

会

社

（

竺

下

、

「

売

主

」

と

い

う

。

）

と

大

阪

次

郎

（

以

下

．

尾

記

載

の

土

地

雑

物

（

以

下

、

一

本

物

件

」

と

い

う

）

の

売

買

に

関

し

、

5

I

t

金

）

9本
物

件

亡

金

五

千

万

円

（

消

費

税

の

額

と

し

て

六

十

万

円

を

含

む

y

を

買

い

受

け

た

C

付

金

）

は

売

主

に

対

し

て

本

契

約

締

結

と

同

時

に

手

付

金

と

し

て

金

壱

千

万

円

を

―

金

は

残

代

金

支

払

い

の

と

き

に

売

買

代

金

の

一

部

に

充

当

す

る

。

た

だ

し

代

金

の

支

払

時

期

）

は

売

主

に

対

し

て

売

買

代

金

を

本

物

件

引

渡

し

と

引

換

え

に

金

四

千

万

円

一

四

界

の

明

示

及

び

実

測

図

の

作

成

）

は

買

主

に

対

し

本

物

件

引

渡

し

の

と

き

ま

で

に

現

地

に

お

い

て

隣

地

と

の

ば

そ

の

責

任

と

負

担

に

お

い

て

隣

地

所

有

者

の

立

ち

会

い

を

得

て

測

呈

七

て

実

測

図

を

作

成

さ

せ

、

引

渡

し

の

と

き

ま

で

に

買

主

に

交

付

す

る

。

積

更

正

登

記

）

第

2
項

の

実

測

の

結

果

、

実

測

面

積

と

登

記

簿

記

載

面

積

と

の

問

に

相

う

義

務

を

負

わ

な

い

。

弓

渡

し

等

）

は

買

主

に

対

し

買

主

か

ら

売

買

代

金

全

額

の

支

払

い

を

受

領

す

る

の

と

引

口

本

物

件

引

渡

し

時

ま

で

に

抵

当

権

等

の

担

保

権

・

賃

借

権

等

の

用

益

権

s

了

一

切

の

負

担

を

自

己

の

費

用

で

除

去

し

、

ま

た

第

三

者

が

本

物

件

を

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 購入金額の総額や
建物の構造・用途
について記載しま
す。

rr1 



STEP2 （土地と建物の購入金額がそれぞれ分かる場合）

「購入時の契約書」を用意し、購入

不

動

産

売

買

契

約

書

式
会
社
（
以
下
一
「
売
主
」
と
い
う
。
）
と
大
阪
次
郎
（
以
下
、

J呑
匹
載
の
士
地
建
物
（
下
、
「
本
物
件
」
と
い
う
）
の
売
買
に
関
し
、
次

金）
ぃ
吐

い

ユ
千
万
円
（
う
ち
土
地
代
三
千
万
円
、
建
物
代
二
千
万
円

付
金
）

竺
冗
主
に
対
し
て
本
契
約
締
結
と
同
時
に
手
付
金
と
し
て
金
壱
千
万
円
を
K

奴
は
残
代
金
支
払
い
の
と
き
に
売
買
代
金
の
一
部
に
充
当
す
る
。
た
だ
し
エ

金
の
支
払
時
期
）

竺
売
主
に
対
し
て
売
買
代
金
を
本
物
件
引
渡
し
と
引
換
え
に
金
四
千
万
円

界
の
明
示
及
び
実
測
図
の
作
成
）

9

買
主
に
対
し
本
物
件
引
渡
し
の
と
き
ま
で
に
現
地
に
お
い
て
隣
地
と
の

そ
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て
隣
地
所
有
者
の
立
ち
会
い
を
得
て
測
量
士

実
測
図
を
作
成
さ
せ
、
引
渡
し
の
と
き
ま
で
に
買
主
に
交
付
す
る
。

積
更
正
登
記
）

，
第

2
項
の
実
測
の
結
果
、
実
測
面
積
と
登
記
簿
記
載
面
積
と
の
問
に
相
fr

義
務
を
負
わ
な
い
。

5
渡
し
等
）

は
只
主
に
対
し
買
主
か
ら
売
買
代
金
全
額
の
支
払
い
を
受
領
す
る
の
と
引

竺
平
物
件
引
渡
し
時
ま
で
に
抵
当
権
等
の
担
保
権
・
賃
借
権
等
の
用
益
権
p一

E
る
一
切
の
負
担
を
自
己
の
費
用
で
除
去
し
、
ま
た
第
一
二
者
が
本
物
件
を
k

と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上地・建物それぞれ
の購入金額や、
建物の構造・用途に
ついて記載します。

購人するために支払
った費用があれば記
載します。

祠 • H● 引 1 月 48

費用の種類が 2件以上
になる場合は、 2件目
以降の合計支払金額を
記載します。

STEP3 「売却時の費用の領収書」を用意し、
：言］：I測量費安用の種頬口繍貝チェ ：乞:a言：：：

＊ドI ;̀H 

仲介手数料領収書

豆 ⑪ 
下記金額、正に領収致しました。

金 2,046,000円也

譲渡費用には、
仲介手数料、売買契約書に
貼付した収入印紙代、
測最費、取壊し費用など、
売却のために直接要した費
用を記載します。

媒介業者（（中介人） Y市△△町4-2-10

株式会社△△下動産販売

TEL  0△△-00()-0000 

FAX  0△△-000-0000 

＿ 
口闘Uチェック

売却時の

仲介手数料の領収書

STEP4特例適用の有無を確認

,~ ～^ー～ニヽ

表面からの続き ］ 
ニニ • ,"ーりと溝約の隅入代令が辛約齊1平靭されている漏名に椋当する渭合は似下のr，入潤を使用し，す

i口 STEP2【瞑叩lt:1>鰯別入力 不髄慶を取Mした籐の売買襲約冑をご贄ください 口職はチェック

1 :t口 取fJ費が分からない（譲渡代金の5％を取t，J費と・gる）

1地イ敗紺莉が分かる 購入代金 30,000,000円膿入年月日

I建口 取研号が分からない（濃即ぽ金の5％を取叫9と狂る）
i物イ皿；f'1が分かる 謙入代金 20.000.000円！疇入年月B H●王」1月 4 日
I L 會". • C)ん 9てふ hR鶯＂『—`J?“-～・ばン？，—入~匹虹‘r - m・,  ?r9 :t•`4元91. 濃,..,:;-,;

“生吋lit'ぐ 纂務用 ・~ i ◎ • 中占
｀ 配りが賽9初の場合の呻徊当前 {9mmm““l  

竺バ官可需ロ一需靡＂で一

言三三詞言言ー ピとと込ととーととー2砿Oo0一円=-630,000円
示動産乞売却する燎にかかったR用について、チェック・記穀を行ってください：

● STEP3【●坦費用】

費用の種類

仲介手数料

収入臼紙

登記費用

ママ置一—`一J一■ STEP4 怜綱の週用を受ける爛合（膿霜（売珂）に伴い｀公共＊鑽の鰐行者｀から11E睛寓の交付を受けている●合J
口 収用などがあった渭8の5Cl()()万円の特別臣餘の培円（溢法芍築の4)

ロ 特定土地区国軽廻9襲万のためf~土地吝を誤渡（売却）しだ渇合の？＇OOO万円の特別一控詠の9き阿（ほ法34条）

口 特定住宅瞑i咸”t;,;(/Jために土地；；を隕寝('I'll却）した渇合の15CO万痴血醗（り怜例（溢法34条の2i
ロ ロ地保有の8還化巧のため！こご地古を隋ll!（売却）しだ濯合の800万円0．｀栢J控踪旧遠34榮の3i
『暉の特隕加］ ——... 
唐住阻財寝を111霞（売却1した漏合の3CXX)万円の特別控境の1諏灌深35某1111)

口嶋心9人(JJ,.件用ヤらが8濱[・紅し1、鋭合四双mlimItげ・` ヰ`・サ：9忠ぶ如黍3か 、＇つ心に麟曹 ！口 ．印ぶ,,,~,,., S社

口 平成21圧及び平成？？年1こ霰閲IjIt:t地，，，を顕濃（売却）した園合の1.(J(X)万円し？四四窯渭考例（溢法35条(')2)

口 話来利用土地てを顧浸（売訟した渭合の長疑譲渡所n(/J100万円の特別控綜の特悦（貼去咬環の3.)
i"””口以外―の'“'胃択l
□ 日良注宅地の造成了のために土地'.';を讚渡（売却）・した渭合の軽漏税事の持例（は函1築の2)
ロビ叫沈“”"助叫（西ね纂 ，—、..入”―ぶ ［口 氏記＂響の''"''し r"'雫r.もしが片て計鼻叩¥

□ n・Fの記え如かの項遷鴻天m渇"”辻1....m氏叫も［西41心 5l 口 ざい糾U”cm..9のが鼠＂瑾霧
心の●● 1-;

口函m砂攘冗虹の呼叩四血i:~,叫吋：叩がか和か Jコ ゞ雰9<'•ロが疇m潰清日いの心｀鴫鑽

［その軌叫＼酬］

一9999999999- -

9999999’'9999,l― 
ヽe •Iパt}酬穴し’｀日で

^“mm 

プ ，［；□ 1Y市△△町6丁目 54番地
りマンジ 1ン

2';/共 ’ロマ~",:, I I 

..,.49・ ロ ・るチェ“

「土地等の譲渡所得フロー」を使用し、適用でき
る可能性のある特例がないか確認します。
該当する特例がある場合は、その特例の「特例チ
ェックシート」を作成後、その特例にチェック
します。

I『I

条

⑫ A 

市什及び：い用又：i峨勺昂日
十駐専吊セi

2
 

4
 

I 7 i, 

゜登記事項証明書の添付
を省略する場合は、所在
及び地番（家屋番号）
又は不動産番号を記載
します。

が，呻三碑すてくださしい l弓ば唸：；可匹む「：：：：”
， — 9 9 9 ̂’9 9 9ー・マーーT--ー’ I 
99 91.....,9ス9̀ '̀9 .,’ザ角"'`nる9 •，·， ン9m:，，，,,,n汀99....,,と声L＊モバ"，未1
！・欝た王嘉や肩鰍する珊會
i 9..てしたよ鱈・響.,畑可門99が●な石鑽ヘ
:·•疇..,.. 『'’”鸞汀して9•9 も環f
,,霞囀●，，，入9，が ，，m慶今，●’’で昂"・，，3，嗜閉9こn賣が ＇i‘i9そit?： • -鳥渾肩●●己ぶ9ウ｛攣●5C̀99叩 鼻塁矯寸む濃，，，
，史 1 m疇●5、↑"”螂"鱒、＂に 1`"書'?螂．？か？髯碑←・但． ＂灼織貪？怜． 、：＇なヨン 999鳴全らレ9、
, t9 尋鵬4そり量が遵士319,？，渇！ぶ刃~綱A94，円た3中9ザ，＇ 9... トl初ふ綱＇人iふ

鳥9,•帽｀T“L ヤ

ド

'•••* ~,· 
＂ 

一ー 9 - - -

上当占



「譲渡所得の内訳書」 の記載例

(「売却時の契約書」を用意し、 2面を作成します 、

、

土地・建物売買契約書

'

・
J
 ょ

面
i

2

I

 

:i、

，． .— ← ゥ ・ ← 

］名蕩番号l

①
 売主 大阪次郎 買主

下記の条項に従って土地及び建物の売買契約を締結する。

xx不動産 は 不動産の所在地を
記載します。

(1)どこの土地・建物をi襄涯（売却）されま した か

F」て＝＝＿
①二市△△町6-54

（住居表示） Y市△△町6-6-4

直前の
状況を
ック

゜

売買契約の Hと、
物件の引き渡し
をした日を記載
します。

標記

(A)売t

七

地

1り物の表示（登記簿の記

所 在-① Y市△△町6丁目-
皇
③ 

産の地目、種類
ェックし、面積
します。

(2) どのような土地・汀物をいつ譲渡凍却）され

士l竹忍 ；： f] は 9・天違l) m 

琶こ］□（ー）次の襴は、譲渡（売却）された士地・建物が共有の場合に記載してくださいc

てTデアT一
土埠紐犠

引 き涼 した日

●年8 月8El 

竺現況の表示•特記事項に関すること
建

物

⑤ 
売却した物件が
共有名義の場合
に記載します。

（住所）

共有 者

（住fJi)

の住所

｛氏名）

（氏名）

氏名

(3)どなたに譲渡（売却）されましたか。 (t.)いくらで攘渡（売却）されましたか。

(B)売買代金・手付金の額及び支払日（第1条）（第2条）（第3条）

三
（ 

⑥
 ＇沿出，辿，糾，一

55,000,000円

5,000,0Q_O円

，住所
I（所在地） I L市00町4-6-2

l - -.. 

渡 園 額

売買代金(Bl)
60,000,000 

手付金(B2)

中間金(B3)

本契約締結時

三
第2回

第3回．

金
一
金
一
金

残代金(B4)

6,000̀ooo 

54,000,000 

売却代金の総額
や買主について
記載します。
※固定資産税等
の精算金につい
ても、売却代金
に含めます。

7 
手付金や残金など、
売買代金の決済日
等を記載します。

受領状況

1巨目

●年 6月15日

6,000,000円
•• -

お売り I~ なった

理由

口

屯

I

2回目

●年8月88 

54,000,000円

買主から莞まれたため

他の沢住を講入するため

事裳惰合を捻出するため

3回目

年月日

ロ
ロ

円

未収金

年月日（予ff')

円

惜入金を返済するため

その他

（ 



⑧ 土地と建物の額を区分して記載します（事例では消費税の額から計算）。
建物の額や消費税の額が不明の場合「建物の取得イ額の計算表」を使用します。

［「購入時の契約書」等から 3面を作成します ］［］ロニ］□言□；翡費口兄□力：□□ご肖合費］：m門門：門：：］口：：
1第 F O 2, 000万円十 60万円（消費税額） ＝l‘』,0610万円（建物の税込価格）
：塁ぷ 嘉； 【消費税率】平成元年 4月 1日以降⇒3 %、平成 9年 4月 1日以降⇒5 % 
＇［塁 虐： 平成26年 4月 1日以降⇒8 %、令和元年 10月 1日以降⇒10% 
晶：： ： ⑧塁ネ ± せ Y市 XX町 2+1 I oo建設（悧 I●● 11 4 

0 ： 喜阜 8 

；旦：
農ぃ； I⑨ 
篇 住ぅ産
も合：売
虞 2大買
］ 腐塁 契
円 買郎

喜籠＾約
下配金額、正に領収致しました’ ⑩ 次 ［ 

むし、以書

領収金額 「こ云正国＿l1肖税 186000 ムむ ： i 9 10 
買 約と

領収日 令和●印月 RB , 〗し＼ 譲渡費用には、

煤介業者（仲介人） y：社町△4△:2△動△：二。00 " ： し 胄言訳閾贔；言約書に貼
[ニ FAX0△△-000如00 買 ノ瓢叫覧茫だ費

仲介手数料の領収書

＿第

6
条
（
引
渡
し
等
）

1

売

主

は

買

主

に

対

し

買

主

か

ら

売

買

代

金

全

額

の

支

払

い
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小司1I：ィ： 29,400,000 円

20,600,000 ..... ● -11 • 4 

建物の償却費
相当額を算出し
ます。
（償却率は 1面
の下に記載して
います）

円

＿
円

、 ＂J；喝満 ド 大江コ木骨訊夕）し□，鉄号：＇疇口命配口和,巾 | 4I !t |Ol; 20,6竺000 I'」
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建物の取得価額の計算表

この計算表は、土地と建物を一括購入（建売住宅やマンションなど）しており、建物の取得価額が不明

な場合に、士地と建物の取得価額を区分するために使用します。

1 新築時の建物価額を計算します

① 売却した建物の建築年月日 昭和•平成・令和 年 月 日

② 建物の建築単価（下記の【参考1】より記載） 00円／m
③ 建物の床面積（延べ床面積） m' 

④ 新築時の建物の取得価額（②x③) 円

2 （購入時に新築でなかった方のみ、）購入時の建物価額の計算をします

⑤ 売却した建物を購入した日 昭和•平成・令和 年 月 日

⑥ 
①から⑤までの経過年数

年
（注）半年以上の端数は切り上げてください。

⑦ 建物の償却率（下記【参考2】より記載）

⑧ 建物購入日までに減価した額（④XO.9X⑥X⑦) 円

⑨ 購入時の建物の取得価額（④一⑧） 円

3 土地と建物の購入価額の計算をします

⑩ 全体（土地と建物）の購入価額（総額） 円

⑪ 建物の価額 （④又は⑨の金額） 円

⑫ 士地の価額 （⑩―⑪) 円

【参考1】 建物の標準的な建築価額表（単位：千円／rrl)

鬱ご

木造・
鏃骨

鉄筋
木骨モ

鉄筋
コンク 饂骨

コンクルタル
'J-1-

リート

＼構簗年禰＼造
木造・

麟~ 骨
鏃筋

木骨モ
鏃筋

コンク 鉄骨
ルタル コンク

リート
I)ート ご：

木造・
鉄骨

鉄筋
木骨モ

鉄筋
コンク 鉄骨

ルタル コンク
リート

')ート

昭和35年 9.1 30.9 21.4 13.4 昭和56年 98.3 161.8 138.7 91.7 平成14年 153.6 195.2 180.5 135.0 
36年 10.3 39.5 23.9 14.9 57年 101.3 170.9 143.0 93.9 15年 152.7 187.3 179.5 131.4 
37年 12.2 40.9 27.2 15.9 58年 102.2 168.0 143.8 94.3 16年 152.1 190.1 176.1 130.6 
38年 13.5 41.3 27.1 14.6 59年 102.8 161.2 141.7 95.3 17年 151.9 185.7 171.5 132.8 
39年 15.1 49.1 29 5 16.6 60年 104.2 172.2 144.5 96.9 18年 152.9 170.5 178.6 133. 7 
40年 16.8 45.0 30.3 17.9 61年 106.2 181.9 149.5 102.6 19年 153.6 182.5 185.8 135.6 
41年 18.2 42.4 30.6 17.8 62年 110.0 191.8 156.6 108.4 20年 156.0 229.1 206.1 158.3 
42年 19.9 43.6 33.7 19.6 63年 116.5 203.6 175.0 117.3 21年 156.6 265.2 219.0 169.5 
43年 22.2 48.6 36.2 21.7 平成元年 123.1 237.3 193.3 128.4 22年 156.5 226.4 205.9 163.0 
44年 24.9 50.9 39.0 23.6 2年 131.7 286.7 222.9 147.4 23年 156.8 238.4 197.0 158.9 
45年 28.0 54.3 42.9 26.1 3年 137.6 329.8 246.8 158.7 24年 157.6 223.3 193.9 155.6 
46年 31.2 61.2 47.2 30.3 4年 143.5 333.7 245.6 162.4 25年 159.9 258.5 203.8 164.3 
47年 34.2 61.6 50.2 32.4 5年 150.9 300.3 227.5 159.2 26年 163.0 276.2 228.0 176.4 
48年 45.3 77.6 64.3 42.2 6年 156.6 262.9 212.8 148.4 27年 165.4 262.2 240.2 197.3 
49年 61.8 113.0 90.1 55.7 7年 158 3 228.8 199.0 143.2 28年 165.9 308.3 254.2 204.1 
50年 67.7 126.4 97.4 60.5 8年 161.0 229.7 198.0 143.6 29年 166.7 350.4 265.5 214.6 
51年 70.3 114.6 98.2 62.1 9年 160 5 223.0 201.0 141.0 30年 168.5 304.2 263 1 214.1 
52年 74.1 121.8 102.0 65.3 10年 158.6 225.6 203.8 138.7 令和元年 170.1 363.3 285.6 228.8 
53年 77.9 122.4 105.9 70.1 11年 159.3 220.9 197.9 139.4 2年 172.0 279.2 276.9 230.2 
54年 82.5 128.9 114.3 75.4 12年 159.0 204.3 182.6 132.3 3年 172.2 338.4 288.2 227.3 
55年 92.5 149 4 129.7 84 1 13年 157.2 186.1 177.8 136.4 A 176.2 434.4 277.5 241.5 

【参考2】 非業務用建物（居住用）の償却率

鉄骨造 鉄骨造

|¥ 木骨 （鉄骨）鉄筋

［ 
骨格材の肉厚 l 

［ 
骨格材の肉厚3mm] 木造

モルタル コンクリート
3mm以下 超4mm以下

償却率 0. 031 0. 034 o. 015 o. 036 0. 025 





「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」の記載例

「土地等｀渡所日事前整理票」を作成した場合 1
9 ̂’― ム＾｀ ヽ

紐たに購入した （買換えた） ① | 「譲渡所得の内訳書のとおり」 と記載 し繰号越寅控付餘表用｝） 
自宅の売買契約書 租

、ペー，．肴°‘'る 『^ ... ~ ' ”••一 頁-.,,....』9鴫‘`「ヽ督9―...,駐マ、・ .... 税
{ I Iり‘

”+9+ | ＇ 
： 特

土地・建物売買契約書 戸l
I竜出 別

氏名 1番サ 措

置
この,,)綱RO),9し載：こ斗ifこー，ては、r,R直,,,門出＇i0)しカ・f;̂191•I税,;うドー 1ぶーシ (ht 9炉 WWW  IIta g(Jjpl，ぅふダウ， 法

売主 xx不動産（樹 買主 札幌 一郎
19ードできます 悦務渭にも111.ll.L て• tをt:II(りてください 第
なお、i•I 悦,...ホー／→．、ージでは．門 9·，i 0) ・仄！ にi(i,：［いふ柏なし＂叫た項 IIをUJすみこレにt,I, この明闊，qべ渭『 41
定III?;5などえ•作成することがでさtす 条

下記の条項に従って区分所有建物の売買契約を締結する。
1 譲渡した資産に関する明細

の
5 

(A)売買の目的物の表示（登記簿の記載による） （第 1条）
/; ， j il , it 玲 1地．f印地樟 用
ド^..ー

土 所在 地番 地目 地栢 竹，かの，由在地一!爵ti1:/,」:|...① ヽ

① k市xx町 4丁目 23番 12 宅地 120. OOrrl 竹→ 付の利）Ii状i兄•1 而 一—斤 J_ 
9 9 1 9 l I 

~一
し

② m' 1,9; (l：期間 :1 Jl - q• IJ の

rri ぇ尤1 (-I~ : ,ii・ 人 I t---，Vf -- /1 康．_"；,l ， ― ／ ← 譲渡所得の内訳書のとおり 明
③ 細

地 合計 120. OOm ，氏 r, ぇ：よ名 . • ． 
,9 

一~ -- は
し量4) ぷ，内ク！的絲鮎 iI l l 'F 

＂ 
II 

建
汲渡した 1, ーI時I＾ 期舶1→1r,.！ , •. 一1・/ ← ·• 

; ,r il l I 年 II !I 申
所 在 k市xx町 4丁目 23番 12 告

住居表示 k市xx町 4丁目 23番 12 ぷff礼を直取得・-L儀·:— こ
i lj I I i l l i l ． - -一ー 、 一 ‘ ̂―̀ •• .~—·· 

l'l l'J l'l と
種 類 居宅 It肯 造 木造 2階建 平成28年5月築 取 1lr｛柑 N 割 I＇2 l'l l'I l'l 

床 面 積 1階 75.62rri 2階 70.OOni 合計 145 6 2面 i.i ft J』｛？りI‘-'i粘＇I．i l'I !'I ---------
緒

物 に
—,—·—- --~--‘→←=―-:;. , 9 -

提現況の表示•特記事項に関すること 1 f'I "・';l, 2 - :1 9 ！ l ！ l'J l'l l'l 
--..・一 - .→ I― ̀..... ~ --- .. -ー・一 ~ - - 出
ふi食に梵 L た＂ Hi a l'I l'I l'l し

（上地） 金 42, 000, 000円 肩住用財蔭の譲濱損失の金Ill .’• ’ _. l'I 1'I l'I て

売買代金(B1) 
[ l i,i ＜ 

（建物） - CJヽ令言や 1•:/tt叩t "““~I t:叫il益贔 D. 丸”"’i沿•" だ
金 20, 000, 000円

2 買い換えた資意に関する明細 しす象となる令畜tJ l}"5 汽•t L'; i膚｛會ふ公してくだぺい さ

（建物の消喪税） 金 2, 000, 000円 合 9, t せ 物 I 1地・椙・地権 し0‘ 

手付金(B2) 1.本契約時 I令和I● |年 | l | 月 I 0 日 金 6, 400, 000円 沢杯(1)Iii /I 地こ符 ② 
k市xx町

同左
4-23-12 i 

惰ぷの利Illtt況・利llii的，l!lli ~ fl 
i 

145.62 m・:自⑰艇用 I,20.()()m' 第1回 年 月 Bまでに 金 一円
I自己D租卦月

- i ： ] r 

ロて ＾ 『n“̀ 心 、、・ 9ヨ ． 
日までに 金 一円

買携ft，での取柑，！';亡 ，II ●り'5 JJ 10 11 ●年 5/J 10,, 
ーヨー

曽＇ ヽ 居fl])il1にfftLた，itする見込，II ●年 5il 20 II 

売買契約書等から 日までに 金 一円 l'l 7 flJ I 門撓¥'/11, Vl取f')'J'・,込，甑"I.Ii 64.000.000 22,000,000 4?.000,000 Iり

新たに購入した（買換えた）
i ！ 

10 Bまでに 金 57, 600, 000円 悶屯I:1:t- 所人は所（Ì 地
k市xx町1-23-4 同左

自宅に関する各項目を記 Y. l :'t ／杓 xx不動産腑 同左

載します。 @'  ＇` 
,a‘ 

R | '!!t人；し 00銀行xx支店 9nnnnm l'J 
ヽ 4 新たに購入した （買換えた） 自宅の 1 名

） ↑ （ 
税務＇＂ i•).9只＂鳥' ,1'. ~*、 r］ 

「住宅借入金等の残高証明書」 から 笠J平隔 i純，9叩..、， 1 

「借入先」 「借入金額」を記載
',RI49,'は日n:

R.II 

ヽ ノ



「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」の記載例

「譲渡所得の内訳書」を作成した場合

..,..-

新たに購入した（買換えた） ① 「譲渡所得の内訳書のとおり」と記載 L書付表｝
自宅の売買契約書 ＼ロヰmm庄 W 真沢ス守の心口り111t瓜 m大¥IJ1員皿 m 吋I^v繰越控除用） 悶

［ 
9 9 ,9 , ｝ 特

土地・建物売買契約書 I", : R ャ， l且，，．： 甘置

こ＂．）明細，じ） 9d絨：巧た・ベll、「甚i度）iif和）Ill叩）しかたJ'卜1税’Jぷー I`ヘーン [https: y,ww nlo go.jp]からヤ＾iヤ ✓ 法
、 m じートできます税務胃にも 111.a~ して、h ;)ま •I ・をお照してく：さい 第
売王 xx不動産（樹 只主 札幌一郎 なわ｀ l•I悦庁ホームヘーベI i. I囀1!iり応内に，iいて以認糾なり£度）fttiを人／Jすると!:.l.11` こ叫I稼，＂や... 41 

叫 I?,今かどを1i成することがでヽt・t 粂

下記の条項に従って区分所有建物の売買契約を締結する。 1 醸渡した資産に関する明細 の5 

［ 
！ 合 ；、1 江 均 ）他・情地楕 用

(A)売買の目的物の表示（登記簿の記載による） （第 1条） ② I -~— ・

I (
2) z市00町士 所在 地番 地目 地積 1’t斤の所 l1 地斎 4-6-2 

① k市xx町4丁目 23番12 宅地 120 OOni 「計しi度月i1月の内訳書」 の ← 

② 出 の

③ m 各項目から転記します。 明細

地 ，＿ 合 計 120. 00ポ i;:氏 l', I.. は 名・・・林•9；．9.：-・, 属＼ ？ 
＠ ；ぶ改契約絲鈷 IIL._::'¥—• 

建所 在 k市XXIBJ4丁目23番12 ふ滋 L た：i 1I．I、]r． 期IIレI』.~/ ： 
ri ;;を取 Iりした 蜜

住居表示 k市xx町4丁目23番12 ,----•”•一＿＿ー・

種 類 宅 1構 ‘庄木‘生階建 平成28年5月築 一ぷ.·~-- 消・-. :i曲・-__ _ _／:拍・・_)I _1 _ L2v5,,u0u0u0,,u0u00u : 日: と
居 胆坦 2 取 l取得鉗霜iI l 40,750,000 i'J 緒

物床面積 1階 75.62出 2階 70.OOrn 合計 145.6 2出 に

現況の表示•特記事項に関すること 1 " 1.;,;: il ( 3 ．． ＿た．． 二の了で●●C●"T ］ | I 叩叫？5 ド1 提出
ふ液に要 L , 884,800 I I し

（土地） 金 42,000, 000円 居住•一用マ臼●ー産の直衰 バ ▲15146.425 l'i I 
売買代金 (Bl) （建物） I ~ 1 - ・`9が11iを切・[,llJt虻（＇・真均：＇・“̀ )担かが出い討叫ドいだ

金 20, 000, 000円 2 買い換えた賣庵に関する明細 t:t．なるt畠9L勺9,trr9) [;凡C'ーて（／：勺，・， さ
し＼

（建物の消喪税1 金 2, 000, 000円 fr ,,l it 物 I 1・姓，fli埠fl,

手付金 (B2) 1.本契約時 l令和● I 年 I I I 月 IO I 日金 6,400, 000円 沢iの 1lr /1・地蚤@ K:-~3x-~2 !．同左 ～ 

第1回 年 月 日までに 金 一円 四叫jHiit比ヽ ;11111紅血§ 自-釦-•瑠--珂--145.62 --"''自西-澤-碑-,120.00..、-n-, 

中間金 (B3) 第2回 年 月 Bまでに 金 一円 ＂撓打柘の取柑i f屯， Il ．’．●'.!-5 fl 10 りし・ 9·• 5 91 ． [O II 
屈9i:(/)III::ItLtこ，＇供する見込） 11 ●年 5)J20 11 

血へ口 丘 口、 日までに 金 一円 tti食 l'f妬の収柑 9 r・定 1伯泊 64,000.000―了~ 22,000.000 i•J ; 42.000~ 
、' -・々；-- -- -- -·マ—• --~—· 
J・ ••• 買契約車 等から 10 日までに 金 57, 600, 000円 l" た人）fしt 1祈名 人 It，ぷ在地 ‘‘ k市xx町1-23-4 :， 同 左ソし 戸

新た| ， 購入 した（ 買換ぇた） 人は名称 xx不動産(ji¥) 同左

‘ ⑭ 『 ‘ ④ q：心 00銀行xx支店
自宅に関する各項目を記 新たに購入した（買換えた）自宅の 」＇ 30,000,000 I I 

し載します。 ノ 「住宅借入金等の残高証明書」から ↑ ：；；［：□竺嘉□］
「借入先」 「借入金額」を記載 和 1

.ヽ ~ 



「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」 の記載例

「土地等譲渡所得事前整理票」を作成した場合

【令和＿年分】

竺`．［―-一―-J

特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》
（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）

【
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
の

ウ

確

ダ

や
ら
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J

カ

細
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明
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よ

w
 
9

,

 とこ

＄
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カ
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＼
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し

ど
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な
v
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た

て

金

、
し
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し

照

収

ヵの
参

て

告
を
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'
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d

す

i

得

ま

内

所

り

案

渡
あ
I
J

謀

て

面

l

'

し
両

ょ
立
ょ

（
用
ー

て
も
で

っ
こ
ジ

た

t
,I
増
ー

1
務
ぺ

i

税

ム

戟ーし
.
i
•口
す
オ

の
ま
ぃ
T

t
lr
き
胞

細
で
国

明

ド

、ぅ

I
J
-
i
 

こ

口

な
ン

J
f
r
凶
引
刃所突

r
t
人
馴
t

＇
ヽ

I 

ブリガナ

氏

I 

割 I店古などを作成することができます①［ 
（譲渡した資産に関する明細】

番ロ

積／

.A
1
 

/

1

 

計 十．地・ 借地権

?7 

r 、I 
売却した自宅の売買契約前日の
「住宅借入金等の残高証明書」
から、「借入先」「借入金額」を
記載
ヽ

粁 虻 の 所 在 地

戸 疇］国―

②
 

名

ノ

屯話

番号

「譲渡所得の内訳書のとおり」
片

用】

載コ
1

一
1

=

3

・と

三
一午得の］尺書のとが［ニ

年 月 年 月

二三二ゎ←-：t-—---:
譲渡に要した行用 1r6. 

特定居住用財産の

譲渡損失の金額I‘.t
｛．2．̀ -5,',―19’) 

譲渡契約締結日の前日における

住宅借人金等の金額及びその借人先

仁I 
ll I 

円

←,-
年月 H

k
 
年

年月 H

00銀行xx支店

30,000,000 

月 日 年 月

、'__
 
)

円

日

年 月 H
 

年 月 日

0
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
＾

-
田 円

円 円

— +--- -
円

•• 
円

円

円

この合額を「特定居什用財産のふ渡損失の引益通注及び繰越

r
ー

、

関
r~ 
税 理 十 名

屯話

控除の対象となる金額の計拷苔」のクじ襴に転記してくださし・C

] ユ渥印m,～包 1し立翌阜旦純損失i
I lf・愚J'

1令和 4年分以降lll)

税務署

整理禰

R5.1: 



「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」 の記載例

「譲渡所得の内訳書」を作成した場合

【令和＿年分】
1名簿番号

特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》
（特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）

9,  

：`言：）：し：言と言ミ言三三三I

一

、

'

所
は
所
t
}
所

．

哭

f
t
人

H
1
1

r

ヽ

ナガ）
 
ァ

氏

［譲渡した資産に関する明細】

名
電話

番号

＂^ 
計 建 物 借地権

裕 産 の 所 在 地 番
z市00町
4-6-2 

惰産の利用状況

②
 

面

売却した自宅の売買契約前日の
「住宅借入金等の残高証明書」
から、「借入先」「借入金額」を
記載

年 月＿u 
年

譲渡契約締結日の前日における r 
瞑灌人金等の金額及びそり）借人先 |IJ

ー

・

l
,
 

譲渡

資産を取得した時期

し た 年 月 H
 

譲 額

額
価

価

得

渡

言］

月

月 L i 

00銀行xx支店

30,000,000 

額

年 月 日 年 月 LI 

年 月 H
 
円

-・ r..、
円

f斥得の

円，ー

年 月

こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

寸

IJ 

円

一
円

却 費 相 し
4
lヽ
-

9 3...1 -
—• | 

譲渡に要した費用I⑥’ 

39,261,625 

884,800 

円

円

円

円

特定居住用財産の

譲渡損失の金額
(J:一f95’-、6よ） △15,146.425 円 円

円
一・

円

円

ー・ ~一

この金額を「特定居住用財産のぶ渡拓失の拓益通箕及び繰越

控除の対象となる金額の社算告jの‘•1 概に転記してください，

「譲渡所得の内訳書」
の各項目から転記しま
す。

税務署」立丑逹四憫人ぷ税ユL庄

整理欄 日豆汀ー ノ

令和4年分以降It})

R511 



売却した土地・建物の内容を教えてください。

I氏名 1 | 
〇 次の質問に沿ってお答えください（口にチェックを入れてください）。 【土地等の譲渡所得フロー図】r・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-----”--、--・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・1
' 【スタート】 「1藉韮蕊案1万可―------------------1【作成書類】 l 

ロ！ ！ l 
いいえ！ 口雰の3,000万円控除等 i:]]]クシートi

［：琴芋号二竺竺翌＝＝＝lI 
， 居住用財産の買換え等の場合の譲 i・芹霜扇＂： ！ 
， 口渡損失の損益通算及び繰越控除 i冷ェソクシ-・卜 、

！ ※ 逗35@ •住宅ローン控除との併用可 l ! ！ 
晋五正幸―]ーニーニーニエこーニーニエ―-i ! 
＇ 輪定碑用財産の譲渡損失の損益i：靡岱贔，1： ! 
！ 口 通算及び繰越控除 ！・チェノクシート l 

！ ※措法35③との併用可 l i 

!::::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::: 

[I口申告不要（注2) III胃i喜：言ヒ1
：ーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニエ-i l 
！ 【オ昔法33条の4 など】 ． ＇ i 
廿I口戸雰寄の5,000万円控除 11|:9：円クンートi
L-----------------------------------—’ 

［ーーーロ―/-資--] 

自分が住んでいた
土地・建物である

□いいえ

公共事業による
収用等である

口はい

え

え

え

し

し

し

し

まー
し

し

し

ロ

ロ

ロ

ロ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

・

平成30年12月31
日以前に取得した
土地・建物である

買ったときより
高く売れた ※ 口いいえ（損した）

※相続物件は、先代が購入した金額となります。

また、購入した金額が不明な場合は「はい」としてください。

公共事業による
収用等である 口はい

措法37条】

事業用（店舗・事
務所・賃貸等）の
土地・建物である 口はい

新しく事業用の資産
を買った（買う予定）

□いいえ

3年以内に相続で
もらったものである

口はい

口事業用資産の買換えの特例

亡くなった人が
亡くなる匿前
（老人ホーム等に居住・
していた場合は
入居する喧前）
まで住んでいた

口いいえ

【措法39条］

口相続税の取得費加算
・整理梨
・計狩且l絹l|内
※汽産

置疇
ロ
はい

口被相続人居住用不動産の特例

・整理棠
・内訳占5表
・チェックシ—ート
※資産

※措法41の5・住宅ローン控除との併用可

平成31年1月1E3以後に
取得した土地・建物である

平成21年又は平成22年中に取得
（相続等を除く）しだ土地・建物である

口特定土地等の1,000万円控除

・内，9尺翡
※汽J窟

・整理梨
・チェックシート
※没麻

口はい

（注） 1 3, 000万円以上の所得になる場合には、平成25年12月31日以前に取得したものであれば、軽減税率の適用がある。
また、買換え物件を取得している場合には、買換えの特例（措置法36の2等）を選択することもできる。
利益が出ていないようでも、原則として、申告不要であることを確認する必要があるため、 「土地等譲渡所得 事前整理票」を記載する。
ただし、減価償却の計算をしないでも明らかに損失であるような場合（例：バブル期に取得した土地等）は「譲渡所得の申告等についての回答
（ピンク紙）」を記載する。
3 「収用等の場合の特別控除 (5,000万円控除）」のほかに、代替資産の取得に要した金額について、譲渡がなかったものとする「代替資産の特例
（措置法33条）」がある。
4 5, 000万円控除の場合は、通常3種類の証明書（収用等証明書、公共事業用資産の買取り等の申出証明書、公共事業用資産の買取り等の証明書）
が発行されている。 1枚のみの場合は、 2,000万円・I,500万円 •800万円控除の可能性がある。

2
 



贈与の内容を教えてください。

I 氏名
〇次の質問に沿ってお答えください（口にチェックを入れてください）。 【贈与税フロー図】

,-------------------------------------、-------------------------------------------------.,I _....: I 
i 【スタート】 【作成書類】 i 

I巳直：：：スロはしt誓巴！：スロはしに言／：スロはし 口嘘:~:~::~~::::1 
！ 口 相続時精算課税 ・整理票 ！ 

(2,610万円）（注）2 ・チェックシート（精算課税）I 

i 口 i
I I I .----,  I 

！ □ 暦年課税 ・整理票 l 
I (l10万円）（注）3 ・チェックシート（特例税率）i ヽ

］ 晶喜戸口はい口叫□詈：：i：:

配偶者からの
贈与である

口はい
婚姻20年以上
である

口はい

①居住用不動産

又は

②居住用不動産
を購入するた
めの資金

の贈与である

口 暦年課税
(110万円） （注）3

口はいII

口配り900門ご？叫＋1ロ暦年蝶税(110万円）

9

9

9

9

9

9

9

 

固税例特.9.
 
卜シ

票
”
理
ェ
整
チ．． 

l ::竺シート（配偶者）

ロ
暦年課税
(110万円） l ・整理票

（注） 1 不動産の贈与の場合は別途、 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」等を作成する必要があります。
2 「住宅取得等資金の非課税の特例」及び「相続時精算課税」は、受贈者が贈与を受けた日の属する年の 1月1日において18歳（※）未満の場合
は、適用できない。
3 税率は、 「一般税率」と「特例税率」があり、 「特例税率」は、暦年課税の場合に直系尊属（父母や祖父母など）から財産の贈与を受け、かつ、
受贈者が贈与を受けた日の属する年の 1月1日において18歳 （※）以上であるときに適用される。
（※）令和4年3月31日以前の贈与については20歳



大 分 類 共通（会議・事務計画等）

中 分 類
会議、検討会及び

発表会関係書類

名 称 資 産 課 税 関 係
（小分類） 審理事務連絡会

保存期間
事5年（令和 12年6月末）

（満了日）

資 料 2号

財産評価に関する審理事務の留意事項

令和 6年12月

大阪国税局 資産課税課





居住用の区分所有財産（一室の区分所有権等）の評価方法 (R6年分～）

【計算式】 ① 従来の区分所有権の X区分所有補正率
（自用の場合） 相続税評価額

② 従来の敷地利用権の
相続税評価額 X区分所有補正率

区分所有補正率は、評価乖離率を基に計算

評価乖離率＝ A+B + C + D + 3.220 

A=マンションの築年数X△0.033

B=マンションの総階数＋33x0.239

C=マンションの一室の所在階x0.018

D=マンションの一室の敷地利用権の面積

＋専有部分の面積x△1.195
注1 Bの下線部を「総階数指数」、 Dの下線部を「敷地持分狭小度」という。
2 「総階数指数」は「1」を超える場合は「1」



区分所有補正率の計算明細書

ー 築年数（注 1) ①X△0.033 
区

分

所

有

補

正

率

の

計

算

A 

B
 

2)総階数①豆：

④ 所 階 注3

③総階数指数（②-:-33)
（小数点以下第4位切捨て．1を超える均合は1)

c
 

D
 

5)専有部分の面積

2

m

 

⑧ 敷地利用権の面積（⑥x⑦)

（小数点以下第3位切上げ）

rrl 

⑨敷地持分狭小度（⑧＋⑤）

（小数点以下第4位切上げ）

評価乖離率 (A+B + C + D + 3. 220) 

③X 0. 239 
（小数点以下第4位切捨て）

⑨X△1. 195 
（小数点以下第4位切上げ）

⑩
 

⑪ 平全n 価 水 準 （
 
ー ⑩ 、¥'’・

⑫ 区 分 所 有 補 正 率（注4 • 5) 

.
-
[
J
n
l
‘
 



評価水準と区分所有補正率の関係

評価水準
（評価乖離率の逆数）

評価水準く0.6

0.6~評価水準~1

評価水準＞ 1 

評価乖離率が0又は

マイナス

区分所有補正率

＝評価乖離率x0.6

= 1 (補正を行わない）

＝評価乖離率共缶る

＝評価しない（評価額は「O」)



登記事項証明書における確認箇所(1/ 2) 

表 題 部 （一棟の建物の表示） 調製 1CMJ 所在図番号 I［蚤酉二］

所 在 I●●●-T目 1 2 3 4番地

建物の名称 I●●●マンション

□極□
万函□

①構造

鉄筋コンクリート造陸屋
根地下 1階付 11階建

②床面積

1階

! ~ 0 107 

総階数
11階
（地階は含まず）

1 1階

地下1階

表 題 部 （敷地権の目的である土地の表示）

100107 

6 5 

敷地面積 3,630.30111

①土地の符号I②所在及び地番 I③地目 I④地 積 登記の日付

ー ●●●一丁目 1 2 3 4番 I宅地 平成22年4月18日



登記事項証明書における確認箇所(2/2)

表題部 （専有部分の建物の表示） I不動産番号 11234567890123

家屋番号 ●● 所在階 3階
築年数 14年3か月

建物の名称 I3（ 亘厚手司音！分
59.69rrl 

11ホロ 1

の面積
①種類 （ ヽ ITマ ↓-=  ‘ ’’‘ いし 19で

..i 

居宅 I鉄筋コンクリート造 3階部分 5 9 I 6 9 I I 平成22年4月1日新築
階建 〔平成22年4月18日〕

表題部 （敷地権の表示）

①土地の符号 I②敷地権の種類 I ③敷地権の割合 原因及びその日付〔登記の日付〕

ー 所有権 959000分の 52 6 9 I平成22年4月1日敷地権
〔平成22年4月18日〕

※ 課税時期：令和6年7月1日

敷地権 959,000分
の割合 の5,269



区分所有補正率の計算例・端数処理（1/9)

区分所有補正率の計算に当たっては、雖数 処理の方法

（「切捨て」か「切上げ」か）や桁数に注意が必要

築年数 14年3か月
① 築年数 つ• 

総階数 11階

②総階数＋33 ？ 3階
■ 

所在階

2 

つ
敷地面積 3,630.30m 

・・『

③ 所在階 • 敷地権 959,000分

④ 
敷地利用権の割合 の5,269

つ＋専有部分 • 専有部分 2 

59.69m の面積



区分所有補正率の計算例 ・端数処理（2/9)

「①築年数」については、 1年未満の端数を切上げ

この事例の場合、 「 14年 〗か月＝ 15年」

I 築年数 14年3か月 1 
l① 築年数

総階数 11階

所在階 3階 ②総階数＋33

2 

敷地面積 3,630.30m 
・’ ③ 所在階

敷地権 959,000分

④ 
敷地利用権の割合 の5,269
＋専有部分専有部分

2 

59.69m の面積

15年

つ• 

？ 
• 

つ■ 



区分所有補正率の計算例 ・端数処理 (3/9)

「②総階数733」については、小数点第4位を切捨て

ただし、総階数（地階除く）が33階以上の場合、 「1」

この事例の場合、 「11階＋ 33= 0.333~ = 0.333」

築年数 14年3か月

総階数 11階

所在階 3階

① 築年数 15年

敷地面積

敷地権
の割合

専有部分

の面積

3,630.30ni 

959,000分
の5,269

59.69ni 

②総階数-;-33 0.333 

③ 所在階

④敷地利用権
＋専有部分

？・

つ・



区分所有補正率の計算例 ・端数処理（4/9)

「③所在階」は、専有部分の所在階（地階の場合 「O」)

ただし、 複数階にまたがる一室については、 最も低い階

（例えば、 2階から4階にまたがる一室＝ 2階）

築年数 14年3か月
① 築年数 15年

総階数 11階

I 所在階 3階 I ~ ②総階数＋33 0.333 
敷地面積 3,630.30rl1 

ー・— ③ 所在階 3階
敷地権 959,000分
の割合 の5,269

④ 
敷地利用権 つ

専有部分 ＋専有部分 • 

59.69ni の面積



区分所有補正率の計算例 ・端数処理 (5/9)

「敷地利用権の面積」については、小数点第3位を切上げ

この事例では、 「3,630.30111x (S,269/959,000) 
= 19.945… =19.95111」

築年数 14年3か月
① 築年数 15年

総階数 11階

所在階 3階 ~ ②総階数-;-33 0.333 

敷地面積 3,630.30rrl _ 
一 ③ 所在階 3階-敷地権 959,000分

の割合 の5,269

＇ 
I④敷地利用権 19.95 

専有部分 ＇ 
＇ ＋専有部分 +59.69 

59.69ni の面積



区分所有補正率の計算例・端数処理 (6/9)

「④敷地利用権の面積＋専有部分の面積」については、

小数点第4位を切上げ

この事例では、 「19.95rrl翌59.69rrl= 0.334~… =0.335」

築年数 14年 3か月
① 築年数 15年

総階数 11階

所在階 3階 ~ ②総階数-;-33 0.333 

敷地面積 3,630.30n1 . 
.” 
③ 所在階 3階

敷地権 959,000分 -
の割合 の5,269 I 1 敷地利用権
専有部分 ＇ 

'④ 汀専有部分 0.335 
59.69rrl の面積



区分所有補正率の計算例 ・端数処理（7/9)

次に、 A~Dの値を計算 （端数処理に注意）

Bについては、小数点第4位を切捨て

Dについては、小数点第4位を切上げ

A ① （築年数） 15年x△0.033=△0.495 

B ②（総階数王33)0.333xo.239 
=0.079587（切捨て）＝0.079

c ③ （所在階） 3階X 0.018 = 0.054 

D ④ （敷地利用権封専有部分） 0．335x△1.195 = 
△0.400~25 （切上げ） ＝△0.401



区分所有補正率の計算例 ・端数処理 (8/.9)

A ill（築年数） 15年x△0.033=△0.495 

② （総階数＋33)0.333x 0.239 
B =0.079587（切捨て）＝0.079

c ③ （所在階） 3階X 0.018 = 0.054 

D ④ （敷地利用権召専有部分） 0．335x△1.195 = 
△0.400~25（切上げ） ＝△0.401

評価乖離率＝

（口＋言己三十三五］＋3.220) 
= 2.457 

評価水準＝ 172.457 = 0.407 



評価水準と区分所有補正率の関係（再掲）

評価水準
（評価乖離率の逆数）

評価水準く0.6

0.6~評価水準~1

評価水準＞ 1 

評価乖離率が0又は

マイナス

区分所有補正率

＝評価乖離率x0.6

= 1 (補正を行わない）

＝評価乖離率共缶る

＝評価しない（評価額は 「01.J



区分所有補正率の計算例・端数処理 (9/9)

区分所有補正率＝
A B C D 
（三＋五竺ら三＋三＋3.220)

• x0.6 = 1.4742 

築年数 14年3か月

総階数 11階

所在階 3階
~ 
この事例の場合、

敷地面積 3,630.30111 ＇ 従来の相続税評価額の
ー・

敷地権の 959,000分の ＇ 
1.4742倍に補正

宝l ノ
ロにコ 5,269 

専有部分

の面積 59.69ni 



区分所有補正率の計算明細書の記載例

①築年数（注1) ①X△0.033 
区 A l 

E 
E 

15 年 △ 0.495 悩
分 ②総階数（注2) ③総階数指数（②＋33) ③X 0. 239 月

ヽ—

B 
（小数点以下第4位切捨て、 1を超える場合はI) （小数点以下第4位切捨て）

所 1 1 階 0.333 0.079 
④所在階（注3) ④X 0. 018 
I 
C 

有 | 3 階 ------I 0.054 
⑤専有部分の面積 ⑥敷地の面積

補 | 5,269 

D 59.69 m 2 3,630.30 m 2 959,000 
⑧敷地利用権の面積（⑥x⑦) ⑨敷地持分狭小度（⑧＋⑤） ⑨X△1. 195 

正 | （小数点以下第3位切上げ） （小数点以下第4位切上げ） （小数点以下第4位切上げ）

19. 95 rri 0.335 △ 0.401 
率

⑩ 評価乖離率 (A+B + C + D + 3. 220) 

の
2.457 

⑪評価水準 （ 1 ⑩)  
計 0.4070004070 

算 ⑫区 分 所 有 補 正 率（注4 • 5) 
1. 4 7 42 



区分所有権の評価額の計算例

固定資産税課税明細書（例）

令和6年度課税明細書

本年度課税された、 1月1日現在あなたが所有している固定資産（土地・家屋）の明細をお知らせします。
咤i 双号t

土地の所在 ； t ： t 
吾＂地吾＂

日19.34番.......,t 3630.30 
宅地 3630.30m 

家屋の所在 家屋番号
種類・用途 構造
建築年次 屋根

●●●一丁目1234番地 1234-301 
居宅 鉄筋コン造
平成22年 陸屋根

従来の区分所有権の
相続税評価額
4,000,000円

X区分所有補正率

1.4742 

登記床面積
価格

固定資産税標準額

現況床面積 都市課税標準額

59.69nf 
4,000,000 

4,000,000 

71.63出 4,000,000 

= 5,896,800円



敷地利用権の評価額の計算例（評価明細書の記載例）

評価明細書（第 1表）
I 

円 ヽ （ 1 o. ） 

10 私 硝 •―ー ロ当たり］）価節） I 'I

自評

用価
地
の額

区敷
分地

靡利｝廿
財権
産の
9,. 閾係`し~
る額

!.Aから K tて，•i)うち該牙1 るもの）
| 円 ， 0. :i 

自用地 1‘I;Jiメ---トル当たりの価額
地 積

総 額
{Aから Lもでのうちの該当記サ｝ (I'llf1地］ III‘ り`たり dl価額）沿（地禎）

( F ) 500,000 
！り
3630.30 

ni' 
1.815, 150,000 

lリ

評価明細書（第2表）
（自JI]地の評価額） （敷地利用権（敷地権）の割合）

1.815.150.000円 X

屈分(})
(l]ill地の評価額）作所

川行場
9,972,914 f : l リ')uす

区産合

利）ll区分 算

従来の敷地利用権の
相続税評価額

9,972,914円

5269 
959.000 
（区分所h補 IE字）

1.4742 

式

X 区分所有補正率

1.4742 

（目J1 1地の評価額）
円

9,972.914 

（ 目 1l l 」廿！ J) 止半 {iiti 容几
円

14,702,069 

| 1·.•；心公 客孔
I I I 

-14,702,069円

L 

NI 

l< 

s 

瓜,L.』1,’.-J,. 

I 



居住用の区分所有財産を貸し付けている場合

貸家の評価

ー室の区分所有権等に係る区分所有権の「自用家屋としての価額」に

「区分所有補正率」を乗じて「みなされた自用家屋としての価額」を計算

した後、その価額を基に評基通93《貸家の評価》を適用し、その区分所有

権の価額を評価

従来の区分所有権の
相続税評価額 X 区分所有補正率 X (1ー借家権割合x賃貸割合）

貸家建付地の評価

ー室の区分所有権等に係る敷地利用権の「自用地としての価額」に

「区分所有補正率」を乗じて「みなされた自用地としての価額」を計算し

た後、その価額を基に評基通26《貸家建付地の評価》を適用し、その敷地

利用権の価額を評価

従来の敷地利用権の （1-借地権割合
相続税評価額 x区分所有補正率 X X借家権割合x賃貸割合）



建築基準法上の道路と路線価（1/3)

【更正の請求の一例】

評価対象地が接する道路が建築基準法上の道路でないとして、近傍の建築
基準法上の道路の路線価を用いて無道路地評価

路線価を設定する道路

路線価は、宅地の価格がおおむね同一と認められる一連の宅地が

面している路線（不特定多数の者の通行の用に供されている道路を

いう。）ごとに設定（財産評価基本通達14)

①通り抜け道路のように何ら制約を設けず広く一般公衆の通行の用に供されて

いるもの
②行き止まり道路のうちで現実の利用状況が極めて公共性の高いもの

建築基準法上の道路に限定されていない



建築基準法上の道路と路線価（2/3)

無道路地

無道路地とは、道路に接しない宅地（接道義務を満たしていない

宅地を含む）をいう（財産評価基本通達20-3)。

※ 接道義務を満たしていない宅地については、建物の建築に著しい制限を受け

るなどの点で、道路に直接接していない無道路地と効用は類似し、価値も極め

て近いものといえるため、無道路地と同様に評価

接道義務【原則】 （建築基準法43条 1項）

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

⇒ ただし、緩和制度（特例）があることに留意



建築基準法上の道路と路線価 (3/3)

接道義務【特例】（建築基準法43条2項）

前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物には適用しない。

ーその敷地が幅員4m以上の道（道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上

必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る）に2m以上接する建築物

のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める

基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めるもの（認可制度）

二その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適

合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認

めて建築審査会の同意を得て許可したもの（許可制度）

無道路地評価の適否判定に当たっては、建物の（再）建築

に係る制限の有無を個別に確認



大 分 類 共通（会議・事務計画等）

中 分 類
会議、検討会及び

発表会関係書類

名 称 資 産 課 税 関 係

（小分類） 審理事務連絡会

保存期間
事5年（令和 12年6月末）

（満了日）

資 料 3 号

確定申告期において留意すべき事項

（個人課税関係）

令和 6年 12月

大阪国税局 資産課税課





確定申告期において留意すべき事項

（個人課税関係）



l 税額控除・所得控除に関する主な改正

1. 所得税の定額減税 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 

2. 住宅借入金等特別控除の拡充措置 ............................................,............................................. 5 

3. 国外居住親族に係る送金関係書類の範囲の拡充 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 
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II 申告手続・申告書等の様式に関する主な改正等

1. 住宅借入金等特別控除の適用に係る手続（年末残高調書方式）

2. 退職所得の申告について
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I 所得控除 ・税額控除に関する主な改正



置 所得税の定額減税

1概要

0 デフレ完全脱却のための一時的な措置として、 令和6年分所得税の減税を実施

〇 減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき 3万円 （住民税は 1万円）

〇 合計所得金額1,805万円 （給与収入2,000万円相当） 超の高額所得者は、 減税の対象外

法方韮

〇＇ 給与所得者に対する減税

゜
公的年金受給者に対する減税

✓ 6月以降の源泉徴収税額から減税

✓ 6月に減税しきれなかった場合には、

翌月以降の税額から順次減税

゜
不動産・事業所得者等に対する減税

✓ 予定納税対象者は、 第1期予定納税

の通知の機会に減税

✓ それ以外の者は、 確定申告で減税

✓ 年金機構等の公的年金（老齢年金）

は、 6月以降の；原泉徴収税額から減税

✓ 6月に減税しきれなかった場合には、

翌月以降の税額から順次減税

✓ 住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額か

ら減税を実施。

✓ 給与所得者については、減税開始前に、実務

上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、源泉

徴収税額から控除する税額を決定。年末までに

扶養親族等の情報に異動があった場合には、年

末調整又は確定申告で調整。

ー



璽 所得税の定額減税

I不動産所得・事業所得者等に対する減税

〇 原則として、 確定申告で減税を行う。

〇 ただし、 予定納税対象者については、予定納税で減税を実施する。

✓ 第1期の予定納税額の通知（6月）の際に、 本人分の減税額（3万円）を控除した額を通知する。

✓ 同一生計配偶者等分については、簡易な手続による「減額申請」により、 通知税額からの控除を可能に

する。

✓ 第1期予定納税で控除しきれなかった減税額は、第2期予定納税（11月）の予定納税額から控除し、

第2期予定納税に控除しきれなかった減税額は、確定申告において減税する。

（参考）予定納税制度

• 前年分の所得金額（事業所得、不動産所得等）や税額などをもとに計算した金額（予定納税基準額）が15万円以上になる場

合、その年の所得税の一部をあらかじめ（7月、 11月）納付するという制度。

予定納税による納税額は、税務署が前年の所得金額等を基に計算し、通知（6月）する。

令和 6年分の予定納税の減額申請の期限については、以下のとおり延期された。

第1期分の納期 令和6年7月1日（月）から
同年9月30日（月）まで

令和6年7月1日（月）から
同月31日（水）まで

第1期分及び第2期分の
予定納税減額申請の期限

令和6年7月31日（水）
令和6年7月15日（月）

※ 祝日のため、実際は同月16日（火）

2
 



I （参考） 個人住民税の定額減税の概要 総務省資料を基に作成

〇 令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人

につき、 1万円の減税を行う。

※ 納税者の合計所得金額が1,805万円（給与収入2,000万円）以下である場合に限る。

〇 減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に応じて、

実務上可能な限り早い機会を通じて行う。

〇 定額減税による個人住民税の減収額については、全額国費で補填する。

【イメージ】給与所得に係る特別徴収の場合

令和 6年1月1日 令和 6年6月

~1月末 ~3月中旬 ~5月末

給与喜儡言告書II住民：雷塁；ご提出 11特別塁雷雷の送付 1 |̀魯I岬＂晨枷＂＂.

控除対象となる配偶者・扶養親族の判定日

（令和5年12月31日）
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I （参考）個人住民税の減税の実施方法 総務省資料を基に作成

【イメージ】減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収 露{|| | | | | | 1 | | | | | 
R6. 6 7 8 9 10 11 12 R7 1 2 3 4 5 

✓ 令和 6年 6月分は徴収せず、 「定額減税「後」の

税額」を令和6年7月分～令和7年5月分の11か月

でならす。 【平成10年度の特別減税と同方式】

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

✓ 「定額減税「前」の税額」をもとに算出した
令和 6年10月分の特別徴収税額から控除し、
控除しきれない場合は令和 6年12月分以降の
特別徴収税額から、順次控除。

6月分は徴収しない "̀’ 
喜｛i［1|| | | | | | | 1 | | 

R6. 6 7 8 9 10 11 12 R7 1 2 3 4 5 

普通徴収（事業所得者等） ! {[ 
✓ 「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第 1期分 R6.6 8 10 R7.1 

▼ （令和6年6月分）の税額から控除し、第 1期分から控 6月分から控除

除しきれない場合は、第2期分（令和6年8月分）以降 （控除しきれない場合は8月分から順次控除）

の税額から、順次控除。 >
：・・・... ......1 

【平成10年度の特別減税と同方式】 {I 
R6.6 8 10 R7.1 

特別徴収税額

（当年度分の税額から仮特別徴収税額を除いた税額を 3期分徴収）

・悶繁竺｝期分徴収） 11 | | |}<
R6. 4 6 8 10 12 R7. 2 

｀納品ば口は畠［包しており、（控は？昇‘こ悶合は ~
12月分から順次控除）

R6. 4 6 8 ユ「下□｝〗
※ 年度の途中で徴収方法が変更される者については、地方団体及び特別徴収義務者の事務負担等を考慮しつつ、適切に減税が実施されるよう所要の措置を講ずる。
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園 住宅借入金等特別控除の拡充措置 令和6年限りの措置
9..’’9..’’19」l●999919_"

1子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

(1) 令和 6年入居に限り、 子育て支援の観点から、 子育て世帯及び若者夫婦世帯 （以下「子育て世帯

等門という。）における住宅ローン控除の要件が以下のとおり拡充された。

✓ 認定住宅等の新築等・買取再販住宅の取得について、 借入限度額が上乗せされた。

✓ 令和6年12月31日以前に建築確認を受けた認定住宅等の新築等の場合、

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、 床面積要件が「5orri以上」から 「40ni以上50ni未満」

に緩和された（子育て世帯等以外の個人にも適用あり）。

※ 「子育て世帯等」 とは、申告を行う個人が、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する場合
② 年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する場合
③ 年齢が19歳未満の扶養親族を有する場合

※ その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。

改正前（令和6年・ 7年入居） 改正後 （令和6年入居に限る）

3,500万円
►
 4,000万円

上記以バ―|4,500万円 I□紐面万百］3，000万円
※ 被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
※ 所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住
民税の減収額は、全額国費で補填する。
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冒 住宅借入金等特別控除の拡充措置令和6年限りの措置

(2) 既存住宅のリフォームに係る特例措置（工事費用の相当額の10％を税額控除）について、子育て世

代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等について、一定の子育て対応改修工事を対象に加える。

※ その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例は適用しない。

耐震 250万円 25万円

バリアフリー 200万円 20万円

省エネ
250万円 (350 25万円
万円） (35万円）

三世代同居 250万円 25万円

長期優良 耐震＋省エネ＋耐久性
500万円 50万円
(600万円） (60万円）

住宅化 、 250万円 25万円
耐震or省エネ＋耐久性

(350万円） (35万円）
l 

子育て対応改修【拡充】 250万円 25万円

転落防止の手すりの設置

対面キッチンヘの交換

可動式間仕切り壁の設置

防音性の高い床への交換

※ カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合の金額

※ 対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5％の税額控除

「子育て対応改修工事」とは、次の工事をいいます。

① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
② 対面式キッチンヘの交換工事

③ 開口部の防犯性を高める工事

④ 収納設備を増設する工事
⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥ 間取り変更工事（一定のものに限る。）
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"j 国外居住親族に係る送金関係書類の範囲の拡充
I 

1概要

〇 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の 「送金関係書類」 の範囲に、 「電子決済手

段等取引業者※1 （みなし電子決済手段等取引業者※2を含む。）の書類又はその写しでその電子決

済手段等取引業者が居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段※3の移転によってその居住者から
親族に支払をしたことを明らかにするもの」 が追加されたい。

※1 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換などの電子決済手段等取引業を行う者として、内閣総理大臣
の登録を受けた者をいう。

※2 銀行等又は資金移動業者で、電子決済手段の発行業務も行う者をいう。
※3 いわゆるステーブルコインのうち法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するも

の及びこれに準ずる性質を有するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に掲げる電子情報処理組織を用
いて移転することができる財産的価値などをいう。

※4 「38万円送金関係書類」の範囲についても、同様の書類が追加された。

I改正後の送金関係書類のイメージ

① 外国送金依頼書の控え

② クレジットカードの利用明細書又はその写し

巨〉）電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え
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璽 医療費控除に関する改正

1後発医薬品のある先発医薬品の選定療養に係る医療費控除の取扱い

〇 令和 6年10月から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発医薬品のうち、一部の先発
医薬品の処方等を希望する患者については、患者負担分に加えて、 「特別の料金」※ 1を支払うこ
ととされた※20

⇒ 「特別の料金」も、 医療費控除の対象となる ことに留意する。

※1 「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の 1相当の料金をいう。
※2 先発医薬品が処方等される場合であっても、医療上必要であると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況
等を踏まえて後発医薬品を提供することが困難な場合は、 「特別の料金」の支払は要しない。

I確定申告における留意事項

0 「特別の料金」の金額は、医療費の領収証の保険外負担欄に記載される（スライド10ペー
ジ参照）。

0 「特別の料金」は、保険適用外部分の金額であることから、 「医療費通知情報」や「医療
費のお知らせ」における保険診療に係る金額部分には、 「特別の料金」の金額は含まれていない。

⇒ したがって、これらの書類又は電子データを利用して医療費控除を適用する場合は、別途、領
収証から「特別の料金」の額を集計し、医療費の額に加算する必要があることに留意
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I 〔参考〕特別の料金の計算方法のイメージ

先発医薬品
※令406匂10月以躙
医療上の必要性がある場合

後発医ー一

先発医薬品
沐軍令i06年10月以閲
患者が希”するi

□--[ 
保険給付 者

担

者

担
患
負

先
-—,-
後発医

（先発医薬品の価格ー特別の料金） X患者負担刻合 価格差の1/4相当,.,., 
者特別の

担 ！料金
ー

＇ 者負担
ー

，
 



I 〔参考〕領収証の様式例

別糾様式 1) ，・Iヽft訪珀怜代 l)例

領 収 正
t
]
d
u
 

OK• 嘉サ 氏 名

且

出：I: 期 Iが 1 入Fら ：9, 湯 ,c;- •

;i- }i t 1 ~ l lI 

受診科 I入・外 Ioo収苔入，． 梵 11 日

り•.9lH

Hi [<.',} ('l.り！割合 ト・ ●す I<.) 

切 ・内診料 入院料等 I~学脊坪等 在‘TI欠床 検 1 尋9； 喰J像ふlOt 投 6 

点 {i ぷ． “・ 9．`J ．． ． “ ・ヽ “ 9 • • 

i t 射 11.、r,・,r -.• ョン 1':i神科山門や社； 姐 店 r; 術 麻 酔 牧Jtt祝治杓

保 い
点 点 ，“ ．． •山．．、 ”， ` ’,＇ _, ` 9 ,3. 

射評［｀断 その他 ; "'＂分霞 Il)J'C 食中ゆA .t・活崚美

点 点
”̀ fll ,,, 

その他

保険外

｛i 担 IO'hl込――-」立旱＿

保院
(h: “ i¥・比外｛＼担た事・ '1活

合。1 I I I I’i Pl 

R担m-1 Pl Pl , 1 1 

切収製
t11 

" ，，‘"＂ ' 
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4i京都`← ：9(-‘l人： 、
店院

：・釦如l-] 
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園 医療費控除に関する改正

1おむつ費用の医療費控除適用に係る添付書類について

【改正前】

おむつ費用の医療費控除適用が1年目の者は、確定申告の際に、 「おむつ使用証明書」の添付又は提示が必要

【改正後】 （令和6年分以後）

おむつ費用の医療費控除適用が1年目の者のうち、次の全ての要件に該当する場合は、おむつ費用の医療費控除適用が

2年目以降の者と同様に、 「おむつ使用証明書」に代えて、 「市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した

書類」又は「主治医意見書の写し」の添付又は提示をするこ とができることとされた。

① おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定（有効期間が連続している場合に

限る。）で、それらの有効期間がおむつ費用の医療費控除を受ける年分以降Jこおいて 6ヶ月以さ上であること

② 上記の審査に当たり作成された主治医意見書であること

③ 主治医意見書に、おむつの使用に係る一定の事項が記載されていること

【改正後】の要件①のイメージ（令和6年分で、おむつ費用の医療費控除を初めて適用するケース）

要件①に該当するケース 要件①に該当しないケース 要件①に該当しないケース

R5 R6 R7 R5 

R5.12 I R6.2 R7.3 

I I 
I l 

＇ 
I 

要介護認定（1回目） 要介護認定(2回目）

17ヶ月 ＞ 
有効期間の合計期間が17ヶ月

14ヶ月 ＞ 
令和6年分以降の有効期間が14ヶ月

R6 R7 

R5.9 

□] 
＇ 要介護認定
8ヶ月 ＞ 

有効期間の合計期間が8ヶ月

令和6年分以藝降の有効期間が2ヶ月

R5 R6 R7 

R6.9 R6.12 

し
要介護認定□ 有効期間の合計期間が5ヶ月

ロ令和6年分以降の有効期間が5ヶ月 11 



I改正後の添付（提示）書類のイメージ

1年目 おむつ証明書

次のいずれかの書類

次のいずれかの書類 • おむつ証明書

• おむつ証明書 ► • 市町村が要介護認定に係る
2年目以降

・ 市町村が要介護認定に係る 主治医意見豊の内容玄擁湛召した書類

主治医意見書の内容を確認した書類 • 主治医意見書の写し

• 主治医意見書の写し (4年以内に作成）

(3年以内に作成）

※ 平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合、 「おむつ使用証明書」等について、 ①証明年月日、②証明の名称
及び③証明者の名称（医療機関名等）を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略可能。

なお、この場合、添付又は提示を省略した「おむつ使用証明書」等は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から 5年間保存が必要。
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I I 申告手続・申告書等の様式に関する主な改正



国 住宅借入金等特別控除の申告手続の簡素化（年末残高調書方式） 【再周知】
，＿，ー- — ` c 

言 〔年末残高証明畳方式〕

• 
【納税者】

【居住年】
①年末残高証明書（郵送）

］
 
者

｛^
買
ー
こ
―

納~
・
書書
明
明
証
証

除

出

高

控

提

残

宅

年

末
住
毎

年

旧

を

③
 

【2年目以降】
①年末残高証明書（毎年郵送）

②旧住宅控除証明書
（家屋の取得価額等）
を一括郵送

②確定申告

【勤務先】____________...,.. ______________________ _ 
言 〔年末残高調書方式〕（令和5年1月1日以後に入居する者が令和 6年1月1日以後に申告書を提出する場合に適用）

順次、証明書方式から調書方式に移行

一一一］

者

＾
．贄
”
［
 

④年末残高情報を活用

して簡便に確定申告

【居住年】

①控除申請書ー一 ~

③年末残高情報

②調書の提出

］
 
者

^

“

軍

鱈

ー

↓

g
-

［

る

を
あ
書
に

の
明
便

額
証
簡

認
言
疇

除

宅

用

末

控
住
活
年

④
 

【2年目以降】

【勤務先】

③住宅控除証明書
※控除見込額を記載

②調書の提出
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圏 住宅借入金等特別控除の申告手続の簡素化（年末残高調書方式） 【再周知】

1確定申告対応時のポイント

〇 添付書類について（居住開始年分）

0 年末残高調書方式の場合は、次の書類については、 添付不要とされている。

・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

※ 複数の住宅取得資金に係る借入金がある場合、調書方式を適用していない借入金については、添付が必要

・ 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

• 土地の売買契約書の写し
※ 住宅を新築した場合のみ添付が必要 ⇒ 新築の建売住宅の取得や中古・買取再販住宅の取得の場合は添付不要

〇 確定申告会場に持参する書類等について

0 年末残高調書方式の場合であっても、住宅借入金等特別控除の計算明細書の作成時には、これまで

と同様に年末残高、住宅や土地の取得価額など、従来から記載又は入力している内容は引き続き記載

（入力）する必要があるため、これらの記載すべき内容が分かる書類やデータの持参が必要であるこ

とに留意。

⇒ 給与所得の源泉徴収票と同様（添付不要であるが、確定申告書作成時には必要）
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馴 退職所得の申告について【再周知】
’’•—9-— , 

【原則】

〇 退職所得の支払を受けるときまでに、 「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支
払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税等の課税関係が終了（分離課税）するた

め、原則、確定申告は不要。

【例外】

〇 医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確
定申告書に退職所得の金額を記載しなければならない。

✓ 合計所得金額の計算に当たっては当該退職所得の金額を含めることとされています

✓ 所得税に係る基礎控除、配偶者控除等の適用や控除額の計算、住宅借入金等特別控除その他の各種特例

の適用や贈与税に係る住宅取得等資金の非課税の適用などについては、各年分の当該合計所得金額に応じ

て可否や適用額を判定することとなっています。
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判決情報 (No.22 4) 
課税第一部 国税訟務官室

事件名 更正処分取消請求事件

判決日 令和6年9月26日 裁判所 I京都地方裁判所

税 目 I相続税 (H28年分） 判決結果
1棄却(-

1 本件被相続人の死亡に伴う本件信託の受益権の帰属

主な争点 I 2 本件債権放棄の有無
3 本件更正処分における理由の提示に違法があるか

1 事件の概要

(1) 甲（原告）は、一に死亡したA （以下「本件被相続人」といい、 Aの死亡に係る相続を「本件相続」という。）の妻であり、本件相

続に係る相続人は、甲及び本件被相続人の長男Bを含む子らの 5人である。

(2) 本件被相続人は、平成 18年9月11日、英国のジャージー島法に準拠して設立された信託法人であるCとの間で、委託者を本件被相続人、受託者を

C （以下「本件受託者」という。）、受益者を本件被相続人及びBとする信託契約（以下「本件信託契約」といい、本件信託契約によって設定された信

託を「本件信託」という。なお、本件信託契約に係る信託証書上、本件被相続人及びBの受益割合については明記されていない。）を締結した。

(3) Bは、平成22年3月15日、本件被相続人を贈与者、 Bを受贈者とする相続時精算課税選択届出書を課税庁に提出した。

(4) 本件被相続人は、平成23年6月14日、有限会社D （以下「本件会社」という。）に対して有していた貸付金債権の全額を放棄した（以下「本件債権

放棄」という。）。

(5) 甲は、平成28年11月21日、本件相続に係る相続税（以下「本件相続税」という。）の申告書をBらと共同で課税庁に提出した。

(6) 課税庁は、令和2年12月24日付で、甲に対し、①本件被相続人が有していた本件信託の利益を受ける権利の2分の 1及び②本件債権放棄に伴い生じ

たB保有の本件会社の株式の価額の増加分は、 Bが本件被相続人から贈与により取得したものとみなされるとし、相続時精算課税適用財産（以下「本

件贈与財産」という。）の加算漏れ等を理由に、本件相続税の更正処分（以下「本件更正処分」という。）をした。なお、本件更正処分の通知における

理由の記載（以下「本件提示理由」という。）には、本件贈与財産の合計額のみが記載されており、受贈者、贈与の時期、財産の種類や個別の評価額等

についての具体的な記載がなかった。

(7) 甲は、本件更正処分に不服があるとして審査請求を行ったところ、国税不服審判所長は、令和4年3月11日付で甲の審査請求を棄却する旨の裁決を
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した。

(8) 甲は、令和4年9月13日、本件訴訟を提起した。

2 主な争点に対する判決内容

(1) 本件被相続人の死亡に伴う本件信託の受益権の帰属（争点 1)

本件信託契約において、契約成立時における受益者は本件被相続人及びBとされており、また、受託者が本件信託の信託期間満了時点において、信

託財産及びその収益をその時点で生存している受益者のために「均等な割合で」保有するものとされていることからすれば、本件信託契約締結時にお

ける本件被相続人及びBの受益権割合はいずれも2分の 1であったと認められる（原告においても、本件信託契約締結時における本件被相続人の受益

権割合が2分の1であることについては争っていない。）。そして、本件信託契約において、受託者は、本件信託の信託期間が満了した時点で、信託財

産及びその収益を、「その時点で生存している自然人である受益者のために」保有するものとされていることからすれば、本件信託は、受益権者の死亡

があっても、受益権が相続されないことが予定されていると解され、また、本件信託契約に係る信託証書には、上記文言以外に受益権者が死亡した際

の受益権の帰属について何の規定も置かれていないことからすれば、その受益権は、別途受託者が受益権者を指定するなどの事情がない限り、生存し

ている他の受益権者に均等な割合で帰属するものと解される。

そして、本件信託において、本件被相続人の死亡前に、本件受託者が本件被相続人及びB以外の自然人又は法人を受益者として指定したような事情

はうかがわれない。そうすると、本件被相続人の死亡により、 Bが、本件信託における唯一の生存している受益者となり、本件信託の受益権のうち本

件被相続人に帰属していた分 (2分の 1)は全てBに帰属したものと認められ、このことは、旧相続税法（平成19年法律第6号による改正前の相続税

法） 4条2項1号の「委託者が受益者である信託について、受益者が変更されたこと。」に該当する。以上によれば、 Bは本件被相続人の死亡により、

本件信託の受益権のうち本件被相続人に帰属していた分 (2分の 1) を贈与により取得したものとみなされることになる。

(2) 本件債権放棄の有無（争点2)

本件債権放棄は、本件被相続人が本件会社に対して対価を受けないでした債務の免除であり、それによって本件会社の株式の評価額が増加したこと

が認められる。そうすると、本件会社の株式を保有していたBは、本件債権放棄によって、本件会社の株式の価額の増加分の経済的利益を受けたこと

が認められ、このことは、相続税法9条の「対価を支払わないで（中略）利益を受けた場合」に該当する。以上によれば、 Bは、本件債権放棄の日で

ある平成23年6月14日、本件債権放棄に伴い生じた本件会社の株式の価額の増加分を、本件被相続人からの贈与により取得したものとみなされること

となる。

(3) 本件更正処分における理由の提示に違法があるか（争点3)

イ 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課

し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名
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宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。

口 本件提示理由には、本件贈与財産の合計額が記載されているところ、本件贈与財産の合計額が分かれば、課税価格の合計額を算出することができ

るのであるから、本件提示理由により、課税庁が甲に係る相続税額を算出した過程を一応示したものといえる。また、課税庁は、相続時精算課税適

用財産の価額を課税価格の合計額に加算するに当たって、関係する他の共同相続人等から提出された申告書の記載又は同人らに対する更正処分の内

容（その基礎となる事実関係と価額は贈与を受けた当事者たる相続人には提示されるものである。）等を基に相続税額の計算をするのであるから、

その合計額の記載があれば、行政庁の恣意抑制に欠けるところはない。さらに、処分の名宛人においても、相続税の申告をする際に、他の相続人の

相続時精算課税適用財産の総額を把握しているのであるから、更正処分を受けた際にも、理由中に記載された相続時精算課税適用財産の合計額と納

税者が認識しているこれらの合計額とを比較し、その額の多寡等を中心的な考慮要素として、不服申立ての要否を判断することは可能（少なくとも、

自らは積極的に争わずに贈与を受けたと認定された他の相続人が不服申立てをするかどうかに任せるのか、自ら能動的に不服申立てを行うか、につ

いては判断可能である。）といえるから、処分の名宛人の不服申立ての便宜に欠けるということもできない。

ハ また、甲以外の相続人に係る相続時精算課税適用財産の内容は、甲との関係では第三者の個人情報であり、守秘義務を負う課税庁としてむやみに
開示することが許されるものではない一方、相続時精算課税適用財産は、贈与を受けた当事者が具体的に申告するものであって、更正処分がされた

場合にも、贈与を受けたと認定された当事者が、その基礎となる事実関係について最も関心があり、かつ、関連する資料を有しているのが通常であ

ると解される。そして、当該当事者が不服申立てをして、更正処分が変更されるようなことがあれば、その結果は、他の相続人に対しても再度の更

正処分として反映されることになる。そうすると、課税庁が相続時精算課税適用財産について更正処分する場合に、贈与を受けたと認定された当事

者には相続時精算課税の適用がある具体的な行為、適用法令、価額を説明し、それ以外の当事者には総額のみ説明することにも相応の合理性がある。

二 以上の事情を考慮すれば、甲以外の本件被相続人に対して贈与がされた本件贈与財産の存在とその価額やその適用される法規について本件提示理

由に記載がないことをもって、本件更正処分の理由の提示に不備があるということはできない。

3 参考法令等

（省略）

※ この判決について詳しく知りたい場合は、課税第一部国税訟務官室の審理・情報Gまで連絡してください。
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（小分類） 審理事務連絡会
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確定申告期に留意すべき事項等（資産課税関係）

1 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について（資料5-1号）

2 収用等の場合の各種補償金に係る課税上の取扱い（資料5-2号）

3 主な税制改正の概要（資産課税関係） （資料5-3号）

4 特例チェックシート（解説版） （資料5-4号）



三

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例

の適用について（令和 6年分確定申告用）

署審理専門官（資産）





上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用について

（令和6年分確定申告用）

1 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例（措置法37条の12の2⑤） （以下「本特例」

という。）の内容及び手続

(1) 本特例の内容

平成28年1月1日以後に上場株式等を金融商品取引業者などを通じて譲渡したことに

より生じた譲渡損失の金額のうち、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上

場株式等に係る配当所得等の金額（措置法8条の4①)の計算上控除しきれない金額に

ついては、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲

渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる。

(2) 本特例の適用を受けるための手続（措置法37の12の2⑦)

イ 譲渡損失発生年分

① 「『令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表』（上場~式等に係

る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）」（以下「確定申告書付表」という。）を含む

確定申告書（注）を提出すること。

（注） 措置法37条の12の2⑨の場合も含む。

② 上記①の確定巾告書に措置法37条の12の2⑦に規定する上場株式等に係る譲渡損

失の金額を記載した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」（以下「計算明

麟」という。）を添付すること。

ロ 譲渡損失発生年分の翌年以後の年分

1イ） 株式等の譲渡がない場合

譲渡損失発生年分の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、連続して確定申告書

彗（注）を含む確定申告書を提出すること。

（注） 措置法37条の12の2⑪に規定する記載事項を記載

(D) 株式等の譲渡がある場合

① 確定申告書付表（注）を含む確定申告書を提出すること。

（注）その年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額を記載

② 上記①の確定申告書に、計算明細書を添付すること。

≪留意点≫

繰越控除の特例の適用を受けるだめには、その後において連続して、確定申告書付表を含

む確定申告書を提出する必要がある。
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2 令和 5年分で譲渡損失が発生している場合（確定申告において、本特例の適用を受ける

ための申告が適正にされていない場合の処理について）

(1) 令和 5年分の確定申告書が期限内に提出されていない場合 濤例 1参照I

令和5年分の期限後申告書（又は措置法37条の12の2⑨の申告書。同条⑪に規定する

事項を記載した確定巾告書の付表を含むものに限る。以下同じ）に必要書類（計算明細

書）を添付して提出することにより、令和 5年中に生じた当該譲渡損失（注）の金額を「純

損失等の金額」として申告することができる（令和 6年分以後に繰り越すことができる。）。

（注） 当該譲渡損失の金額が生じた口座が源泉徴収選択口座であっても、期限後申告書を提

出することにより繰り越すことができる。

(2) 令和 5年分の確定申告書が期限内に提出されている場合

イ 株式等の申告がない場合 1事例 2参照l

令和6年分所得税の確定申告害の提出のときまでに、令和5年分の更正の請求（措通

37の12の2-5) をすることにより（注）、申告漏れとなっていた当該譲渡損失の金額

（措置法37条の12の2⑥に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額。以下同じ。）を

「純損失等の金額」として申告があったものと取り扱うことができる（令和6年分以

後に繰り越すことができる。）。

（注） 更正の請求については、当該譲渡損失の金額が明らかにされ、税務署長が認容し

た場合に限る。以下同じ。

口 株式等の申告がある場合（譲渡益） I事例 3参照I
申告されている譲渡益と申告漏れとなっている譲渡損を通算（「上場株内通算」（用

語の解説参照））し、その結果、譲渡損失が生じる場合には、令和 6年分所得税の確定

申告壽の提出のときまでに、令和5年分の更正の請求（措通37の12の2-5) をするこ

とにより、当該譲渡損失の金額を「純損失等の金額」として申告があったものと取り

扱うことができる（令和6年分以後に繰り越すことができる。）。

《用語の解説》

上場株内通算・・•平成 28 年 1 月 1 巳から上場株式等（上場株式•特定公社債・公雰

株式投信等）について損益通算をすること

ハ 株式等の申告がある場合（譲渡損） i事例4参照I

令和 5年中に生じた譲渡損失について、その年の翌年以後において本特例の適用を

受けるための申告がされている場合には、令和5年分の更正の請求（措通37の12の2

-6) をすることにより、申告漏れとなっていた譲渡損失の金額についても、「純損失

等の金額」として申告があったものと取り扱うことができる（令和 6年分以後に繰り

越すことができる。）。
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3 令和 4年分で譲渡損失が発生している場合

(1) 令和 4年分の確定申告において、本特例の適用を受けるための申告が適正にされて

いる場合の処理について

イ 令和5年分の確定申告書が期限内に提出されていない場合 l事例5参照l

令和5年分の期限後申告書を提出することにより、措置法37条の12の2⑩の規定の

適用があることとなり、令和4年分の譲渡損失の金額（同条⑥に規定する上場株式等

に係る譲渡損失の金額）について、「純損失等の金額」として申告することができる（令

和6年分以後に繰り越すことができる。）。

口 令和5年分の確定申告書が期限内に提出されている場合

（イ） 株式等の申告がない場合 1事例6参照l

譲渡損失発生年分の翌年以後において、本特例の適用を受けるための申告がされ

ていないため、令和4年分の譲渡損失の金額（措置法37条の12の2⑥に規定する上

場株式等に係る譲渡損失の金額）については、措置法37条の12の2⑩の規定の適用

がなく、「純損失等の金額」があったものとして申告することはできない（令和6年

分以後に繰り越すことはできない。）。

なお、令和5年中の取引により生じた譲渡損失がある場合は、措通37の12の2-

5の定めにより同年分の所得税に係る更正の請求をすることにより、令和 5年分の

譲渡損失額について「純損失等の金額」として申告があったものと取り扱うことが

できる（令和 6年分以後に繰り越すことはできる（上記2(2)イ）が、令和4年分の

譲渡損失の金額については、令和6年分以後に繰り越すことができない）。

(D) 株式等の申告がある場合（本特例の適用を受けるための申告がない場合）

上記1イ）と同様 博例7参照l

(/¥) 株式等の申告がある場合（本特例の適用を受けるための申告がされているが、そ

の申告内容に誤りがある場合） I事例8参照
令和5年分の確定申告において、措置法37条の12の2⑦に規定する確定申告書付

表を含む確定申告書が提出されていることから、令和4年分の譲渡損失の金額につ

いては、同条⑩の規定により通則法2条①六ハ(1)の「純損失等の金額」とされる。

したがって、令和4年分又は令和5年分の譲渡損失の金額が「純損失等の金額」

に含まれていない場合には、通則法23①二に規定する「『純損失等の金額』が過少で

あるとき、又は申告書に『純損失等の金額』がなかったとき」に該当することから、

令和5年分について更正の請求（通則法23①二）をすることにより、令和4年分の

譲渡損失の金額を通則法2条①六ハ(1)に規定する金額に含めることができる（令和

6年以後に繰り越すことができる。）。
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(2) 令和 4年分の確定申告において、本特例の適用を受けるための申告が適正にされて

いない場合の処理について

イ 令和5年分の確定申告書が期限内に提出されていない場合 1事例9参照

令和6年分所得税の確定申告書の提出のときまでに、令和4年分の更正の請求（措

通37の12の2_5)書又は期限後申告書を提出した上で、令和5年分の期限後申告書

を提出することにより、令和4年中に生じた当該譲渡損失の金額を「純損失等の金額」

として申告することができる（令和 6年分以後に繰り越すことができる。）。

口 令和5年分の確定申告書が期限内に提出されている場合

（イ） 株式等の申告がない場合 1事例10参照I

譲渡損失発生年分の翌年以後において、本特例の適用を受けるための申告がされ

ていないため、令和4年分の譲渡損失の金額（措置法37の12の2⑥に規定する上場

株式等に係る譲渡損失の金額）については、措置法37条の12の2⑩の規定の適用が

なく、「純損失等の金額」として申告することはできない（令和 6年分以後に繰り越

すことはできない。）。

なお、令和5年中の取引により生じた譲渡損失がある場合は、措通37の12の2-

5の定めにより同年分の所得税に係る更正の請求をすることにより、「純損失等の金

額」として申告があったものと取り扱うことができる（令和 6年分以後に繰り越す

ことはできる（上記2(2)イ）。）。

{D) 株式等の申告がある場合（本特例の適用を受けるための申告がない場合）

上記Ii)と同様 摩例11参照

V¥) 株式等の申告がある場合（本特例の遥用を受けるための申告がされているが、そ

の申告内容に誤りがある場合）

令和5年分の確定申告において、措置法37条の12の2⑦に規定する確定申告書付

表を含む確定申告書が提出されていることから、令和4年分の確定申告書（期限後

申告）と確定申告書付表を提出したとしても、その後において連続して確定申告書

を提出したこととならないため、令和4年分の譲渡損失の金額について、令和5年

分以後に繰り越すことはできない。
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・（参考：関係通達）

1 措通37の12の2-5（更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の

金額があることとなった場合）

措置法第37条の12の2第7項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が

生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する

明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合

には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書そ

の他の財務省令で定める書類（次項において「明細書等」という。）の添付がな

く提出された確定申告書につき通則法第23条（（更正の請求））に規定する更正の請

求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとな

った場合も含まれるものとする。

2 措通37の12の2-6（更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場

合）

上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第37条の12

の2第7項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、上場株式等

に係る譲渡損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を

基として同条第5項の規定を適用する。
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【事例 1】

令和5年中において、一般口座で上場株式等の譲渡損失の金額200万円が生じて

いたが、同年分の確定申告書を提出していない。

この場合、申告していなかった当該譲渡損失の金額200万円を令和 6年分以後に

繰り越すことができるか。

また、取引口座が特定口座（簡易・源泉）であった場合はどうか。

〇 確定申告をしていなかった口座が、一般口座及び特定（源泉・簡易）口座のいずれ

の場合であっても、令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに確定申告書付表及び

計算明細書を添付した令和5年分の期限後申告書を提出することにより、令和 5年分

で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和 6年分以後に繰り越すことがで

きる。

【理由】

確定申告書には期限後申告書を含むこととされている（措置法 2①+、所法2①三

十七）。
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【事例 2】

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 不動産所得・・・150万円

• 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 5年分の確定申告内容

・ 不動産所得・・・150万円

※ 上場株式等の譲渡損失の金額200万円については、確定申告をしていない。

〇 この場合、確定申告をしていなかった上場株式等の譲渡損失の金額200万円を

令和 6年分以後に繰り越すことができるか。

また、取引口座が特定（簡易）口座であった場合はどうか。

〇 令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに令和 5年分についての更正の請求があ

り、これを税務署長が認容すれば、令和 5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額

200万円を令和6年分以後に繰り越すことができる。

【理由】

措通37の12の2-5は、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分において、

確定申告書に当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に関する明細書の添付がない場合

であっても、更正の請求において当該譲渡損失の金額が明らかにされた場合には、確

定申告書に当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に関する明細書があった場合と同様

に取り扱う旨を定めている。

したがって、令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに更正の請求があり、これ

を税務署長が認容すれば、令和5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円を

令和 6年分以後に繰り越すことができる。

〇 取引口座が特定（簡易）口座の場合であっても同様である。
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【事例 3】

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• A口座（一般口座）の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円

B口座（特定（簡易）口座）の上場株式等の譲渡損失の金額・・・300万円

令和 5年分の確定申告内容

• 株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円（A口座分）

※ A口座（一般口座）の譲渡益200万円について、「計算明細書」を添付して

確定申告をしているが、 B口座（特定（簡易）口座）で生じた上場株式等の

譲渡損失の金額300万円については確定申告をしていない。

〇 この場合、確定申告をしていなかったB口座（特定（簡易）口座）の上場株式

等の譲渡損失の金額300万円について、確定申告をしているA口座（一般口座）

の上場株式等の譲渡益200万円と上場株内通算をすることができるか。

また、上場株内通算が可能であれば、その結果、控除しきれなかった譲渡損失

の金額100万円を令和 6年分以後に繰り越すことができるか。

さらに、確定申告をしていなかったB口座が一般口座であった場合はどうか。

〇 令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに令和 5年分についての更正の請求があ

り、これを税務署長が認容すれば、

(1) 確定申告がされているA口座の譲渡益と確定申告がされていない B口座の譲渡損

との「上場株内通算（注）」を行い、

(2) 上場株内通算後の令和 5年分の上場株式等の譲渡損失の金額100万円を、「純損失

等の金額」として申告する（令和 6年分以後に繰り越す）

ことができる。

【理由】

上場株内通算については、令和 5年分として確定申告された株式等に係る譲渡所得

等の金額に誤りがあること、すなわち、通則法19①に規定する「課税標準等」に誤り

があることから、通則法23①ーの規定により、更正の請求をすることができる。

また、上場株内通算の結果、控除しきれなかった上場株式等の譲渡損失の金額100万

円については、措通37の12の2-5により、令和6年分以後に繰り越すことができる。

〇 取引口座が一般口座の場合であっても同様である。

（注）上場株内通算については本文2ページ用語の解説参照のこと

-9-



【事例 4】

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• A口座（一般口座）の上場株式等の譲渡損失の金額…200万円

• B口座（特定（簡易）口座）の上場株式等の譲渡損失の金額・・・300万円

令和 5年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円（A口座分）

※ A口座（一般口座）で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円につい

ては、「確定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して当該譲渡損失の金額

を令和6年分以後に繰り越すための確定申告をしているが、 B口座（特定（簡

易）口座）で生じた上場株式等の譲渡損失の金額300万円については確定申

告をしていない。

〇 この場合、確定申告をしていなかったB口座（特定（簡易）口座）の上場株式

等の譲渡損失の金額300万円についても、令和6年分以後に繰り越すことができ

るか。

また、確定申告をしていなかったB口座が一般口座であった場合はどうか。

〇 令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに令和 5年分についての更正の請求があ

り、これを税務署長が認容すれば、 B口座の上場株式等の譲渡損失の金額300万円を加

算した500万円を「純損失等の金額」として令和6年分以後に繰り越すことができる。

【理由】

措通37の12の2-6は、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税に

つき措置法37の12の2⑦の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、

上場株式等に係る譲渡損失の金額が過少であるための更正が行われたときは、その更

正後の金額を基として措置法37の12の2⑤の規定を適用する旨を定めている。

したがって、令和 6年分の確定申告書の提出のときまでにされた更正の請求に基づ

く更正により B口座で生じた上場株式等の譲渡損失の金額300万円を加算した500万円

を純損失等の金額として令和 6年分以後に繰り越すことができる。

〇 取引口座が一般口座の場合であっても同様である。
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【事例5】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 4年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

※ 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円については、「確

定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して令和 5年分以後に繰り越すため

の確定申告をしている。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 一般口座の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・100万円

令和 5年分の確定申告書は提出していない。

〇 この場合、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円を令和 5

年分で生じた上場株式等の譲渡所得等（譲渡益） 100万円から繰越控除をするこ

とができるか。

また、繰越控除が可能な場合、当該繰越控除をしてもなお控除しきれなかった

金額（この事例の場合は100万円）について、令和 6年分以後に繰り越すことがで

きるか。

さらに、（令和 5年分の）確定申告をしていなかった取引口座が、特定（簡易・

源泉）口座であった場合はどうか。

〇 確定申告をしていなかった口座が、一般口座及び特定（源泉・簡易）口座のいずれ

の場合であっても、令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに確定申告書付表及び

計算明細書を添付した令和 5年分の期限後申告書を提出することにより、令和 4年分

で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円のうち100万円を令和 5年分の譲渡益

100万円から繰越控除できるとともに、控除しきれない金額（この事例の場合は100万

円）を令和 6年分以後に繰り越すことができる。

【理由】

確定申告書には期限後申告書を含むこととされている（措置法2①+、所法2①三

十七）。
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【事例 6】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

• 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 4年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

※ 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円については、「確

定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して令和 5年分以後に繰り越すた

めの確定申告をしている。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 不動産所得・・・150万円

• 特定（簡易）口座の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益） ••• 100万円

令和 5年分の確定申告内容

・ 不動産所得・ • • 150万円

※ 上場株式等の譲渡所得等の金額100万円については、確定申告をしておらず、

「確定申告書付表」の提出もない。

〇 この場合、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円を令和 5

年分の上場株式等の譲渡所得等の金額（譲渡益） 100万円から繰越控除すること

ができるか。

また、繰越控除が可能な場合、当該繰越控除をしてもなお控除しきれない金額

（この事例の場合は 100万円）について、令和 6年分以後に繰り越すことができ

るか。

〇 更正の請求に基づく更正で、

(1) 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円のうち 100万円を令和

5年分の譲渡益 100万円から繰越控除すること（本特例を適用すること）はできな

しヽ。

(2) 令和 4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和 6年分以後に繰

り越すことはできない。

なお、確定申告をしていなかった令和 5年分の株式等の譲渡所得等の金額（譲渡

益） 100万円については、修正申告の勧奨又は（増額）更正を行うこととなる。

＊ 取引口座が一般口座であっても同様である。

【理由】

(1)について

本特例は、特例を受ける旨の記載のある確定申告書（措置法 37の 12の2⑪の所定

の記載事項を記載した確定申告書付表を含むものに限る。）に当該控除を受ける金額の

計算に関する明細書（計算明細書）を添付して提出することによりその適用を受ける
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ことができることとされているが、この事例では、令和 5年分において本特例の適用

を受けるための確定申告書を提出していないため。

(2)について

上場株式等の譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越すためには、確定申告書（措置法

37の12の2⑪の所定の記載事項を記載した確定申告書付表を含むものに限る。）を提

出しなければならない。

当該申告書を提出した場合に、措置法 37の 12の2⑩が適用されることになり通則

法2①六ハが読み替えられ、措置法 37の 12の2⑥に規定する上場株式等に係る譲渡

損失の金額が納税申告書の記載事項となるとともに通則法 19①に規定する課税標準等

となるから、同法の課税標準等とされる措置法 37の 12の2⑥に規定する上場株式等

に係る譲渡損失の金額が過少である場合又はその金額の記載がなかったなど不適法な

記載となった場合には、国税に関する法令の規定に従っていなかったこととなり、更

正の請求による更正又は職権による更正により、当該措置法 37の 12の2⑥に規定す

る上場株式等に係る譲渡損失の金額を是正（増額）することは可能である。

本件の場合、令和 5年分において確定申告書付表を含む確定申告書が提出されてい

ないから、この事例における「令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額」は、

この「措置法 37の 12の2⑥に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」で1順次控

除できるものには該当しない。
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【事例 7】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 4年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

※ 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円については、

「確定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して令和 5年分以後に繰り越

すための確定申告をしている。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• 特定（簡易）口座の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益） ••• 100 万円

令和 5年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・100万円

※ 令和 5年分の譲渡益 100万円については計算明細書を添付して確定申告を

しているが、令和4年分の上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和5年

分の譲渡益 100万円から繰越控除していない。

〇 この場合、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和 5

年分の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益） 100万円から繰越控除することができ

るか。

また、繰越控除が可能な場合、当該繰越控除をしてもなお控除しきれない金額

（この事例の場合は 100万円）について、令和6年分以後に繰り越すことができ

るか。

〇 更正の請求に基づく更正で、

(1) 令和 4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円のうち 100万円を令和

5年分の譲渡益 100万円から繰越控除すること（本特例を適用すること）はできな

しヽ。

(2) 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和 6年分以後に繰

り越すことはできない。

【理由】

理由については、事例 6と同様である。
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【事例 8】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

• 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 4年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

※ 令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円については、

「確定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して令和 5年分以後に繰り越

すための確定申告をしている。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• 特定（簡易）口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・100万円

令和 5年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・100万円

※ 令和 5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 100万円については、

「確定申告書付表」及び「計算明細書」を添付して令和 6年分以後に繰り越

すための確定申告をしているが、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失

の金額 200万円を令和 6年分以後に繰り越す譲渡損失の金額に加えていな

しヽ。

〇 この場合、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額200万円を令和6

年分以後に繰り越すことができるか。

〇 令和 6年分の確定申告書の提出のときまでに令和5年分についての更正の請求があ

り、これを税務署長が認容すれば、令和 4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額

200万円を令和 6年分以後に繰り越すことができる。

【理由】

措置法37の 12の2⑤の適用がある場合で、通則法23①の更正の請求ができる場合

とは、 (1)「措置法 37の 12の2⑤の規定の適用がある場合において」、 (2)「『純損失等

の金額』が過少であるとき、又は申告書に『純損失等の金額』の記載がなかったとき」

とされている。

この場合における、 (1)「措置法 37の 12の2⑤の規定の適用がある場合において」

とは、「確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生

じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合」とされており、また、 (2)「純損

失等の金額」は、措置法 37の 12の2⑥に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額

でその年以前において生じたもののうち、これらの法律の規定により翌年以後の年分

の所得の金額の計算上順次繰り越して控除することができるものとされている。

この事例では、令和4年分の確定申告において令和4年分で生じた上場株式等の譲

渡損失の金額を令和 5年分以後に繰り越すための申告がされており、かつ、令和 5年
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分の確定申告においても、令和 5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額を令和6

年分以後に繰り越すために確定申告書（付表及び計算明細書の添付あり）を提出して

いる。

したがって、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円は、措置法

37の 12の2⑥に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額でその年以前において生

じたもののうち、これらの法律の規定により翌年以後の各年の所得の金額の計算上順

次繰り越して控除できるものに該当することとなり、令和 5年分の確定申告書上、「純

損失等の金額」に含まれることとなることから、通則法 23①二の規定に基づき令和 5

年分の更正の請求をすることにより、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金

額200万円を加算した 300万円を令和6年分以後に繰り越すことができる。
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【事例 9】

令和4年中の所得等（株式の取引内容等）

• A口座（一般口座）の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円

• B口座（特定（簡易）口座）の上場株式等の譲渡損失の金額・・・300万円

令和 4年分の確定申告内容

• 株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円（A口座分）

※ A口座（一般口座）の譲渡益 200万円について、「計算明細書」を添付して

確定申告をしているが、 B口座（特定（簡易）口座）で生じた上場株式等の

譲渡損失の金額 300万円については確定申告をしていない。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• 取引なし

令和 5年分の確定申告書は提出していない。

〇 この場合、確定申告をしていなかった令和4年分のB口座（特定（簡易）口座）

の上場株式等の譲渡損失の金額300万円について、令和6年分以後に繰り越すこ

とができるか。

〇 確定申告をしていなかった令和 4年分で生じた B口座の上場株式等の譲渡損失の金

額について、更正の請求を行った上で、令和 5年分の期限後申告書（確定申告書付表

を含む）を提出することにより、令和 6年分以後に繰り越すことができる。

【理由】

令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額については、措通 37の12の2-

5に基づく更正の請求をすることにより、令和 5年分以後に繰り越すことができ、更

に、令和 5年分の期限後申告書（確定申告書付表を含む）を提出することにより、令

和4年分の上場株式等の譲渡損失の金額について、令和6年分以後に繰り越すことが

できる。

／’ 
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【事例 10】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

• A口座（一般口座）の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益） •••200 万円

• B口座（特定（簡易）口座）の上場株式等の譲渡損失の金額・・・300万円

令和 4年分の確定申告内容

• 株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円（A口座分）

※ A口座（一般口座）の譲渡益200万円について、「計算明細書」を添付して

確定申告をしているが、 B口座（特定（簡易）口座）で生じた上場株式等の・

譲渡損失の金額300万円については確定申告をしていない。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

・ 不動産所得・・・150万円

• 一般口座の上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 5年分の確定申告内容

・ 不動産所得・・・150万円

※ 上場株式等の譲渡損失の金額 200万円については、確定申告をしておら

ず、「確定申告書付表」の提出もない。

〇 この場合、確定申告をしていなかった令和4年分のB口座（特定（簡易）口座）

の上場株式等の譲渡損失の金額300万円についてどう取り扱うか、また、令和6

年分以後に繰り越すことができるか。

〇 令和 4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額については、令和4年分の更正の

請求があり、これを税務署長が認容すれば、 A口座の譲渡益 200万円と B口座の譲渡

損 300万円を上場株内通算（注）することができるが、上場株内通算後の譲渡損失の

金額100万円は翌年以後に繰り越すことはできない。

なお、令和 5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額については、令和 6年分の

確定申告書の提出のときまでに令和 5年分の更正の請求があり、これを税務署長が認

容すれば、上場株式等の譲渡損失の金額 200万円を令和 6年分以後に繰り越すことが

できる。

【理由】

上場株内通算については、令和4年分として申告された株式等に係る譲渡所得等の

金額に誤りがあること、すなわち、通則法 19①に規定する「課税標準等」に誤りがあ

ることから、通則法 23①ーの規定により、更正の請求をすることができる。

なお、令和4年分の上場株内通算後の譲渡損失の金額 100万円については、令和 5

年分において本特例の適用を受けるための確定申告書を提出していないことから、翌

年以後に繰り越すことはできない。

（注）上場株内通算については本文2ページ用語の解説参照のこと
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【事例 11】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

• A口座（一般口座）の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円

• B 口座（特定（簡易）口座）の上場株式等の譲渡損失の金額 •••500 万円

令和4年分の確定申告内容

• 株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・200万円（A口座分）

※ A口座（一般口座）の譲渡益 200万円について、「計算明細書」を添付し

て確定申告をしているが、 B口座（特定（簡易）口座）で生じた上場株式等

の譲渡損失の金額 500万円については確定申告をしていない。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• 特定（簡易）口座の上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・100万円

令和5年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡所得等（譲渡益）・・・100万円

〇 この場合、確定申告をしていなかった令和4年分で生じたB口座（特定（簡易）

口座）の上場株式等の譲渡損失の金額 500万円について、令和4年分の更正の請

求及び令和 5年分の更正の請求により令和6年分以後に繰り越すことができる

か。

〇 更正の請求に基づく更正で、

令和 4年分で生じたB口座の上場株式等の譲渡損失の金額 500万円については、令

和4年分に係る更正の請求により令和 4年分のA口座の譲渡益 200万円と上場株内通

算（注）をすることができる。

一方、令和 5年分の確定申告において、繰越控除の特例の適用を受けるための申告

をしていないことから、令和 4年分で生じた上場株内通算後の譲渡損失の金額 300万

円は令和5年分以後に繰り越すことができない。

【理由】

理由については、事例 10と同様である。

（注）上場株内通算については本文2ページ用語の解説参照のこと
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【事例 12】

令和 4年中の所得等（株式の取引内容等）

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・200万円

令和 4年分の確定申告内容

確定申告をしていない。

令和 5年中の所得等（株式の取引内容等）

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・100万円

令和 5年分の確定申告内容

• 上場株式等の譲渡損失の金額・・・100万円

． 令和6年分以後に繰り越す上場株式等の譲渡損失の金額・・・100万円
※ 令和 5年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 100万円については、令

和6年分以後に繰り越すための確定申告をしている。

〇 この場合、令和4年分で生じた上場株式等の譲渡損失の金額 200万円につい

て、令和 6年分以後に繰り越すことができるか。

〇 令和 4年分の上場株式等の譲渡損失の金顔について、令和 5年分以後に繰り越すこ

とはできない。

【理由】

令和5年分の確定申告において、令和6年以後に繰り越す上場株式等の譲渡損失の
金額を記載した確定申告書付表を含む確定申告書に令和 5年分の上場株式等に係る譲

渡所得の計算明細書を添付して提出しているが、令和4年分の確定申告書を提出して

いない。

この場合、令和4年分の期限後申告書 （確定申告書付表）を提出したとしても、そ

の後において連続して確定申告書を提出したこととならないため、令和4年分の譲渡

損失の金額について、令和 5年分以後に繰り越すことができない。
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［第1 「収用等の場合の課税の特例」の制度の概要）

資産が、土地収用法等により公共事業等のために収用されたり買い取られ補償金を取得した場合には、

その対価や補償金については、各種の特例制度が設けられている。このうち、措置法第 33条（第33条

の2第2項において準用される場合を含む。以下同じ。）は、その対価及び補償金の全部又は一部の金額

で一定の期間内に代替資産を取得したときは、その譲渡所得について譲渡がなかったものとされ課税の

繰延べの特例を適用することができる。そして、措置法第33条の4は、収用等により資産を譲渡した場

合、その譲渡が事業施行者から最初に買取りがあった日から 6か月以内に行われている場合など一定の

要件を満たす場合は、その資産の譲渡所得から 5,000万円が控除される。これらの特例は、いずれか一

方の選択となる。

※ 収用等 ・・・ 個人の有する資産が買い取られ、換地処分や権利変換により、買収され、買い入

れられ又は消滅すること

補償金等・・・ 補償金、対価又は清算金のこと

《ワンポイント》

〇 資産の引渡し時期が買取り申出の日から 6か月を経過した後であっても、買取りの申出が

あった日から 6か月を経過する日までに譲渡契約を締結しているときは、収用交換等の場合

の5,000万円の特別控除の適用を受けることができる。

〇 同一収用事業で 2年にわたって上地を買収された場合、当初年分は措置法 33条の 4(5, 000 

万円控除）を適用し、翌年分は措置法33条（収用代替）を適用することができる。（当初年分

に措置法33条を適用した場合、翌年分は措置法33条の 4の適用はできない。）

（第2 「収用等の場合の課税の特例」の対象となる資産の範囲

1 措置法第 33条及び第 33条の 4の規定は、譲渡所得又は山林所得となるものについてのみ適用さ

れ、事業所得又は雑所得となるものについては適用されない。ただし、措置法第 33条の 2第 1項及

び第33条の 3の規定は、事業所得又は雑所得となるものについても適用される。

2 特例の対象となる資産の範囲については、次のように、それぞれの規定において具体的に規定され

ている。

〇 措置法第33条の規定の対象となる資産

条 項 事業内容等（主なもの） 特例の適用対象譲渡資産

1号 上地収用法、事業認定を受け河川法、 資産

都市計画法等の規定に基づき収用

2号 買取申出を拒んだ場合は上地収用法 資産

等により収用される状況で買取（事業

認定を受けない場合でも特例適用が

ある事業（特掲事業））

1項 3号 士地区画整理事業、住宅街区整備事 土地又は土地の上に存する権利（士地等）

業、上地区画整理法、士地改良法の清 ＊清算金については措置法 33の3①

算金による換地処分

3号の2 第一種市街地再開発事業に係る権利 資産

変換

3号の3 防災街区整備事業の施行に伴う権利 資産

変換

ー



3号の4 都市計画法第 52条の 4又は 56条の 土地又は土地の上に存する権利（土地等）

規定に基づき買取

土地区画整理事業で減価補償金を交 事業の施行区域内の土地等

3号の 5 付する場合に公共施設の用地のため

の買取

3号の 6
被災市街地復興上地区画整理事業で 事業の施行区域内の土地等

公共施設の整備改善に関する事業

3号の 7 第二種市街地再開発事業 事業の施行区域内の土地等

4号
居住用住宅が50戸以上の一団地の住 土地又は土地の上に存する権利（土地等）

宅経営に係る事業

1項 5号
1号2号で買取された場合に、当該資 資産

産が有する所有権以外の権利の消滅

6号
都市再開発法による権利変換により 資産に関して有する権利

権利が消滅し、補償金を取得 ＊清算金については措置法 33の3③

密集市街地における防災街区の整備 資産に関して有する権利

6号の2 の促進に関する法律の規定により権

利が消滅

公有水面埋立法の規定に基づく事業 漁業権、入漁権その他水の利用に関する

7号 の施行に伴い、権利が消滅し、補償金 権利、鉱業権

又は対価を取得

8号
建築基準法又は漁業法の処分に伴う 資産

買取り、消滅

1号
土地等が土地収用法等の規定に基づ 資産

いて使用された不動産等の貸付

土地等が1項 l号から 3号の 3まで、 その土地の上に存する資産又はその土地

3項 l号、 33条の 2第 1項 2号若し の上にある建物に係る配偶者居住権

2号 くは33条の 3第1項に該当すること

となったことに伴い、収用、取壊し、

除去しなければならなくなった場合

4項
土地等が被災市街地復興土地区画整 土地区画整理事業によって換地処分され

理事業により換地処分され、その上に た士地等の上にある資産又は建物に係る
3号

ある資産が土地区画整理法により除 配偶者居住権の損失に対する補償金

却

配偶者居住権の設定されている建物 配偶者居住権に基づき使用する権利の価

の敷地が 1項 1号、 2号、 3号の2、3 値が減少又は消滅した場合の権利の対価

4号 号の 3、5号に該当又は配偶者居住権 及び補償金

が設定された建物が 1項 l号、 2号、

5号に該当
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《ワンポイント》

〇 賃惜している農地が買収され、農地法の許可を受けていない事実上の耕作権の放棄（譲渡）

の対価として地主から賃借人が対価を受け取った場合、その対価は土地の上に存する権利の

対価として取り扱うことができ、分離課税の譲渡所得として申告はできるものの、収用の対象

とされていないため、特例の適用はない。

0 補償金等が配偶者居住権又は配偶者敷地権利用権の消滅に伴う対価である場合の措法 33

（収用代替の特例）を適用するときの代替資産は、次のとおり（措令 22④)。

配偶者居住権・・・・配偶者の居住用の建物又は賃借権

配偶者敷地利用権・・配偶者の居住用建物の土地又はその土地の上に存する権利

［第3 譲渡資産の種類に応じた所得区分］

収用交換等に係る資産の譲渡による所得は、原則として、譲渡所得とされるが、次に掲げる資産の

譲渡による所得は、それぞれ次に掲げる所得となる（所法 27、32、33、35、所令 81、138、139)。

＼ 譲渡資産の種類 所得区分

① 棚卸資産 事業所得

② 
不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る①の棚卸資産

事業所得又は雑所得
に準ずる資産

③ 
使用可能期間が 1年未満又は取得価額が 10万円未満である減価償却

事業所得又は雑所得
資産（業務の性質上基本的に重要なものを除く。）

取得価額が 20万円未満である減価償却資産（国外リース資産及び上

④ 記③に該当するものを除く。）で、「一括償却資産の必要経費算入」の 事業所得又は雑所得

規定の適用を受けたもの（業務の性質上基本的に重要なものを除く。）

⑤ 
上記③及び④の減価償却資産のうち業務の性質上碁本的に重要なも

譲渡所得
の（少額重要資産）

⑥ 措置法第 28条の 2の適用を受ける取得価額が30万円未満のもの 譲渡所得

⑦ 保有期間が 5年以下の山林 事業所得又は雑所得

⑧ 保有期間が 5年を超える山林 山林所得

^ ¥.Î  

しても事業所得となるよ。
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（第4 対価補償金とその他の補償金との区分（措通33-8)

収用等に伴い交付を受ける補償金のなかには、種々の名目を有するものがあるが、これらの補償金の

うち特例の適用対象となる補償金は、次の 1の対価補償金に限られ、 2ないし 5の補償金については、

原則として特例の適用対象とはならない。

¥I 種類 内容

名義のいかんを問わず、収用等に

よる譲渡（第33条第3項の規定によ

1 I対価補償金 り収用等による譲渡とみなされるも

のを含む。）の目的となった資産の収

用等の対価たる金額をいう。

具体例

① 資産の収用等に伴い、通常営業の継続が

不能となると認められる場合において支

事業（事業と称するに至らない不
払われる転業に通常必要と認められる期

動産又は船舶の貸付けその他これに
間の所得相当額の補償金

類する行為で相当の対価を得て継続
② 資産の収用等に伴い、一時営業を休止す

2 I収益補償金 I的に行うものを含む。）について減少
る必要が生じた場合において支払われる

することとなる収益又は生ずること
休業期間中の減少する営業所得の補償金

となる損失の補てんに充てるものと
③ 資産の収用等に伴い、従前の営業規模の

して交付を受ける補償金をいう。
縮小、得意先喪失等により減少する営業所

得の補償金

休廃業等により生ずる事実上の費

用の補てん又は収用等による譲渡の

3 I経費補償金 I
目的となった資産以外の資産（棚卸

資産等を除く。）について実現した損

④ 休廃業に伴い生産又は加工の過程にあ

る仕掛品等について生ずる損失の補償金

① 休業期間中の営業用資産に対する公租

公課等の固定経費の補償金

② 休業期間中において支払うことを要す

る従業員の休業手当額の補償金

失の補てんに充てるものとして交付 I③ 廃業又は営業規模縮小等に伴って解扉
を受ける補償金をいう。 する従業員に対する離職者補償金

① 建物、構築物等の引き家に要する経費の

補償金

② 機械装置その他の動産の移転に要する

荷造り、運搬等に要する経費の補償金

③ 移転期間中における仮営業所の設置又

は借入れに要する経費の補償金

① 使用した土地、建物の原状回復費用に充

てる補償金

② 見舞金、精神的慰謝料など

③ 少数残存者補償金（収用等に伴い、生活

共同体から分離されることにより生ずる

受忍の範囲を超えるような著しい損失に

対する補償金）

資産（棚卸資産等を含む。）の移転

41移転補償金 Iに要する費用の補てんに充てるもの
として交付を受ける補償金をいう。

その他対価

5 I補償金たる Iその他対価補償金たる実質を有し
実質を有し ない補償金をいう。

ない補償金
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（第5 補償金の課税上の取扱い

措通 33-9（補償金の課税上の取扱い）は、資産の収用等に伴い交付を受ける各種の補償金を課税

上の見地から分類し、その課税関係を一覧表に示している。

なお、移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用として支出したときは、所得税法

第 44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定によりその支出した金額

は総収入金額に算入しないこととされているので、この取扱いの（注）書では、その補償金の支出の

態様により、その交付の目的に従って支出した場合に該当するかどうかを明らかにしている。

（補償金の課税上の取扱い）

措通33-9 対価補償金等の課税上の取扱いは、次のとおりとなるのであるから留意する。

補償金の種類

① 対価補償金

課税上の取扱い

譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税

の特例の適用がある。

② 収益補償金

当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の

金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入

する。ただし、 33-11により、収益補償金として交付を受ける補償
金を対価補償金として取り扱うことができる場合があるc

③ 経費補償金

（イ） 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものと

して交付を受ける補償金は、当該補償金の交付の基因となった事

業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得

の金額の計算上、総収入金額に算入する。

（口） 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産（棚卸資産等

を除く。）について実現した損失の補てんに充てるものとして交

付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算

上、総収入金額に算入する。

ただし、 33-13により、経費補償金として交付を受ける補償
金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。

④ 移転補償金

補償金をその交付の目的に従って支出した場合には、当該支出した

額については、所得税法第 44条（（移転等の支出に充てるための交付
金の総収入金額不算入））の規定が適用される。

ただし、 33-14又は 33-15により、引き家補償の名義で交付を受
ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取

り扱うことができる場合がある。また、 33-30により、借家人補償金
は、対価補償金とみなして取り扱う。

⑤ その他対価補償金 その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

::質を有しない補1：：言`悶：悶竺9条第1項（（非課税所得））の規定に該当するもの

（注） 移転補償金をその交付の目的に従って支出したかどうかの判定は、次による。
(1) 当該移転補償金をその交付の基因となった資産の移転若しくは移築又は除去若しくは取壊しのた
めの支出に充てた場合 交付の目的に従って支出した場合に該当することになる。
(2) 当該移転補償金を資産の取得のための支出又は資産の改良その他の資本的支出に充てた場合、その
交付の目的に従って支出した場合に該当しない。
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（第6 移転補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合の留意事項

特例の適用対象となる補償金は、資産の収用等の対価の性質を有するもの（対価補償金）に限られ、

収用等に際して交付を受ける移転料などの移転補償金には、この特例は適用されない。（措置法33条④）

したがって、土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある建物等を引き家又は移築するために交付

を受ける移転補償金は、原則として一時所得の収入金額となる。（所法44条）しかし、補償の方法によ

り課税上の差異が生じることのないよう、以下のような取扱いができるとしている。

1 引き家補償等の名義で交付を受ける補償金（措通33-14) 

土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある建物等を引き家又は移築に要する費用の補償とし

て交付を受ける補償金であっても、その建物等を取り壊したときは、当該補償金（当該建物等の一

部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物

等の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。）は対価補償金に当たるも

のとして取り扱うことができる。

（注） 1 移転補償金の交付の基因となった建物を取り壊した場合でも、納税者の選択により、その移転

補償金の金額から取壊し費用の額を控除した残額を一時所得として申告することができる。

2 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金を対価補償金とすることができる。

3 建物の一部を取り壊し、残存部分の建物の切取り面を補修した場合は、以下のとおり。

① 建物の取壊し部分に係る金額についてのみ対価補償金として取り扱うことができ、この場合、

その区分は原則として当該建物の全体の床面積に占める各部分の床面積の割合により配分する。

② 残存部分に係る金額は、一時所得の計算上総収入金額に算入するが、残存部分の切取り面の

補修に充てた金額については総収入金額に算入しない。

《ワンポイント》

〇 措通 33-14は、建物等の引き家又は移築に要する費用としての補償金であっても、実

際にその建物等を取り壊したときには、当該補償金は対価補償金に当たるとして特例の適

用を受ける途を開いたものであるが、公共事業のために資産が買い取られたとしても、そ

の補償金等の全てについて特例の適用があるとは限らない。例えば、事業施行地外の上に

ある建物等を取り壊した場合の移転補償金は、分離譲渡所得の収入金額に含めることはで

きるが、特例の適用はない。

〇 建物移転補償金の交付を受けてその建物を取り壊した場合でも、特例の適用がない場合

＼ 補償金の種類 特例の適用がない理由

① 
河川法 76条の規定に基づき支払われる河川

当該建物の敷地が収用又は使用の対象

区域内にある建物の移転補償金
とされないため（措法 33③二に規定す

る場合に該当しない）。

減価補償金を交付すべきこととなる土地区
措法 33①二の五の規定は上地等の買取

② 画整理事業のための士地の買取りに伴う建
りに限られている。

物の取壊し補償金
また、同法 33③二には同条①三の五は

含まれていない。

（注）措置法 33条 l項 3号に規定する土地区画整理事業が施行され、士地の上に存する建物の

取壊し又は除去が必要となった場合の補償金については、同条4項2号には 1項3号の規定

に該当することとなった場合が含まれていることから、特例の適用がある。

〇 建物の移転補償金の交付を受けその建物を取り壊した場合において、①当該補償金を対

価補償金とする場合には、取壊し費用は譲渡費用となり、②当該補償金を一時所得の対象

とする場合は、取壊し費用を控除した金額を一時所得の総収入金額に算入する。
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2 移設困難な機械装置の補償金（措通33-15) 

製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽のように、その物自体を移設することが著しく困難であ

ると認められる資産について交付を受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱う。

また、これに該当しない場合であっても、機械装置の移設のための補償金の額が当該機械装置の

新設のための補償金の額を超えること等の事情により、移設経費の補償に代えて当該機械装置の新

設費の補償を受けた場合には、その事情が起業者の算定基礎等に照らして実質的に対価補償金の交

付に代えてされたものであることが明確であるとともに、現にその補償の日的に適合した資産を取

得し、かつ、旧資産の全部又は大部分を廃棄又はスクラップ化しているものであるときに限り、当

該補償金は対価補償金に該当するものとして取り扱うことができる。

3 取壊し又は除去をしなければならない資産等の損失に対する補償金（措通33-28) 

措置法第 33条第 3項第 2号に規定する補償金とは、取壊し又は除去をしなければならないこと

となった「資産自体について生ずる損失に対する補償金」で措置法令第 22条第 20項第2号に掲げ

るものに限られる。

したがって、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失などに対する補償金は、特例の対象

とはならず、収益補償金として事業所得等となる。

4 取壊し等による損失補償金の取扱い（措通33-28の2)

土地等が措置法第 33条の 2第 1項第 1号の交換処分に該当することとなったことに伴い、当該

士地等の上に存する資産が収用又は取壊し若しくは除去しなければならなくなった場合に取得す

る当該資産の対価又は損失に対する補償金については、同法第 33条第 3項第 2号の規定に準じ、

同項の規定の適用があるものとして取り扱うことができる。

＾ 一二［王ご：：言|ニ
ヽ【記載例］公共事業用資産の買取り等の証明書

公共事業用資産の買取り等の証明書

＂百 区日ら

↓くは弓存宅
00市xx町1-2-3

者

氏名又は 1法人

名 f'l:iR 国税太郎

-•二 必 ． コ J;i・ I J:四:, . . 心 9 ことl 喧口しぷ—: :̀」七口 比．．，． ；，9 ，-Li, -

厄—--:-`;.643 円 l
- -—•~ → --

—-~lI 
事遍場の所存窟•~TOO市―xx遷TT二百＝ョj----

亭塁 湯 rt名祢 100県00土木事務所長 土木二郎 印

iと収！―il鑢の5. (、00万円控蘇の特伊収遍用を受ける犠合には、この証明書を緯定申告書嶋に添付してくださいc
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（第7 収益補償金、経費補償金等を対価補償金として取り扱うことができる場合の留意事項

1 収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合（措通33-11) 

建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、当該建物の対価補償

金として交付を受けた金額（建物の譲渡に要した費用の額を控除する前の額とし、特別措置等の名

義で交付を受けた補債金で措通 33-19により対価補償金として判定すべき金額があるときは、当

該金額を含む額とする。）が当該収用等をされた建物の再取得価額に満たないときは、当該収益補

償金の名義で交付を受けた補償金のうち当該満たない金額に相当する金額を当該建物の対価補償

金として計算することができる。この場合における当該建物の再取得価額は、次による。

契約の態様 再取得価額の計算

起業者が買取り対価の算定基礎とした当該建物の再取得価額によるも

建物の買取り契約の場合 のとし、その額が明らかでないときは、適正に算定した再取得価額によ

る。

イ 起業者が補償金の算定基礎とした当該建物の再取得価額が明らかで

あるときは、その再取得価額による。

ロ イ以外のときは、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額（建

建物の取壊し契約の場合 物の譲渡に要した費用の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義

で交付を受けた補償金の額を含めない額とする。）に当該建物の構造が

木造又は木骨モルタル造りであるときは 65分の 100を、その他の構

造のものであるときは95分の 100を、それぞれ乗じた金額による。

《ワンポイント》

〇 この取扱いをする場合は、「各部門連絡せん（令和 年分収益補償金などの各部門事務連絡用

（実施要領第 12章12-006))」を作成する。

【設例】

土地の対価補償金3,250万円

建物の移転補償金455万円 （注）木骨モルタル造

工作物移転補償金 150万円

営業補償金280万円

※ 建物は取り壊しており建物の再取得価額は不明

【計算例】

455万円（建物の移転補償金） X 100/65 = 700万円
700万円 ー 455万円 ＝ 245万円…建物の再取得価額に満たない額（エ作物は含めない。）

245万円く 280万円（営業補償金）

営業補償金280万円のうち 245万円を対価補償金に振り替えることができる。

ただし、満たない金額のうち一部だけを対価補償金に振り替えて他の部分は収益補償金と

することはできない。

譲渡所得収入金額 3, 250万円十700万円＋150万円＝4,100万円

事業所得収入金額 280万円ー245万円＝35万円
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2 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金（措通33-I 3) 

収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、当該

機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金

は、対価補償金として取り扱う。

この場合、当該機械装置等の帳簿価額（譲渡所得の計算上控除する取得費をいう。）のうち当該対

価補償金に対応する部分の金額は、次の算式により計算した金額による。ただし、当該機械装置等

の帳簿価額のうち、その処分価額又は処分見込価額を超える部分の金額を当該対価補償金に対応す

る部分の帳簿価額として申告することもできる。

当該機械装置

等の帳簿価額
x 当該対価補償金の

額

（注）機械装置等には、漁船、魚網なども含まれる。

当該対価補償金の額

＋ 当該機械装置等の処分価額又は処分見込価額

3 残地補償金及び残地保全経費の補償金（措通33-16) （措通33-18)

土地収用法第74条《残地補償》の規定により残地の損失について補償金の交付を受けたときは、

当該補償金を当該収用等があった日の属する年分の当該収用等された土地等の対価補償金とみな

して取り扱うことができる。

（注） 1 残地補償金についてこの取扱いの適用を受けず対価補償金としない場合は、経費補償金となり、

譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるが、特例は適用されない。

2 残地保全経費については、対価補償金に該当せず、特例の適用はないものの、残地等の従来の機

能を保全するための工事費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、各種所得の金額の計算上、

総収入金額には算入しない。

4 特別措置等の名義で交付を受ける補償金（措通33-19) 

特別措置等名義の補償金については、その者が交付を受ける他の補償金等の内容及びその算定の

内訳、同一事業につき起業者が他の収用等により資産を譲渡した者に対してした補償の内容等を勘

案して、それぞれ対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他の補償金のいずれ

に属するかを判定する。

この場合、補償金の交付を受けた者がその補償金の内訳を了知していない場合は、事業施行者か

ら算定根基を聞いて判定をすることになるが、現実問題として困難な問題が生じる。

そこで、その判定が困難な場合は、課税上弊害がない限り、事業施行者の証明するところにより、

補償金を区分して課税することができる。

5 減価補償金（措通33-20) 

土地区画整理法第 109条《減価補償金》に規定する減価補償金は、措置法第33条第 1項第3号及

び第33条の 3第 1項に規定する「清算金」に含まれることとされている。

6 権利変換による補償金の範囲（措通33-21) 

措置法第33条第 1項第3号の 2又は第3号の3に規定する補償金には、都市再開発法第91条第

1項《補償金等》又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第 226条第 1項《補

償金等》の規定により補償として支払われる利息相当額は含まれるが、上記規定により支払われる

過怠金の額及び都市再開発法第 118条の 15第 1項《譲受け希望の申出の撤回に伴う補償の支払等》

の規定により支払われる利息相当額は含まれない。

， 



（注） この措置法第33条第 1項第3号の 2に規定する補償金に含まれない過怠金等は、雑所得の総収入

金額に算入する。

7 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合（措通33-26) 

士地等が土地収用法等の規定に基づいて使用されたことに伴い、当該土地等の上にある資産につ

いて、収用又は取壊し若しくは除去しなければならなくなった場合に交付を受ける当該資産の対価

又は損失に対する補償金は、当該土地等を使用させることが譲渡所得の基因となる不動産の貸付け

に該当しない場合であっても、対価補償金とみなして特例の適用することができる。

《ワンポイント》

〇 土地等の使用の対価については、その貸付けが譲渡所得の基因となる不動産の貸付けに該

当しないと特例の適用がないが、その土地上の資産の取壊し等の補償金については、その土地

の貸付けが譲渡所得の碁因となる不動産の貸付けに該当しない場合であっても特例の適用が

ある。

8 発生資材等の売却代金（措通33-29) 

士地等の収用に伴い、当該士地等の上にある建物、構築物、立竹木等を取懐し又は除去しなけれ

ばならなくなった場合において生じた発生資材又は伐採立竹木の売却代金の額については、特例の

適用はない。

（注）立竹木に係る必要経費（又は取得費及び譲渡費用）は、まず立竹木の売却代金から控除し、控除不

足がある場合のみ、その控除不足額を立竹木に係る補償金から控除する。（措通33-29の2)

9 借家人補償金（措通33-30) 

借家人が、建物が収用されたことに伴い、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てるものとし

て交付を受ける補償金（従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける

補償金を含む。）については、措置法第33条第3項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。

（注） 1 借家人補償金に相当する金額をもって転居先の建物の賃借に要する権利金に充てたときは、 当

該権利金に充てた金額は、代替資産の取得に充てた金額とみなして取り扱うことができる。

2 借家人補償金以外のものについては、特例の適用はない。

10 借家権の範囲（措通33-31)

市街地再開発事業、防災街区整備事業の施行に伴う権利変換による借家権には、配偶者居住権が

含まれている。配偶者居住権の目的となっている建物の敷地に供される士地等をその配偶者居住権

に基づき使用する権利に対する補償金についても対価補償金とみなして取り扱う。

（注） 措通33の3-1において換地処分による取得の場合にも同様の規定がある。
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《ワンポイント》

〇 配偶者居住権の消滅に伴う補償金は、総合譲渡所得として課税され、土地の収用等に伴っ

て、その土地の上にある資産（建物）を取壊し又は除去した場合は、配偶者居住権や配偶者敷

地利用権についても特例の適用がある。（措法33④二等）

配偶者居住権に基づいて土

地を使用する権利を「配偶者

敷地利用権」ということがあ

ります。この配偶者敷地利用

住宅應

［第8 移転雑費補償金の取扱いについて ］ 

1 移転雑費の損失補償基準

土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物等を移転する場合又は従来の利用目的に供するために

必要と認められる代替の土地等（以下「代替地等」という。）を取得し、若しくは使用する場合にお

いて、移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続に要する費用、転居通知費、移転旅費

その他の雑費を必要とするときは、通常これらに要する費用を「移転雑費Jとして補償するものとす

るとされている。

移転雑費の具体的な補償内容は次のとおりである。

ド 項 目 補償内容

① 自己選定の場合（自ら移転先を選定する場合）は、交通費及び

日当の額に選定に要する日数を乗じて得た額

② 業者選定の場合（取引業者に依頼して選定することが適当であ

移転先又は代替地等の
ると認められる場合）は、①の額に宅地建物取引業者の報酬額に

(1) 相当する額を加えた額
選定に要する費用

③ 借家人が依頼する場合は、従前の賃貸建物に照応する建物の賃

借に必要な媒介報酬相当額

④ 仮住居を必要とする者については、仮住居等の面積に相応する

借家の貸借に必要な媒介報酬相当額

① 建築物確認申請手数料、建築物確認申請手続業務報酬額、建築

物の設計、工事監理等業務報酬額

② 建物の滅失登記、表示変更の登記、表示の登記及び保存登記に

要する費用（登録免許税を含む）

③ 事業の用に供するため取得する土地等（移転先又は代替地等を

(2) 
法令上の手続に要する 取得するために処分する必要がある残地に係る土地等が存する

費用 場合は、当該土地等を含むものとする。）について権原の登記がな

されている場合は、当該権原が所有権のときは移転の登記に、そ

の他の権利のときは抹消及び設定の登記に要する費用（登録免許

税を含む。）

④ 建物等の移転又は代替地等の取得若しくは使用に伴い必要と

なる住民登録、印鑑証明、転出・転入証明等の官公署等に対する
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法令上の手続に要する費用

⑤ 上記①から④までの手続のために必要な交通費及び日当

次のうち必要とされる費用の合計額とする。

① 書状による転居通知のための費用

② 当該地域の慣習による引越あいさつのための物品の購入費用

③ 建物等の所有者及び借家人並びに所有者、借地人又は耕作権者

転居通知費、移転旅費そ
が負担することとなる建物の移転又は代替地等の確保（従前と同

(3) 種の権原に限る。）のための契約に要する費用（印紙税を含む。）
の他の雑費

④ 移転に伴い転校を余儀なくされる場合の新規教材購入費等の

費用

⑤ 当該地域の実情に応じて必要とされる地鎮祭、上棟式、建築祝

のための費用

⑥ 世帯人数に応じた移転のための交通費及び日当

2 移転雑費補償金のうち総収入金額に算入する額

移転雑費補償金の課税上の補償金の区分は移転補償金とされ、所得区分は一時所得となる。措通

33 -9（補償金の課税上の取扱い）において、移転雑費をその交付の目的に従って資産の移転等の費

用として支出したときは、所得税法第 44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不

算入》の規定が適用されることとされている。したがって、当該支出した金額に相当する補償金額

ついては、一時所得の総収入金額に算人しないこととなる。

《ワンポイント》

〇 移転雑費補償金は、措置法通達 33-14にいう「引き家補償等の名義で交付を受ける補償

金」には当たらないことから、原則として対価補償金として取り扱うことはできず、特例の

適用対象とはならない。

3 建物取壊し費用の取扱いについて

移転雑費は、通常、上記1に掲げる費用等を補償するために支払われるものであるから、移転雑

費として交付を受けた補償金を建物取壊し費用に充てたとしても、その交付の目的に従って支出し

た費用ということができないため、一時所得の総収入金額から当該費用を控除した金額を一時所得

の総収入金額とすることはできない。

なお、建物の移転又移築の費用に充てるために交付を受けた建物移転補償金を建物取壊し費用に

充て、当該補償金を対価補償金として取り扱わない場合（第6の 1の（注） 1参照）には、一時所得

の総収入金額から当該費用を控除した金額を一時所得の総収入金額に算入する（所基通44-2)。

《ワンポイント》

〇 建物の移転補償金と移転雑費補償金の交付を受けてその建物を取り壊し、移転補償金を対

価補償金とした場合、その取壊し費用は移転雑費補償金から控除することはできない。
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4 具体的な計算例

移転雑費補償金がある場合の具体的な計算例を示すと次のとおりである。

【設例】

土地の対価補償金6,000万円、建物移転補償金800万円、移転雑費補償金3007i円

取得費 500万円、建物取壊し費用 300万円

代替資産の取得価額 5,300 万円、旅費交通費•あいさつ品購入費用 100 万円

【計算例】

一時所得の収入金額に算入する金額

1 建物移転補償金を対価補償金とする場合

移転雑費補償金300万円一支出額 100万円＝200万円

2 建物移転補償金を対価補償金としない場合

（建物移転補償金800万円ー建物取壊し費用 300万円） ＋ （移転雑費補償金 300万円一

支出額 100万円） ＝700万円

（第9 収益補償金等の課税延期

1 収益補償金の課税延期（措通33-32) 

収益補償金のうち措通33-11《収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱

うことができる場合》によらない部分の金額については、書面による申出により、収用等された土

地又は建物から立ち退くべき日として定められている日（その日前に立ち退いたときは、その立ち

退いた日）の属する年分の事業所得等の総収入金額に算入することができる。

（注）この取扱いは、対価補償金として取り扱われる部分については適用されない。

2 経費補償金等の課税延期（措通33-33) 

経費補償金若しくは移転補償金又は残地保全経費の補償金のうち、収用等のあった日の属する年

の翌年 1月1日から収用等のあった日以後2年（例外あり）を経過する日までにその交付の目的に

従って支出することが確実と認められる部分の金額については、収用等のあった日の属する年分の

確定申告書の提出の際、書面による申出により、同日とその交付の目的に従って支出する日とのい

ずれか早い日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入することができる。

（注）この取扱いは、対価補償金として取り扱われる部分については適用されない。

《ワンポイント》
〇 これらの取扱いにより、対価補償金の課税年分と収益補償金又は経費補償金の課税年分は

異なることとなる。

0 代替資産を取得しなかった場合の修正申告書の提出期限は、収用等のあった日以後 2年を
経過した日から 4か月以内となる。（提出書類に記載した取得予定年月日から 4か月ではな
し）。）

3 収用代替の特例の譲渡所得の計算

措置法33条の適用を受ける場合に、代替資産の取得価額と比べる対価補償金の額は、その総額で

はなく、措通33-34に示されている、その譲渡に要した費用の額を控除した額である。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（収用等をされた資産の譲渡に要した費用の範囲）

措通33-34 収用等をされた資産の譲渡に要した贄用がある場合には、措置法第 33条第 1項の規定により、当該

費用の額が当該喪用に充てるべきものとして交付を受けた金額を超えるときのその超える金額（交付を受けた

金額が明らかでないときは、当該費用の額）を、 当該譲渡をした資産に係る対価補償金の額から控除すること

となるのであるが、この場合の譲渡に要した喪用とは、例えば、次のようなものをいうのであるから留意す

る。

(1) 譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼

(2) 譲渡資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料（土地の取得価額とされる場合又は借地人が受

けるべき借地権の対価補償金を代理受領し、これを支払ったものと認められる場合の立退料を除く。）

(3) 資産が取壊し又は除去を要するものであるときにおけるその取壊し又は除去の費用（発生資材の評価額

又は処分価額に相当する金額を控除した金額とし、控除しきれない場合には、当該費用はないものとす

る。）

(4) 当該資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった次に掲げる費用

イ 建物等の移転費用

口 動産の移転費用

： ハ 仮住居の使用に要する費用

i____ _ (5し竺雙竺しかを＿！翌生雰即琵費凰ビ雙ず竺竺------------------------------------- ] 

； 二 立木の伐採又は移植に要する費用

［第 10 公共用地取得に伴う損失補償基準による各種補償金の課税上の取扱い ］

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱による各種補償金の課税上の区分（主なもの）は、次のと

おりである。

なお、「補償金の種類」欄の「（補償金の名称）」は、支払調書の摘要欄に記載する補償金の名称を示

しているが、更に詳細に記載されている場合がある（例えば、営業休止補償金、家賃減収補償金等）。

1 土地等の取得に係る補償

番号
補償の種類

課税上の区分 所得区分 摘 要
（補償金の名称）

土地（土地の附加物を
対価補償金 分離譲渡所得

① 
含む。以下同じ。）の取

得に係る補償

（収益補償金） 収益補償金 事業又は雑所得 譲渡資産が棚卸資産等の場合

士地に関する所有権以
対価補償金 分離譲渡所得

外の権利（地上権・永小

② 作権・借地権等）の消滅
に係る補償 収益補償金 事業又は雑所得 譲渡資産が棚卸資産等の場合
（収益補債金）

分離譲渡所得 譲渡資産が建物・エ作物の場合

建物等（建物・立木・

③ 
工作物・樹木等）の取

対価補償金 山林所得
譲渡資産の保有期間が 5年を超え

得に係る補償
る山林の場合

（収益補償金）
総合譲渡所得 譲渡資産が上記以外の資産の場合
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・譲渡資産の保有紺1間が 5年以下
の山林の場合

収益補償金 事業又は雑所得 ・譲渡資産が棚卸資：産等の場合

・対価補償金として計算すること

ができる場合がある（措通33-11)

土石砂れきの取得に
対価補償金 総合譲渡所得

係る補償（その取得に

④ 伴う土地の使用の補

償を含む。） 収益補償金 事業又は雑所得 譲渡資産が棚卸資産等の場合

（収益補償金）

漁業権等（漁業権・入
対価補償金 総合譲渡所得

漁権•その他漁業に関
⑤ する権利）の消滅に係

る補償 収益補償金 事業又は雑所得 譲渡資産が棚卸資産等の場合
（収益補償金）

鉱業権等（鉱業権・租
対価補償金 総合譲渡所得

鉱権・採石権．温泉を

⑥ 利用する権利等）の消

滅に係る補償 収益補償金 事業又は雑所得 譲渡資産が棚卸資産等の場合
（収益補償金）

＊ 補償の種類において、借地権と表記しているのは、損失補償基準では「賃借権」と表記されている。

2 土地等の使用に係る補償

順号
補償の種類

課税上の区分 所得区分 摘 要
（補償金の名称）

土地の使用（地表の使

用）に係る補償（地上
収益補償金 事業又は不動産所得

⑦ 権、賃借権又は地役権 借地権等の設定等により受ける補

の設定） 対価補償金 分離譲渡所得 償金が時価の 2分の 1を超える場

（土地建物等使用補償金） 合（所令 79)

空間又は地下の使用
収益補償金 事業又は不動産所得

（送電線・地下鉄又は

トンネル等の設置）に 地下又は空間について上下の範囲
⑧ 係る補償（地上権、賃 を定めた地上権、賃借権又は地役

惜権又は地役権の設 対価補償金 分離譲渡所得 権の設定等により受ける補償金が

定） 時価の4分の 1を超える場合（所

（土地建物等使用補償金）
令79)

建物等の使用に係る

⑨ 補償 収益補償金 事業又は不動産所得

（士地建物等使用補償金）

漁業権等の制限に係
収益補償金 事業又は雑所得 一時的な立入制限等の補償金

⑩ る補償
（収益補償金） 対価補償金 総合譲渡所得

漁業権等の価値減少に対する補償

金

⑪ 
鉱業権等の制限に係

収益補償金 事業又は雑所得 一時的な立入制限等の補償金
る補償
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（収益補償金）

対価補償金 総合譲渡所得
鉱業権等の価値減少に対する補償

金

⑫ 
上地等の返還に伴う

事業、不動産
補償 その他の補償金

原状回復に要する費用及び回復期

（土地等返還補償金）
又は一時所得 間中の地代の補償金

3 土地等の取得又は土地等の使用により通常生ずる損失の補償

順号
補償の種類

課税上の区分 所得区分 摘 要
（補償金の名称）

建物等の移転料（建物
曳家又は移築した場合。交付の目

移転補償金 一時所得 的に従って支出した金額は総収入
等の曳家又は移築費 金額に算入しない。（所法44)

⑬ 用等）
当該建物等を取り壊した場合は、

（建物等移転費用補償
対価補償金 分離譲渡所得 対価補償金として取り扱うことが

金）
できる。（措通33-14)

配偶者居住権を有す
移転補償金 一時所得

配偶者居住権の目的となっている

⑭ る者に対する建物の 建物の移転に伴い、減少又は消滅

移転に係る補償 する配偶者居住権の補償金
対価補償金 総合譲渡所得

動産移転料（家財道

具・商品・事務用什器・ 移転補償金 一時所得
土地に定着していな

⑮ い機械・諸材料・収穫

物等の移転に通常要 移設が困難な機械装置について交

する費用） 対価補償金 分離譲渡所得 付を受ける取壊し等の補償金（措

（動産移転費用補償金） 通33-15) 

仮住居に要する費用
移転補償金 一時所得

（仮住居期間中の賃

⑯ 借料相当額、仮住居の

賃借に要する費用） 対価補償金
（仮住居費用補償金）

総合譲渡所得 借家人補償金（措通33-30)

借家人に対する補償
移転補償金 一時所得

（賃借の継続が不能

⑰ になる場合に要する
費用） 対価補償金 総合譲渡所得 借家人補償金（措通33-30)
（借家人補償金）

移転補償金 一時所得
立木の掘起し、運搬、植付け等の補
償金

立木の移植費用（掘
対価補償金 総合譲渡所得

棚卸資産等に該当しない立木を伐

越し、運搬、植付け 採した場合

⑱ 
等の移植費用、それ 立木が棚卸資産等に該当する場合

に伴い通常生ずる損 収益補償金 事業又は雑所得 の移植に伴い通常生ずる損失の補

失の補償） 償金

（立木移転費用補償金） 立木が棚卸資産等に該当しない場
経費補償金 雑所得 合の移植に伴い通常生ずる損失の

補償金
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立木の伐採補償（伐期 山林所得 保有期間が 5年超の山林の場合

未到達立木の伐採に 対価補償金

よる損失、多量の一時 総合譲渡 庭木など山林に該当しない場合

⑲ の伐採による木材価
事業又は雑所得

・保有期間 5年以下の山林の場合

格の低下、伐採搬出費
収益補償金

．棚卸資産等である立木の場合

用の補償）
山林、事業

・多最の立木を一時に伐採するこ

（収益補償金又は経費補 経費補償金
又は雑所得

とにより伐採拠出費用が増加する
償金） 場合の当該増加額の補償金

収益補償金
・商品、仕掛品等の売却損

・転業期間中の従前の所得相当額

事業所得
事業の全部の廃止又は業種の事業

⑳⑬  営業・農業・漁業の廃 経費補償金 の廃止に伴う機械装置等（農具等、

⑳ 止の補償 漁具等を含む。）の売却損の補償金

（収益補償金又は経費補

償金） 事業の全部の廃止又は業種の事業

対価補償金 総合譲渡所得
の廃止をし、かつ、その機械装置等

を他に転用できない場合の売却損

の補償金（措通 33-13)

経費補償金 事業所得 解雇予告手当相当額等の補償金

・休業期間中の所得減の補償金

・家賃減収補償金

収益補償金
・店舗等移転による商品等の減損

の補僕金

営業・農業・漁業の休
・仮営業所での営業であるための

＠⑭ 止の補償 事業又は不動産
所得減等の補償金

⑪ （収益補償金又は経費補 所得 ・休業期間中の営業用資産の公租
償金） 公課等の固定経費、休業手当相当

経費補償金
額の補倭金

・店舗等の移転のための移転広告

費等の補供金
・仮営業所の設置費用等の補償金

・残地補佐金で措通 33-16の適用
を受ける場合

残地等に関する損失
対価補償金 分離譲渡所得 ・借地権を使用させる場合で、その

補償金が対価補償金に該当する場
の補償（残地の価格の 合

⑲ 低下、利用価値の減少

等の補償） 収益補償金 事業又は雑所得
残地等が棚卸資産等に該当する場

（収益補償金）
合

経費補償金 分離譲渡所得
措通33-16の取扱いを受けない場
合は一般譲渡となる

その他通常生ずる損

失の補償（立毛補償、 収益補償金

⑪ 
祭し料、移転雑費、配 移転補償金

補償の実体的な内容に応じて判断
偶者敷地利用権に対 対価補償金

する補償等） 非課税

（その他の補儘金）
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〔参考〕

収用等の補償金の区分と課税上の取扱い 1

対価補償 収益補償

種類 摘 要 種類 摘 要

土地の取得 土地の附加物を含む
建物等の

使 用

土地に関する 地上権、永小作権、地役権、 漁業権等
一時的な立入制限

権利の消滅 借地権等 の 制 限

建物の取得 配偶者居住権、配偶者敷地 鉱業権等
一時的な立入制限

取 壊 し 利用権の消滅を含む の 制 限

立木等の 土地に定着する物件（立木、 事 業 の 所得に対する補償（商品等の

伐採、除去 工作物等） 休 廃 業 売却損補償を含む。）

漁業権等
入漁権等を含む 家賃減収 不動産所得の減少

の消滅

鉱業権等
租鉱権等を含む 養 殖 物

移植に伴う減収、移植不可

の消滅 能な場合

温泉利用権等
上....L.- 毛

の 消 滅

借地権等 設定直前の時価の 50％を超 借地権等 設定直前の時価の 50％以下

の 設 定 えるとき の 設 定 のとき

空間、地下 送電線、高架施設、地下鉄等 空間、地下の
時価の 25％以下のとき

の使用 （時価の 25％を超のとき） 使用

漁業権等 工作物の設置で漁獲量の減

の 制 限 少等（権利の価値の減少）

鉱業権等 一部について鉱業権行使不

の 制 限 可能等（権利の価値の減少）

残 地
土地の一部を収用された残

地の価値の低下

借 家 人 転居先の家屋賃借のための

補 償 金 権利金等

移設困難な 事業の廃止等に伴い転用不

機械等除去 能で処分する売却損を含む

0この欄の補償金は、収用等の特例の対象と 〇収用等の特例の対象とならない。

なるが、収用等の対象が棚卸資産である場合

［ 
事業所得］ 

には、収益補償となる。 不動産所得

（分離・総合譲渡所得・山林所得） 雑所得
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収用等の補償金の区分と課税上の取扱い 2

移転補償 経費補償

種類 摘 要 種類 摘 要

建 物 等 配偶者居住権、配偶者敷地
店舗移転

移転に伴う広告費や通常生

移 転 料 利用権の消滅を含む ずる損失

動 産 移 転 料 公 課
休業等の場合の固定資産税

等

仮住 居 費用 仮住居の権利金、賃貸料 仮店舗設置
仮店舗の設置に関する費用

の補償

立木等の
解雇手当

従業員を解雇するため必要

移植費用 な解雇手当相当額

墳墓移転 墓碑、柵垣、生垣の移転 し 休業手当
転業準備期間中の従業員の

休業手当相当額

養 殖 物 移植に要する経費

〇収用等の特例の対象とならない。 〇収用等の特例の対象とならない。

（交付の目的に従って支出した部分の金額は

［ 
事業所得］ 

総収入金額に算入しない）（所法44)。 不動産所得

（一時所得） 雑所得

収用等の補償金の区分と課税上の取扱い 3

精神補償 その他の補償

種類 摘 要 種類 摘 要

祭し料 改葬供養、祭礼 立木等の伐採譲渡

改葬料
遺体、遺骨の掘上げや再埋

葬

0この欄の補償金については非課税 〇収用等の特例の対象とならない。

（山林所得）

（注） その他の補償については、その補償の実体的内容に応じて課税関係を判断する。
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《質疑事例》

1 「買取り等の申出のあった日」から 6月経過後の譲渡

県道拡幅事業のために必要な土地について、令和 54年7月 20日に買取り等の申出を行い、同年 10

月26日に売買契約を締結した（同日その契約の効力発生）。

しかしながら、土地の引渡しは、事業用地所有者の転居、建物等の取壊し等の関係から、令和65年

3月19日の予定となっている。

この事業用地の譲渡に係る譲渡所得について、事業用地の譲渡者が令和 5年分として申告する場合

も、収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例の適用が受けられるか。

【回答】

「買取り等の申出のあった日」から 6月を経過する日までに売買契約を締結している場合は、収用交

換等の場合の 5.000万円の特別控除の特例の遜用を受けることができる。

【解説】

収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例は、公共事業の円滑な施行を促進する観点から、原

則として、最初に買取り等の申出のあった日から 6月を経過した日までにその申出に係る資産を譲渡し

た場合に限って適用があることとされている（措法33の4③-)。

この規定の趣旨は、 買取り等の申出に応じて早期に資産の譲渡をした者を課税上優遇することによっ

て、公共事業の早期における円滑な取得を促進するために設けられたものであると考えられ、その趣旨

からすると、買取り等の申出の日から 6月を経過する日までに売買契約を締結している場合は、資産の

引渡し時期が買取り等の申出の日から 6月を経過した後であったとしても、既に公共事業用地の早期に

おける円滑な取得は実現しているといえるものであり、所得税法基本通達36-12に定める課税年分の取

扱いによって、特例の適用の適否を判断するのは相当ではないものと考えられる。

したがって、照会のように、土地の引渡しの日が買取り等の申出の日から 6月を経過した後であり、

その日の属する年分の譲渡所得として申告する場合であっても、収用交換等の場合の 5,000万円の特別

控除の特例の適用は認められるものと考えられる。
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2 同一事業において移転補償金を2年にわたって受領した場合の5,000万円控除の特例の適用

甲は、県との間で、一の収用交換等に係る事業に関連して次のとおり契約し、同日その補償金の全額

を受領した。

． 令和 54年 11月30日 A土地上の物件の移転契約
． 令和65年1月3I日 B土地上の物件の移転契約

甲は、いずれも地上物件を取り壊しているが、当該補償金について、令和 54年分は一時所得として

申告した場合に、令和65年分は譲渡所得（対価補償金）として申告し、収用等の場合の 5,000万円控

除の特例の適用を受けることができるか。

なお、 A土地及びB土地の所有者は甲の父で、甲は父から使用貸借により各土地を借り受けていたも

のであり、各土地は当該事業のために買い取られている。

【回答】

令和65年分の移転補償金について、収用等の場合の 5,000万円控除の特例の適用を受けることができ

る。

【解説】

1 土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある建物等を引き家又は移築するために要する費用として

交付を受ける補償金は、原則として、一時所得の収入金額となり、その補償金をその交付の目的に従っ

て支出した場合には、当該支出した額は、収入金額に算入しないこととされている（所法44、所基通34

-1 (9))。

しかしながら、このような補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物等を取り壊した

ときは、当該補償金を建物等の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができることとされている

（措通33-14)が、この取扱いを適用するかどうかは納税者の選択にゆだねられている。

2 ところで、一の収用交換等に係る事業につき資産の収用交換等による譲渡が2以上あった場合におい

て、その譲渡が2以上の年にわたってされたときは、最初に譲渡があった年において譲渡された資産以

外の資産については、収用等の場合の 5,000万円控除の特例の適用はないこととされている（措法33の

4③二）。

3 本件の場合、甲は、 A土地上の物件を取り壊しているものの、措通 33-14の取扱いの適用を受けず、

原則どおり一時所得として申告していることからすると、令和54年分については、資産の収用交換等

による譲渡があったことにはならない。

そうすると、令和65年分の移転補償金について譲渡所得として申告した場合には、収用等の場合の

5, 000万円控除の特例の適用を受けることができる。

【関係法令等】

所法44

所基通34-1 (9) 

措法33の4③二

措通33-14
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3 収用の対償地を譲渡した場合の 1,500万円の特別控除

甲市では道路の拡幅事業を行っているが、事業用地の所有者である個人Aが上地（地目：宅地）の対

価補償金1,200万円と建物移転補償金800万円の対償として替地を希望したため、公共事業施行者であ

る甲市、事業用地の所有者個人A及び対償地提供者個人Bの三者で次のような契約をした。

この場合、対償地提供者個人Bの譲渡所得の計算上1,500万円の特別控除（措法第 34の2)はどの

ように取り扱われるか。

く契約内容＞

甲市

現金 2, 000万円支

対償地提供者個人B

【回答】

I, 200万円相当部分のみが特別控除の特例の対象となる。

【解説】

事業用地 1, 200万円譲渡

建物移転補償金800万円

事業用地の所有者個人A

個人の所有する土地及び土地の上に存する権利が、土地収用法等に基づく収用を行う者によって、そ

の収用の対償に充てるために買い取られた場合にはI,500万円の特別控除が認められるが、士地及び上

地の上に存する権利以外の資産（建物、構築物など）の対償に充てるために買い取られた場合には、同

特別控除が認められない。

したがって、譲渡収入金額2,000万円のうち、I,200万円は、収用対象の事業用地である上地について

の補償金の範囲内であるから、I,500万円特別控除の適用対象となるが、残金800万円は、建物移転補償

金に対応する部分であるから、I,500万円特別控除の適用対象とならない。
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4 扶養控除の適用対象者に分離課税の土地建物等の譲渡所得のある場合の取扱い

個人Aは、令和65年分の所得税の確定申告について、父Bと生計を一にしており、その父Bの経常

的な収入は公的年金のみであり、雑所得の金額が0円（収入金額が 90万円）となるため、扶養控除の

適用対象と考えている。

しかしながら、父Bは、令和65年中、公共事業の用に供するためその所有する土地を甲市に4,800 
万円で譲渡しており、公的年金以外の収入を得ていた。この父Bの譲渡所得の計算について、収入金額

から取得費及び譲渡費用を控除した後の分離長期譲渡所得金額は3,800万円になったが、収用交換等の

場合の 5,000万円の特別控除（措法33の4)の適用を受けることができたので、分離長期譲渡所得金

額は0円となった。

この場合、個人Aは、父Bを扶養控除の適用対象とすることができるか。

【回答】

扶養控除の適用はない。

【解説】

扶養親族については、その年の合計所得金額が48万円以下であることが要件の一つとされる（所法2

①三十四）。

ここでいう、合計所得金額とは、総所得金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、位

離課税の短期・長期譲渡所得の金額（特別控除前の金額）、分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、

分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいうことから、

税額の計算をする上で、所得金額が0円となれば、一見合計所得金額がない場合に該当するように見え

る。

しかしながら、合計所得金額の計算上、上記の「分離課税の短期・長期譲渡所得の金額」は各種譲渡所

得の特別控除を適用する前の金額（純損失又は雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の

金額とされる。）となる（所基通2-41（注））。

したがって、この質問の土地を譲渡し、収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除（措法33の4)の

適用が受けられる場合であっても、その特別控除額を控除する前の金額で扶養親族の所得要件を判定す

ることになる。

個人Aの場合は、父Bの合計所得金額が 3,800万円となることから、扶養親族には当たらず扶養控除

の適用はないことなる。

この事例以外のケースであるが、総合課税とされる譲渡所得について租税特別措置法上の特別控除の

適用がある場合には、この特別控除のほか、所得税法上の特別控除 (50万円）の適用後の金額を譲渡所

得金額として、総所得金額を計算することになることから、結果としてこれらの特別控除を適用した後

の金額（長期譲渡所得の場合は更に2分の 1にする。）で判定することになる。

＊ 所得税については、各種所得の計算、所得控除及び税額控除などにつき、上記の「合計所得金額」

によりその控除額等が異なることになる場合があるので留意する（令和 5年分の主なものとして、

所得控除のうち「配偶者控除」「配偶者特別控除」「基礎控除」の計算、公的年金等の雑所得に係る公

的年金等控除額の計算などがある。）。

* 5, 000万円特別控除（措法33の4)ではなく、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特
例（措法33)の適用を受ける場合には、上記の合計所得金額の計算上、特別控除額が存在しないこ

とから、譲渡価額から代替資産の取得価額を差し引いた残額を基に計算した「分離課税の短期・長

期譲渡所得の金額」をそのまま計上することになるので留意する。

23 



令和2年 12月 16日付資産課税課情報第26号

「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について（情報）

【事例2の記載例】

【事例2】収用等で配偶者居住権及び敷地利用権の消滅に係る補償金並びに配偶者居住権の目的となっ

ている建物及びその敷地の用に供される土地に係る補償金を取得した場合

（相続開始前）

所有権：被相続人

（事実関係）

こ （追産分割協議後）

相続開始

遺産分割

所有権：長男

⇒ （配偶者居住権等消滅後）
..,..,9 

収J+J等・‘’... •_.‘••ヽ．
ぶ．｛．．．．．．．-------------·····-•一""••-• • • • • • -• • ·-•一丁“·· •,a,· 

補償金 I 

「ー」事業施行者． L_.7

補倍金 I I 

l------------------------- ! 

X02年 6月 1E 被相続人（国税太郎）が建物及び土地を購入し、妻（国税花チ）とともに居住の用に

供した。

XI2年4)」1い 被相続人が死亡し、相続が開始した，相続人は、蕊と長男（国税一郎）の 2名である，

X12年 8月 1日 妻と長男の間で遺産分割協議が成立し、長男が建物及び土地の所有権を取得すると

ともに妻は配偶者居住権を取得した。

X15年10月 1且 土地が収用等をされたことによりその土地の上にある建物が取り壊され、配偶者居

住権及び敷地利用権が消滅したことに伴い、妻及び長男に対し、事業施行者から補債

令が支払われた，

X02年6月 1H 

（被相続人が取待）

X12年4月 1日

（相続聞始）

Xl2年8月 1H 

（配偶者居仁極設定）

X15年10月 1日

（収用等）

事実関係の詳網

取得した建物及び土地：木造件宅（新築）とその敷地の用に供される土地

取待に要した金額：建 物・・25,000,000円土 地…45,000,000円

不動産の所在地番： 00市xx町lT□234-5
不動庄の仕居表示： 00市xx町 1丁目 2-3 

相続税評価額：配偶者居住権… 7,976,870円 敷地利用権…11,960,000円

：建 物・・・ 4,023, 130 f-Y土 地・・・28,040,000円

妻の満外齢： 80歳

配偶者居仕権の存続勘桐：終身

補侯金の額：配偶者居仕権...9,000,000円 敷J也利用権…12,000,000円

：建 物… 5,000,000円上 地・・・38,000,000門
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【事例2の記載例】

《妻（国税花子）の申告の場合》

〇 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例

配fflj.者ぷ配偶者居仕咆を取行したnを，記載し
Eず
逍；iふう打l位）均合： in.9巫分割が行われた睦
id,J仔の）品合.:村甘泌情拉今(/)II:,t

百•こ似者が配糾各 9占（i＾哨を取11 した時に、乱偶

者J,{ii：権（I）Uが）しな，／てし、る建物等を曲漉した
と仮宇した場合のそ V) 建物等の取符1~い額とし
て，； I•益されろ令利を，；I唸し考す，9

注糾•足により敗｛＇｝．•-た守物芍をふ1£ したも合
は、彼栢続人がそ叫全物芥を取行した聘人年 9J

µ及び賊入価約を引き継ぎよす(j•)で、こ（J）中り．
では、戟朴粒J、(/)叫1,人外：HIi．と賂人｛l：li額：こ上り．

i収そ"t(/)部を，’I•店しい
このポ例における 1EJ虹打11出額IJ)1勺it、
次(/9偉却斗唸；；を前提iごヤるとti(/)記，輝」の上う

になります．，

竹J;μえ・六造(.fl業務111），ず 0．03l
粍渦年故 ••X02年 6 !]~ X l 2年 8)1 （配1,'J,jど研

化権を取紺したII)
l()年 2かJJ,..,. JO年

(J計『卯I•~)

6か月以上ll)端数：よ 1年とし、 6か月末満(/‘)

埒数は切り捨てま十

・（2刃）令在の計戸」刈19)(ii)-((̀ )の金而及び(A)

の金額を記載します

配{I見行閂住権の，i奴：に係る村粒開始の時か朴I

続税ふ惰Ii額を記載し、tず

卍偶者居町合の設定に係る登；；墳ITiなど、配
保者J凸’住柑•合下を取符1・るために反出した令額が
ある島合は、その令額を（召）憫(/)外内に記載しま

す

配低者1占住権-:-1：が消滅したI1を;c載し主す

⑤欄II,)外がこfn載した全額がある易合にば外
`μり）令額を）J四した全陀を記哉します，

この事例では、次のとおりになりよす＂

X 12年 8月(Ci))~XJ5年JO月(,⑰)

:i {1 • 2カ‘.91：ぅ：I外

（期間Jt算）

6か月以上の喘数は 1年とし、 6か月末沿(/)

端数は切り拾てますく

⑧／（Qうの割合が 1を超えるときは、 1として:rt

鍔しますこ

（令和一二年分】 ［名濃-邑:l---] 
居住樗に関するi賢渡所得に係る取得費の金懇の［t貫明紹書濱定申告書付表〗

,'、 .'l．．←一
属与

砥士

｀迂

＂匹 11地科用襦砧叫した填合二おける配慎名呵：

における誼嘲又l；土地の取柑費(l)9月のうち．配楓肴只件楕 の
こ相当する＝こ対応する郎分の金額 百

”仕権 ！ 戎建れ．角権 ！朗
ミ一ー：， 1ーヨ亀で’-5- B柑~iii;:-· ; r -9 - - • - - - -―̀ 9 - -

複相絞人の氏名及び栢経関玲生月Il ,,9 

配償君釈t糧＇又！ュ釦3i叩i(/)"!E ~B. l 

'{J)"iこ撞院又に土Pを譲置したとしf. ., 
ならばm"{J)ビとして計百される金駐 ＇円 I‘9 4'.{ ̀’;,9.:I ", " l i 
i配髯含昂晴ヌは量応誡司漬卓~I!囁¥ , R | • I.;•5 ，山 L:- 円 I と

9 円口が 口：清“”ll'曹す鷺呻9比 0収即 4 

, ̀1m:t'・m:mrら？戸，＂＇：r令9,
,.2 X :3 / (39十', 1 
................. -............... --・ー・-••-•-“ー・一·----...---• • •• • し．： : 2の壼籟の計算

!iか・/!) , 仕 ： ： 在： 先i：名払売名 祐 1 :；妊月日 ●入直墨代金

地 ， 9‘・ 刈—- llこr_,. I’t、:,.,; :“ i、い・,• が，’.：＇）ぶ叩
i ・ -- -9- - - --9 -―9 ，ロー・ -—• ----9 - - - - ---- ---- •一ー・一 9- -•一•一・―- --・ -9 

i 1 -―-- - -＇＿ ＿―.:..一三 ；1 ―•A9 、1 し：0,i．()03:
，建物 ，a l 'L  I 9’’• 9 • 1 2'，．靡）30円

語；琴芯ミだき芯．三l”"：髯費；匹，鯰；］ 
i l 2・.,:.し'.'.、ル：yッ円 温 〇，9 x ．ぷ’ x ,、 - C．し，iヽ・CV)J ~J Ji 
：濠 臼讐の露ピ功な這量儡・による誼..."慰膚仕鴫の卜讐覺したしのC.『U編鳴 ゴ』Lてくださ．、 ， 
，，※ 兵璽II',.誼鴨届住囀90,""'編ば，a＂..の記 h紆圏度としよ` ＇
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・●’ 
2 配偶考居住屯又よ触珀利用屯が消滋した頃合「おける配罰者居注権又は杯地利用権の町門費

渭疇年月 El， 
＂ぢ，の金配．•'-.. •: : : I 

／ ： 配愕考肩n樗 1 敷比和．…

J・ I'I"年 1r 月 1 日

丁 11.'巧叩可―- 3.4]訊'、?n

,o I ・］年

9U' .., 年

渇 9,1 J'.4ピ｛` f'i 

五に二：匹しと五：：：Jl'l

？から¢ 屠膚から』置：下3の隠＇の年む

配偶膏厩住帽の If鳩年数

取得費の計覧上符隠する合柘
:『、7:x gヽ ／9．)‘・… 9,.9 

取得費； •7 -甚‘

f、

この⑪襴の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表） ［総合譲渡用】」

の②樅lへ介存Iして転言いします^
この事例では、次の金額を転記することになります。

8,986, 44:'I円＋ 10,091,250円＝ 19. 077. 693円

※ 配偶者届什権等の消滅に係る譲渡所得の申店(/)出合、英面(/.)「3」から

「6」までを記載する必要はありませんc

配偶者居什枠の存続年数が配偶者(J)終身の間どされている揚合は、その配偶考尼什称が設ぷされた時におけるその配偶者(J)ヅ均余命

の年数を記哉し、 I平均余命」を0で囲みます` ・
追産分割(/)協議若しくは容判．又は泄芦にJ:り配偶者居住権(/)仔続年数が定められている場介は、その年数を記載し、・設定期間」を（）

で1IIlみますしただし、その年数が配偶者居住枠が設定された時におけろ配偶者の半均余命を超える場合には、半均余命の年数を記栽し、
1平均余命」を（）で四みますり

なお、 6か片以上の端数は 1りとし、 6か片未濶の端数ぱ切り捨てます。

；江 「▽均余命」とは、厚I+．労倒省が作成ナる完令生命表（その配偶名居住権が設定され、た時のばする年の 1月 1II現在において公表されている穀祈の

もの）に描げる午飴及び生別に恥じた平均余命をいいます。
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【事例 2の記載例】

〇 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総合譲渡用】の記載例

杓鴻者屈・住屯及び嗽地利用Itの
紺滅に係る譲渡Ii!r1サは、総合課税
の対tで力巧ため、譲渡所得の内

訳書 （確定申告書付表）【総合譲渡

用】Jを使用｀しもヤ

1令祠 "年分】 唸固， ， ―五―ふ

復諒鼻の内荻： 正 r rーヤ'・,,:'ご＇ゴ.;.-り一旦ー し＿埠

貨弓曰告書＇マ段， に、 '4 ” ビ心t 闘う

浅合穣泣用］ L 

泊滅した配偶者居1l•権等につい

て；iじ載しまずし

配偶者柑仕権（建物）及び救池利

用権（l：北） ii） li{lf頁を」段•ltきでif.

戟し：＇［す C

匹 ．
＇ ， ＂ 白 ;;1 身ご• I 裟 ～し19L r.; 

弓？i悶者＇云住屯叉：f殷．！屯ふ．：用すi '・・9: 「 g ，やIKI;1 '量 '{'99上．、

二三二L.:i,.,- ---./--J 
壼元の生~ :: _・;j,/ふょ， 1．lll 5 -r• t a 名 ・＇r ．戸；
貫主の，（所在m~ し•'..‘ • もn

丹じ佃者屈住枠・.守の消絨につき支

払を受けた女．l価の額を記哉 ．ま
すC

i 1だ負し的加 19、年―. 9. 1 日 1 5ーされ、 II •I· 生 ー司 i二 d紀、 ≪叩

］ l了芸□：言~:ー一一 ：こnい I斗1月 ， 
式 m I一陀心二をし’←^ i~ ;cct,; - ~--- r: El 

; 1,1 i ：叩よ言：心：； u e 4 t u 
の I 3,' -の寸 I,E ぃ,益 'T 月`．農

➔ I, 
丘斗に

宴価!'II. I 
.'1 

21.0<:0,0,•)0 

斧n・t"伍I椿”'む“岳9'叫冷i｀に，． 匹柑砥
~!費用 ·nIf Ill 遭，ヽ冗・＊ 1ム＇公 a入 ぼ．入

-̀ i撃 モデ寄 L 111' I氏名,-t,耽9 玄！ム叶r 王払
品，し■99999 999 9 999999 99 99 999 

工：II ^ : 1言，？の r,f! i:l, 5,¢・・；．`1,．閃-, :・j,．ク• :'!li iも：l'： 3 § .i-9'り ↓じ勺お・t．．ー：＃．し 9< t;、1

ti - —--——土—
項 l
合．～

且 1 •
漕 ..,.

所 1 今

得＇一、::......::
金 ， 占むう吐｝．曇ば,c ピ̀!1和ふ心
gg応裕錢
の

，， 
配偶者居住権等の取得費(/)計

窃につ＼ヽては、「配偶者居住権に

関する譲渡所得に係る取得費の

金額の計算明細蓄 《確定申告書付

表》」に記披しtす(})で、ん•(/)記載

例(I.)ように甜披します，、

「配偶者居住権に関する譲渡所

得に係る取得費の金額の計算明細

書《確定申告書付表》の⑪欄の金

額を合計して転氾します、

f') 

や H
 

「収J+j等により賓産が打い取ら

れた場合の5,000万円の特別控除

の特例（措法33(/)4)I(/)適用を受

けるときは、 5.OOOh円の特別控

除訟（C(/火）金額が5,000万円に沿

たない場合は、 C(/)合額を限度と

したす』がありよすC

"『応tt春訊＇t,い 99,99』

日…用覺文―i二〇入 ・ 心 贄 c

n
 

？ 

` ?.0万．693

日

m....  • •. 

円
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店
に
使
庁
し
ま
す

1 ：：ごヴ19口．内官，JI!貶え交良・代111m• 街の置用こ没．｀い迅今＇$.峯；； 1 9. f 915 し9ぷ喜，名 1 門•竺貢 6鴨 界
寡二愕， 1し9右，-ii., ら—―I ―ー·`’“ ---―9 ,.....] ^.,  

念合課税(/)成渡所得は、取符した日から成渡したじまで(/)所イijり］9』によって反j加衷渡祈1号と短掛J叔渡所行に分かれますし
原則として、所右期間が 5年を超えている場合は長期誤浜所得となり、所右期間が 5年以内の場合は短期譲渡所得となります，J

ただし、配偶者居仕栢等の消滅に係る譲渡所得で、配偶者居仕栢を取得した時にその配偶者居仕粒のH的どなっている建物等を
禁渡したとした場合にその建物等を取得したH （披柘統人の敗得年月1::1)とされる1::1以後 5年を経過ずる1::1後の消滅に係るもの

｛こついては、配偶者届住権等を取得した口から瓦偶者居什権等が消滅した日までの期間が 5年以内の場合でも、長期試渡所得と

なります3

この事例の場合、配偶者が配偶者居件権等を取符した口 (Xl2年8月1日）から泊滅した日 (X15年10月1口）までの期間は

5年以丙ですが、配偶者居住権を取得した時にその配偶者居住権の目的となっている建物等を涵渡したとした楊合にその建物等

を取得した Flとされる日（被相紬人の取得年月 Fl: X02年6月lFl)以後 5午を経過する日後の消滅に係るものであることから、

長期譲渡所得となりますり
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【事例2の記載例】

《長男（国税一郎）の申告の場合》

〇 配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》の記載例

面9説者が酋・刊嬰者柑生権を取行したnを討載し
ま九
追I壌分割(J .9均合・迫産•分内J↓が行わ1, l．た的

遠陀の島合：中II続＇間が似瑾＇：

配偶どが配1問・ヽ 炉坦I:砕を取得した時：、＇、配偶
名居住枠：り）H』“りとなってしヽる仕物竹ん該設した
と仮：,j:Lた均合げ）その建物等の取符杵の額とし
・コ I• 在される令やしをi lt5.’ーます·;
朴糸応に．ti’)取科した建物衿を占渡：、た垢合

ば、被相屹人がそり）咆物？名をJt1名'-f.—防人り月
μ及岱購人｛曲額を引き紺達：tす］）で、 ＾ ・.の・11例
では、咬咀続人J)購人牛月 L＇と購｝、｛』 l：湘により、
救得村の別佐，汁豆 L，ますこ
このギ例におばろ「｛召lll評相弓額-,jJ,;t麻ば、
次i1）佗揺半がわ七Hii祉に十ると{,J)出叔ヤ1jO)tう
になり上す

仔！却ボ・一人造（非染務用）,., o.o:n 
経迦年数・ 9•X()2作 6).!~Xl2年 8H （粁庫ばf,.i}

iiぶ権を取得したn)

:o年 2か月,.,. 10年
凋l年 1匁i)
6か月以1:r7)培数ば lりとし、 6;1」、H未満J)

湖数ば切り捨てよす

':2‘,0)金額］）計．麻」控(l)(B) ((‘・)の金栢及び(:¥)

の金額を記載します<

配偶名lょ{l・オい）設’疋；ゴ系る相糸ん開始の時の相
続税昇価額夕；；こ戟しよす

柾偶名J,9}れ：杵のII的となっている建物人はチ

の敷屯叫IHこ供されろ l：地を点渡した「lを記載
します£

この市例では、次のとおりになります一

Xl:)年 8月 (:P) ~Xl5{J0 l{)月 （；か）

3年2か月 L石 3平

(jり］間計・笞）

6か月以上の娼数ぱ I'Fとし．6か月未満の

対；故は切りJ令てまず

⑤／⑨•(/)割合が 1 を超えるときは、 1 として計

笠します

【令和一年分】 l~簿曇o [ ] 

偶者居住権に関する湿渡所得に係る取得灯の金額の計算明細書ぼ定申告畠‘寸衷）

仕―
間勺

氏＂名 ・ 言体書号，一 r 、—,
ぷ：環士又1こ出—;i』`：心血襦又は数五利用樗が5三：たこ鯰ける配偶名居住櫂］： 

1 配鳴者思住櫂又は殻地和）閂 汽した暉における甕物又は土地の1fll得費の膿のうち．配儡零炉件樗 の
”致地利戸櫓の6帳に相当する→ 9：サ応する粍分の金額 t+ 

ピー—-----ニー．竺竺竺＿―-一·:••-—- "一——‘!雹相続人の氏名及び相縫開始年月U ／ 藁岨 I4,9: 4、,:'・ ＇ 鸞＿鼻 Bl!s釈腎捻，

年屑竺噸ヌは験11!利閂●の取疇年月日・ 1． ,• 打 r 月 l s g 
＇•四I:m又11土地を苫這したとした '. - p ：鼻9 円 申
ならI~竺？の編としてt-蓄される合● 2 P', • I ’ +、、̂':~・ • •し ； 
“":E糧又は釦が紺葬亀If)印総評置菖 り．匹，セ＇？ ，` "l, 11.・（9・二円と

E賢者セ仕暑r--1心 I:tの璽咆S餐観校・ •4 4.923. l ；・・` 弓 ••.b;しこ 円 緒
-----・-----・ 一. . • ・・ • -- -• 

鼻鯰髯：叫ヽ ：9きす雑層ぶ 叫 ，・ ＂ ＿...一・ ・ゴ9:•―` • 円ー 1こ
(2 x 3 / : •3 : : ! ) . 5 1 1 9ピ・・".9 < q : l,: •'さ‘,9・＼， 円， 喜

--吟--------- -----✓----------・-----・・ -... ----...... ----------------・------------...... ---—•し

.f、5→ー住-]-1誓］置臼竺日：建聾代：］ ［、
；．かの金額の計 ・て

i : ---- - - - ----- 4ヽ r,.:45芯”•コ

デ号戸ミデ三こ：：口：
に；J；血玉三品：疇・峯;-叫:•石（三-:1.i
2 配偶者居住権又は敷地利阿撞が渭滅した場合における配偶者居住権又は触地利用権の正裕貴

:./ 配償奮雇住糟 蝕地和月櫨

ここここ：ーい＿＿＿、一―--lr:』.--9_上 ”B----
，5?の金額 ・，．ヽ 1 9 ! 1沢 1，竺’?円 • •J.4•へrr::,l'l 

：国（覧駅がら事瓢！` で咽影隼覧 ；§ 3 年

配偶＂ぽ帽の存鰻年数万 ：こ｀年葦設定闊間）
・ • -- -

”が只上控鯰する金額 1涌 ：．年，年：円 、..‘←，，冠l円l

取 得8費9l ? - n織 'l | a|a 芦．らムふ円 1B IC.9a こふ）n

配冑肴夏巨槍又9””*.Ill檜j負薫`：よる鼠量所得がμ和”̀，，ば、＂名の會麟を ．． 
濃II秤｀＂＂訳書召工攣 e書9:̀,Uヽ亡鴻111111"'覇へS『してK正し嘗す .~` ..—· • ・ •9 ●ー・ー・—•-• ・ ---・ ••――雪雪•・ •雪雪●● ●●と●●●ー・一．．．—••.... ー・^ ・ ←● ●●ー・・・ • • ・・ • •-• 

配偶者届住権の存名好l・故か配低者の終身の問とされている場合：ま、その配偶者

門住1盆が設‘ぷされた時におけるその配偶者の平均余命の年数を追載し、「平均余

命」を0で叫みます。
遺産分割の協議若しくは審判又は遥言により西と偶・者屈住惟の存読年数が定めら

れている場合は、その年数を記載し、「設定期問」を（こ｀）で囲みまずただし、その

年数が配偶者店住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合に

は、平均余命の年数を記戟し、「平均余命」を（）で庶みます。

なお、 6か月以上の端数は 1年とし、 6か月未満の端数1が切り捨てます，9

,,こ: 「平均余命」とは、厚Iし労偏省が作成する尤全II命表（その配偶者居什極が設守された

時の）はすろ年の 1片 1lei現在において公表されている最新のもの）に掲げる年齢及び性別

に応じた平均余命をいいよす，
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【事例 2の記載例】

こC’"が伍jでけ；、た偶石・},r；イじ極の1j的ご

なってし、る辿物及びそ 9/)嗽坦I))ti叫R

される 1二地を挟渡'-てし、るた」ら、「3」及

び「4」を記霰します

辻物；iの取待ttrT.心と l.-: il・笠され
る全額を：］1-窃L屯 I、.
相粕：こ Lり収劣した仕物’.，｝を詮五疫 I-
たJJj-合｛と、餃相続人がそむ吐物等を取糾

した 1！み人 ’l••HI I及ば恥人｛叩いを・9)1さ誼
ざもJ9／・ベ又この市例で［し、彼相紐豆）

購入し．IJIIと購．パl凶訊により、取・f!r岱(/)

粕をolm. l tす．9
tた、廷約 d)吃雌官化｀’1額の．打功に3; 
；｝ろ冷む即1．数 I:-i.被ll’#•：，：人が取得｀一
たn杭人4-.n日から，；柁殷午月 1」までむ期
問；こなり主す

こ ,1,•M•りにおける・伯去冷¥が11 •9i額の

,,日示は、次 9I巾牡Ii·位認•Ei，紐に1るシ右
(/)記栽呵(/9i：うになり主七

佑 11l 心••本避し1：染務J IJ)．．；；ー(). ()3; 

祁造年吹••• X()2年1J:~XI：年］（））1（浜
渡 n.
1:1年 4か月 9記 13年

（期間計笞）

6か月以卜の端数ほ 1午とし、 6か月
未洪の端数ぱ切り拾てまず。

建物を芯渡した時におけるその建物

の取得世の額として言芦される金額 (l;/1/
入価額（口）ーイ竺去ばが目当額（ハ））から

配佃者屈住権の取得菩とされろ金額（R
（表面の「 2 J,•T)⑪棚の金額になりま

す_))を控除した金額を記載しますp

l:J也を詰渡した時におけるその 1：地
の取得君の額として~+第される金額
（イ）から敷地利用権の取オ社性とされる

金額（⑧ （表西の「 2」の⑪梱の金額に
なります。））を控除した金額を記載しま

す。

"3」から 6』までの!'111よ、配檸名厄住霞の目的となっている；XIよなっていた，・噂やその敷雫
のmに供される土嫌を纏濃L.た場含における取蠅費の計算に使用します
3 J;這Lた遷物又は上珀の輝入 9響稟：代金など

呂頴瓢.,E『 住 ： ：口： ：＇失：支： ：名 称． ：全..月A 購入・醸葦代金t

-―----• ----•、__- -• •.:,... 1-̀―・ • •一•••ー・ー·----
土元 ，9←」 9」']2、9，ム ，tこ＇ー＇•：.-• ・， 1.、... j • " 

ー、．；；←＝=―---/-」--- 1̂’、:: ' ,q 

1----．娼亨の慣遍 9i人遣ロネ貴モ9>夕,.n,111青9訊庇 0會属遺口その他 9J` 計 ，＂‘芯 r心．て‘99円
:r 士忙や望＇檜匹重［尋夕渭：一葺：払.,た伸介〒葦•9や鼻畢限疇責1191`る●紀費渭などが倉まれ事す

i守：：ご祖当讀西m_- --s,i•畜―-―心hむ＿＿ ←-五合項元―= ―` 
「？名〇讐

i :z手五ぷら：：：芯：`` rf91鸞噂＇、 Vl.ーく 9・上．． 9iゞご口

94ーから 16』までの噸 かな 3」の頃Jした1’ 又9;t士培について当て1” るい9nかの
合を選んで記載しますし

-•. • 9 

ー・＇・↓こ•,:. 

,,. " 
拓．］沌．可·↓•9

円 ＂...........9賓H慣99内家寡
9,苫...青詈,,珊'"..、明渾宣

m 1 [”,. "た軍］ 0a帽へ令軒
LC虻雪つ・ー不す・

この⑫柵の金額を、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）

【土地・建物用】」の②欄へ合計して転記します。

この事例では、次の金額を伝記することになりますこ

6, 916, 057円十 :l1,908, 750円＝ 41, 854, 807円

※ 配偶者居住権のLJ的となっている楚物又はその放地の用：•こ供される土

地を除渡した場合、「5」及び「6」を記載する必要はありません一
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【事例 2の記載例】

〇 譲 渡所各の内訳書（碑定申告士付表 兼 計算明細書） ［土地 ・建物 用 】の 3面の記載例

3 面

口且直ピ祉塁豆工窃万．！l.I絹im;,匹叩四互直召竿
,:1):.員渡’，売却：された士地 ・9亙稔は ．どなたから、いつ｀いくら ・で11/11入（建染）六れ去したか

Q1年 ）内“ す下”`;5 丸声主昌—森T百: 奸 nョ丁云猛琴
士 ｀ F' :•:,,_ 'l. •· ・,..'a. I,:; _ ·_、ク• • • 平粁 •?r• 9̀ :」,: 1よ3:,fi、9]'i ,9ヽ"'・・.―、, f: 
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配仰者届住権に関する敗勾安の計窮については、 I配偶者居住権 に関する譲渡所得に係る取得共の

「配i/ll者居住権に関 す る譲渡所得に係る取得費の 金額の計算明細書《確定申告書付表》」(/)，1が如）金

金額の計算明細書 《確定 申告書付表》」に記栽しよ 1 |額を合gIして転配しよす，
ーすので、 卜．の記峨伊1(J)よ うに記載します。
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（様式第 1号）

農地売買等事業のために土地等を買い入れた旨の証明願

平成年月日

（農地中間管理機構の名称）

（農地利用集積円滑化団体の名称）
殿

住所（事務所）

氏名（名称）

（代表者） 印

租税特別措置法第 34条の 3第1項（第65条の 5第 1項又は第68条の 76第 1項）

の規定に基づく土地等を譲渡した場合の譲渡所得（所得又は連結所得）の特別控除の適用

を受けるため、下記の土地等は、貴法人が農業経営基盤強化促進法
第4条第 3項第 1号ロ

第7条第 1号

に掲げる農地売買等事業のために買い入れたものであることを証明願います。

土地等の所在 地番 目地
―

-

1

 

記

口買入れ年月日

第号

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成年月 13 

（農地中間管理機構

又は農地利用集積円滑化団体）

事務所

名称

代表者 印
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主な税制改正の概要（資産課税関係）

署審理専門官（資産）





主な税制改正の概要

（資産課税関係）

署審理専門官

（令和 6年 12月）



目次

● 相続税・贈与税関係

1 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【措法70の2】 •••••••••••••••••• p 1 

2 住宅取得等資金に1系る相続時精算課税の特例【措法70の3】 ••••••••••••••••• 2 

3 その他の改正 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 
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1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例【措法33】 •••••••••••••••• 4 

2 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除【措法34】 •••• 5 

3 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除【措法34の2】 ••• 6 

4 （令和5年度改正】 特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例の改正．．．．．． 7 

5 その他の特例 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置及び相続時精算課税の特例の見直し

1 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【措法70の2】

〇 親・祖父母等（贈与者）から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税
適用期限： 【改正前】令和5年12月31日 ⇒ 【改正後】令和8年12月31日

● 主な適用要件

床面積40m以上24om以下の住宅用家屋
住宅面積 （ただし、床面積が4om以上50m未満の揚合は合計所得金額が1,000万円以下）

受贈者直系卑属（合計所得金額2,000万円以下、 18歳以上）

● 非課税限度額

住宅の区分 非課税限度額

一定の耐震性能、I省エネ性能I又はバリアフリー性能を有する住宅 1,000万円

上記以外の住宅 ← ． 500万円

〇 省エネ性能を有する住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得する場合、
以下のとおり改正

【改正前】断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
【改正後】断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上 (ZEH水準）
’―------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
！ ただし、次のいすれかに該当する場合は、改正前の基準であっても省エネ性能を有する住宅に該当 ！ 
： ・ 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの
： ・ 令和6年6月30日以前に建築されたもの
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 

※ 令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に1系る贈与税について適用 ー



住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置及び相続時精算課税の特例の見直し

2 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例【措法70の3】

0 平成15年1月1日から令和5年12月31日までの間の措置として、贈与者（直系尊属）から贈与を受けた
資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた揚合には、相続時精算課税制度に係る

贈与者の年齢要件 (60歳以上）を撤廃

適用期限： 【改正前】令和5年12月31日 ⇒ 【改正後】令和8年12月31日

● 住宅の要件

区分 床面積 建築後経過年数・工事費用等

既存住宅の場合

住宅の新築•取得、買換え・建替え 40nf以上 ． 耐震基準に適合するもの
． 昭和57年1月1日以後に建築されたもの

住宅の増築、改築、大規模修繕等
（増改築後）

工事費用 100万円以上
40吋以上

2
 



その他の改正（相続税・贈与税関係）

3 その他の改正

① 非上揚株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度
特例承継計画の提出期限（令和6年3月31日）が令和8年3月31日まで2年延長

※ 「適用期限」については、令和9年12月31日のまま

② 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
個人事業承継計画の提出期限（令和6年3月31日）が令和8年3月31日まで2年延長

※ 「適用期限」については、令和10年12月31日のまま

【令和6年度税制改正大綱より抜粋】

コロナの影響が長期化したことを受け、承継計画の提出期限を2年延長する。

これらの特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が、

待ったなしの課題であるために、事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生

じない制度とするなと極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、今後とも適用期限の延長は

行わない。
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山林所得及び土地譲渡所得の特例に係る延長及び見直し

1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例【措法33】

特例の適用対象に、土地収用法に規定する事業の施行者が行う当該事業の施行に伴う漁港水面施設運営権の
消滅により補償金を取得する湯合を追加

【 漁港水面施設運営権について 】

〇 漁港水面施設運営権とは、

① 漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業を実施するために、

② 当該水面の占有をして必要な施設を設置し、運営する権利

〇 漁港水面施設運営権は物権とみなされ、土地に関する規定を準用

【 漁港水面施設運営権のイメージ 】

l

-

海
施設

J
 

① 一定の水域の水面固有の資源※を利用
※ 水面固有の資源：魚類、海藻類等の水産動植物及びこれらを含めた海洋環境

そのもの

② 水面を占用して事業町こ必要な施設を設置し、運営
※ 遊漁、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動苦しくは学習の機会の

提供を行う事業に限る。
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山林所得及び土地譲渡所得の特例に係る延長及び見直し

2 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した揚合の譲渡所得の特別控除【措法34】

【適用対象に追加】

「都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地等」及び「古都における歴史的風土の保存に関する特

別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区内の土地等」が、これらの規定により都市緑化支援機構に買

い取られる場合（一定の要件を満たす場合に限る。）を追加。

【適用対象から除外】

特別緑地保全地区内の土地等が都市緑地法の規定により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外。

【参考：措法34②適用対象事業（抜粋）】

① 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業、住宅街区整備事業、第一種

市街地再開発事業又は防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建築又は建築物及び

建築敷地の整備に関する事業の用に供するために土地等がこれらの者に買い取られる場合

② 第一種市街地再開発事業の事業予定地内の土地等が、都市計画法の規定に基づいて事業認可前に設立された市街地再

開発組合に買い取られる場合

③ 防災街区整備事業の事業予定地内の土地等が、都市計画法の規定に基づいて事業認可前に設立された防災街区整備事

業組合に買い取られる場合

④ 古都保存法、都市緑地法等に規定する買取請求に基づき地方公共団体、緑地保全・緑化推進法人等に土地等が買い取ら

れる場合

⇒ 【改正】古都保存法及び都市緑地法の規定により都市緑化支援機構に買い取られる揚合を追加し、都市緑地法の規定
により緑地保全・緑化推進法人に買い取られる場合を除外
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山林所得及び土地譲渡所得の特例に係る延長及び見直し

3
 
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除【措法34の2】

【適用期限の延長】

平成6年1月1日から令和5年12月31日までの間における特定の民間住宅地造成事業等のための土地等
の譲渡

【改正前】令和5年12月31日 ⇒ 【改正後】令和8年12月31日

【参考：措法34の2②適用対象事業（抜粋）】

①

②

③

④

⑤

 

⑥
 

地方公共団体等が行う住宅建設又は宅地造成事業のために土地等が買い取られる場合

収用の対i賞地にあてるために土地等が買い取られる場合

住宅地区改良法の改良住宅建設のため改良地区外の土地等が買い取られる揚合

公営住宅法の公営住宅の買取りにより土地等が地方公共団体に買い取られる場合

平成6年1月1日から令和5年12月31日までの間に、特定の民間住宅地造成事業のだめに土地等が買い取られる場合

凰⇒【改正】令和8年12月31日
公有地の拡大の推進に関する法律の買取り協議に基づき地方公共団体等に土地等が買い取られる場合
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山林所得及び土地譲渡所得の特例に係る延長及び見直し

4 【令和5年度改正】特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例の改正

【届出書の提出】

資産の譲渡をした日の属する年中に資産を取得し、特例を適用する場

合は資産の譲渡の日（先行取得した場合は取得の日）を含む三月期間※

の末日の翌日から2月以内に、納税地の税務署長に、この特例を受け

る旨の届出をすることとされた。

一し同一年中に譲渡及び取得があった場合において、提出期限までに届出

書の提出がなかった場合、特例の適用はない（ゆうじょ規定なし）。
r----------------------------------------------
lただし、譲渡の前年中に先行取得した場合や、譲渡の翌年中に買換 l

：資産を取得見込である場合は、当該届出書は提出不要。 ： 

！ （従来どおり「先行取得資産に関する届出書」や「買換資産の明細i
l書」の提出が必要となる。） ： L _____________________________________________ .... 

※三月期間

譲渡の日
提出期限

（先行取得をした場合は取得の日）

1月1日から3月31日まで 5月末日

4月1日から6月30日まで 8月末日

7月1日から9月30日まで 11月末日

10月1日から12月31日まで 翌年2月末日

特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書
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3 その他参考となる事項

巳 | mt，番号
9臼 6-73•- 2 -A 1行・）

f<6. 3 

適用時期

令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合における譲渡 7
 



山林所得及び土地譲渡所得の特例に係る延長及び見直し

5 その他の特例

次の特例について、適用期限の延長が行われた。

• 特定の居住用財産の買換え及び交換の揚合の長期譲渡所得の課税の特例（措法36の2、36の5】
適用期限（令和5年12月31日）が2年延長（令和7年12月31日）

・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除【措法41の5】
適用期限（令和5年12月31日）が2年延長（令和7年12月31日）

• 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除【措法41の5の2】
適用期限（令和5年12月31日）が2年延長（令和7年12月31日）

• 山林所得に係る森林計画特別控除【措法30の2】
適用期限（令和6年）が2年延長（令和8年）

8
 



NISA制度の見直し

゜
NISA制度の改正の概要【措法37の14】

1 廃止通知書について次の措置を講じた。
① 金融商品取引業者等の営業所の長は、廃止通知書の交付に代えて、 電磁的方法により当該廃止通知書

に記載すべき事項を提供できることとした。

非課税口座を開設し、又は開設していた居住者等は、廃止通知書の提出又は非課税口座開設届出書へ

の添付に代えて、電磁的方法による当該廃止通知書に記載すべき事項の提供及び当該事項を記載した

当該非課税口座開設届出書の提出等ができることとした。

②
 

2
 

非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権で一定のものの行使等に際して金銭の払込み

をして取得した上揚株式等について、次の措置を講じた。

① 当該上場株式等は、非課税口座が開設されている金融商品取引業者等を経由して払込みをすること並

びに金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した場合と同様の受入期間及び取得対価の額

の合計額に係る要件その他の要件を満たす場合に限り、特定非課税管理勘定に受け入れることができ

ることとしだ。

当該上場株式等を、非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができる非課税管理勘

定又は特定非課税管理勘定に係る上滉株式等の分割等により取得する上場株式等の範囲から除外した。

当該上場株式等を、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に追加した。

②
 

③
 

【改正イメージ（廃止通知書）】

］ ：言：虹
し□（i固人番号、氏名、届出書の提出を受けた旨等を連絡）
----------------------------------—• [ 

1又引業者等変更届出書又は
径廃止届出書

F】電磁的方法可 上記1① 

酌知書又は非課税口座廃止通知書

納

税

者

⇒【改正】 電磁的方法可 上記1(2 

勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書 金
論
機
関

B

税務署
置劃個人番号、氏名、届出書の提出を受けた旨等を連絡） ＇ 
匠：：：：：：平：：：：ご二：：：：＝＝二ご＝：：：：：：：平

‘’〔再設定等の確認情報を連絡）

，
 



令和5年度税制改正の概要
（資産課税関係）
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相続時精算課税制度の改正

改正のポイント
・ 精算課税にも110万円の基礎控除を創設
・ 基礎控除以下の場合は、申告不要

・ 基礎控除部分は相続財産に加算しない

．
 

.

-

―--9 .. -・ム―

lに相続税を課税（［ロロ］ を除く）

相
続
財
産

相続時精算課税制度を選択後の贈与

⇒ 基礎控除を超えた部分に相続税を課税
1 1 



相続時精算課税制度の改正

複数の贈与を受けた場合の基礎控除①

複数の暦年課税の贈与がある場合

⇒ 2つの贈与を合わせて基礎控除110万円

ノ＇、~

又
つマー
① 

母
l
 

＾
 

②
 

｀ 
12 



相続時精算課税制度の改正

複数の贈与を受けた場合の基礎控除②

暦年課税と精算課税の贈与がある場合

⇒ 暦年課税と精算課税のそれぞれ基礎控除110万円

父 母
I 

ヽ~

② 

｀ 

三

13 



相続時精算課税制度の改正

複数の贈与を受けた場合の基礎控除③

複数の精算課税の贈与がある場合

⇒ • 2つの贈与を合わせて基礎控除110万円
・基礎控除額は、 贈与額で按分

ロ ①
 

父
＾

母
I

②
)
 

受贈者

□三□

14 



相続時精算課税制度の改正

複数の贈与を受けた場合の基礎控除④

／雰9累兄贈与 I Bからの精算課税贈与1,250万円

6
 

．．
 

基礎控除の
按分計算

／ 

f—-------------------------------------— 
' ， 
＇ ＇ ， 
＇ 
t _ ------------------------------------------

: ---------------------------------------―: 

50万円 l
L---------------------------------------_i 

し--「―＿ーし—-l___J

6 : 

臼

相続財産への
加算額 □40叩□ 1,200万円

Aの相続時に
相続財産に加算

Bの相続時に
相続財産に加算

15 



相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税選択届出書の提出

受贈財産が110万円以下で贈与税の申告書を提出する

必要がない場合、届出書単独で提出

⇒ 確定申告期間中に提出する

（令和6年分の場合、 令和7年2月1日～3月17日）

16 



相続税 ・贈与税の改正（まとめ）

相続時の

加算期間

・ 加算額

基礎控除

相続財産

加算額

3年

贈与税の
課税価格

なし

贈与税の
課税価格

7年

【相続前3年以内】
⇒ 贈与税の課税価格
【4~7年以内】
⇒ 贈与税の課税価格
- 100万円 (4年計）

L-----—一ー恐匝
110万円／年

贈与税の課税価格

- 110万円（毎年）
※ 贈与後に災害による被害を
受けた場合は、 被害額を勘案

17 





［ 

特例チェックシート（解説版）

署審理専門官（資産）





（令和 6年分用）---、
自宅を売却した場合の特例チェックジート
① 3,000万円の特別控除の特例（措法35条1項）
②軽減税率の特例（措法31条の3)

ヽ
I氏 名I

◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

チェックシートの解説（自宅を売却した場合の特例） （1／5) 

1 あなた（売却された方）は、売却した自宅にお住まいでしたか？
いた9..仝

は し＼

2
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

特
例
の
適

f

i

 
はい

3 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
汲 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

ー・はい
4 売却先（貿主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合1胡副亀にお尋ねください。

----はい

5 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

は

6 あなたは、令和3年分、令和4年分及び令和5年分の所得税で、

今回売却した自宅以外の居住用家屋について、住宅借入金等特別控除、

特定増改築住宅借入金等特別控除（いわゆる「住宅ローン控除」）又は

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けていませんか？

（受けていない⇒「はい」、受けている⇒職員にお尋ねください。）

し＼

し＼は

7 あなたは、令和6年分の所得税の申告で、住宅ローン控除又は認定住宅

新築等特別税額控除の適用を受けませんか？

（ 受けない⇒ 「はい」 、 受ける⇒ 「いいえ」

皿は

裏面に続き

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

i

f

i

T

『
↓

【単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合】
転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に居住している場合であっ
ても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると認められ
るときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、居住の用
に供しているものに該当する（措通 31の3-2(1)、措通 35-6)。

【居住の用に供してる家屋が2以上あった場合】
個人がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している家屋
を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供し
工虹ゑと認められる一の家屋に限るものとする（措令20の3②)。

上
ます。

【家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合】
居住用家屋の所有者以外の者がその家屋の敷地の用に供されている土地等の全部又
は一部を有している場合において、その家屋（その家屋の所有者が有する当該敷地の用
に供されている土地等を含む。）の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の
金額（以下「長期譲渡所得の金額等」という。）が3,000万円に満たないときは、その満
たない金額は以下の要件の全てに該当する限り、その家屋の所有者以外の者が有する土
地等の長期譲渡所得の金額等の範囲内において、当該長期譲渡所得の金額等から控除で
きるものとする（措通35-4)。
また、譲渡の年の 1月 1日における所有期間が10年を超えている譲渡敷地について
も、以下の要件の全てに該当する場合、軽滅税率を適用した申告を認めることとして取
り扱う （措通31の3-19)。
(1) 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに譲渡されているものであること。
(2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にし
ていること。
(3) 譲渡家屋は、当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供し
ている家屋であること。

【家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合】
家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合におい
て、当該士地等の譲渡が以下の要件の全てを満たすときは、 3,000万円の特別控除の適
用ができるものとする（措通35-2)。
(1) 当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から 1年以内に締結
され、かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属
する年の12月31日までに譲渡したものであること。

(2)よ言唸筐塁昇言悶芸認聾。を締結した日まで、貸付けその他の用I
なお、以上の要件に加え、当該土地等ーが、その家屋が取り壊された日の属する年の
1月1日において所有期間が10年を超えるものである場合、軽減税率を適用した申告を
認めることとして取り扱う（措通31の3-5)。

（注） その取り壊しの日の属する年の 1月1日において所有期間が10年を超えない
家屋の敷地の用に供されていた土地等については、軽減税率の適用はない。

【居住用家屋の敷地の一部のみを売却した場合】
現存する居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等の一部を区分
して譲渡した場合、当該譲渡が当該家屋の譲渡と同時に行われたものであるときは、
3, 000万円の特別控除及び軽減税率の適用が可能である。
また、災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されている土地等の一部を区分し
て譲渡した場合、当該譲渡全てに3,000万円の特別控除及び軽減税率の適用が可能で
ある。

-1-



（令和6年分用）
ー・=:

自宅を売却した場合の特例チェックジート
① 3,000万円の特別控除の特例（措法35条1項）
②軽減税率の特例（措法31条の3)

チェックシートの解説（自宅を売却した場合の特例） （2/5) 

1氏 名l
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった

場合は、職員にお尋ねください。

※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的

で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

は し9

2
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

はい

3 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
※ 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

はい

4 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

-■•一 ----はい
5 あなたは｀売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

特
例
の
適
用
を

i

T
i
 

は

6 あなたは、令和3年分、令和4年分及び令和5年分の所得税で、

今回売却した自宅以外の居住用家屋について、住宅借入金等特別控除、

特定増改築住宅借入金等特別控除（いわゆる「住宅ローン控除」）又は

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けていませんか？

（受けていない⇒「はい」、受けている⇒職員にお尋ねください。）

し＼

は

7 あなたは｀令和6年分の所得税の申告で、住宅ローン控除又は認定住宅

新築等特別税額控除の適用を受けませんか？

（ 受けない⇒ 「はい」 、 受ける⇒ 「いいえ」

----はい

裏面に続きます。

し＼

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

T

T

T

『
↓

【特別の関係】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、

この特例の適用は受けられない（措法35②一括弧書、措令23②、措令20の3①各号、法令

4②)。マ9F息骨佑巧冨：血族（祖父母、父母、子、孫など）
ロ 譲渡者と生計を一にしている親族
ハ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族

二 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計をーにしている者

ホ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者

の親族でその者と生計を一にしている者

へ 譲渡者、譲渡者のイ、口及びハに該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人
の親族でその使用人と生計をーにしている者並びに二及びホに該当する者（以下、

これらを「同族関係者」という。）を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件

に該当することとなる法人

A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行

済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人

B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権

の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超

である法人

C 同族関係者及びA・Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決

権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%

超である法人

-2-



r 
（令和 6年分用）

"-----―、

自宅を売却した揚合の特例チェックジ一
① 3,000万円の特別控除の特例（措法35条1項）
②軽減税率の特例（措法31条の3)

卜 チェックジートの解説（自宅を売却した場合の特例） （3/5) 

［氏 名l
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった
場合は、職員にお尋ねください。
※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的
で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

は し9

2
 

あなたが、売却した自宅から転居しだのは令和3年1月2日以後ですか？

はい

3 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
※ 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の
一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

-----はい

4 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

はい

特
例
の
適
用
を
受
け

i

i

1
『
『

5 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、
職員にお尋ねください。

はい

6 あなたは、令和3年分、令和4年分及び令和5年分の所得税で、

今回売却した自宅以外の居住用家屋について、住宅借入金等特別控除、

特定増改築住宅借入金等特別控除（いわゆる「住宅ローン控除」）又は

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けていませんか？

（受けていない⇒「はい」、受けている⇒職員にお尋ねください。）

は し＼

7 あなたは、令和6年分の所得税の申告で、住宅ローン控除又は認定住宅

新築等特別税額控除の適用を受けませんか？

（ 受けない⇒ 「はい」 、 受ける⇒ 「いいえ」 ） 

---は

裏面に続き

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

T

T

[
『

【店舗併用住宅等の居住部分の判定】

その家屋の所有者が居住の用に供している部分及びその敷地の用に供されている

土地等の部分のみが特例の対象となり、居住の用に供している部分の判定は、家屋及び

その敷地の用に供されている土地等の別に次の算式により計算する。

なお、居住の用に供している部分がその家屋のおおむね90％以上である場合には、

その家屋の全部が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことが

できる（措通31の3-7、3-8)。

(1)家屋について

当該家屋のう
ちその居住の
用に専ら供し
ている部分の
床面積 A

(2) 土地について

当該土地等の
うちその居住
の用に専ら供
している部分
の面積

＋ 

＋
 

当該家屋のうちそ
の居住の用と居住
の用以外の用とに
併用されている部
分の床面積

当該土地等のうち
その居住の用と居
住の用以外の用と
に併用されている
部分の面積

X 
A 

A 十居住の用以外の用に専ら供
されている部分の床面積

x
 

当該家屋の床面積の
うち(1)の冥式により
計算した床面積

当該家屋の床面積

し9
ー・・
ます。
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（令和6年分用）

自宅を売却した場合の特例チェックジート
① 3,000万円の特別控除の特例（措法35条1項）
②軽減税率の特例（措法31条の3)

I氏 名I
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

し9

2
 

チェックジートの解説（自宅を売却した揚合の特例） （4/5) 

1 あなた（売却された方）は、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった

場合は、職員にお尋ねください。

※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的

で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

ー・は
あなたが、売却した自宅かヨ頭5したのは令和3年1月2日以後ですか？

【居住用財産の譲渡所得の課税の特例等を受ける場合】
← -—. --―’ -̀.----------バ ;ls年 4皐i5年 6年 7年 8年 9年，！〇隼・ 11年i

! "々 年： •士］1年1!! 2隼目］… l ： 
~ I 。 。。。! 0 ; 。; 3年に1B住宅を鶴誼し悧舅適用

9 ,、←9心•咲節和既—

虹頃演し特例遍用

:• 一 1― ::r
_d_l i I. I :.,. " I、―：□言言告戸：：
1, 

はい

3 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
※ 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

----はい
4 売却先（貿主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

----は
5 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

し＼

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

i

T

T

T

T

 
はい

6 あなたは、令和3年分、令和4年分及び令和5年分の所得税で、

今回売却した自宅以外の居住用家屋について、住宅借入金等特別控除、

特定増改築住宅借入金等特別控除（いわゆる「住宅ローン控除」）又は

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けていませんか？

（受けていない⇒「はい」、受けている⇒職員にお尋ねください。）
..● ● 99999•一999 9

で
き
ま
せ
i
 は

7 あなたは、令和6年分の所得税の申告で、住宅ローン控除又は認定住宅

新築等特別税額控除の適用を受けませんか？

（ 受けない⇒ 「はい」 、 受ける⇒ 「いいえ」

し9

]
『

→ 
゜

戸・・・旧住宅について居住用財産の譲渡所得の謀税の特例等を受ける場合

0 ..•住宅借入金等特別控除の適用あり

X ..•住宅借入金等特別控除の適用なし

● •・・居住年の翌年以後 3 年以内（※）に、旧住宅について居住用財産の譲渡所得の課税の特例等を受ける場

合には、住宅借入金特別控除を適用しない旨の修正申告及び納付が必要（措置法41の3)

※ 1日住宅を令和 2年3月31日以前に譲渡した場合は、居住年の翌年以後2年以内

令和 5年に居住用財産を譲渡し、令和5年分の確定申告において3,000万円の特別控除の特例（措

法35①)を適用している場合、令和5年分の修正申告書を提出して、 3,000万円の特別控除の特

例を撤回し、令和6年分において住宅借入金等特別控除（措法41：住宅ローン控除）を適用す

ることはできない。

⇒ 通則法I9①各号に掲げる修正申告臀の提出ができる事由に該当しない。
〇 令和3年に購入した住宅について住宅ローン控除を適用し、それ以前に居住していた旧住宅

地等を令和6年中に譲渡した場合は、当該譲渡について、 3,000万円の特別控除の特例（措法35

①)の適用を受けることはできない。

ただし、令和 3年分ないし令和 5年分の所得税については住宅ローン控除を適用しない旨の

修正申告又は期限後申告（納税を含訂。）をした場合は、令和6年分の所得税の申告において、

In住宅等の譲渡について3,000万円の特別控除の特例（措法35①)を適用することができる。

⇒ 令和2年度税制改正（令和2年4月1日より適用）により、住宅の取得と住宅の譲渡とい
う住宅政策上の類似の目的の特例の重複適用を排除する観点から、新規住宅をその居住用に

供した個人が、居住年の翌年以後3年以内の各年中に1日住宅等の譲渡をした場合において、

その者がその誤渡につき居住用財産の譲渡特例の適用を受けるときは、その者の適用期間の

各年分の所得税については、＇住宅ローン控除を適用しないこととされた。

旦
裏面に続きます。 ‘

’
 -4-



ー・凰表面からの続き

8 あなたは、令和4年分及び令和5年分の所得税の申告で、居住用財
産を売却した場合の特例の適用を受けていませんか？

（ 受けていない ⇒ 「はい」 受けている ⇒ 「いいえ」 ） 
《居住用財産を売却した揚合の特例》
3,000万円の特別控除（措法35条1項）、貿換え（交換）の特例（措法36条の2、36条の5)、
居住月財産の買換え等の揚合の譲渡損失の損益通算及び簸せ控徐の特例（措法41条の5)、
特定居住月財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控踪の特例 0腿 41条(})5(})2)

はい

チェックジートの解説（自宅を売却した場合の特例） （5/5) 

〗
『

9 あなたは、令和6年分の所得税の申告で、売却した自宅について
次の特例の適用を受けませんか？

（ 受けない⇒ 「はい」 、 受ける⇒
《特例》
固定資産の交換の特例（所法58条）、軽減税率の特例（措法31条の2).
成月等の特例（！昔法33条から33条の4)、
特定期問に取得した土地等の長期譲渡所得の特例（措法35条の2)、
低未禾」月土地等の長期譲渡所得の特例（｝昔法35条の3)、
買換え（交換）の特例（｝昔法36条の2、36条の5)、
特定の事業月資産の買換え等の特例（｝昔法37条、 37条の4、37条の8)

はい

「いいえ」

三
0
0
0
万
円
の
特
別
控
除
の
特
例
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

軽
減
税
率
の
特
例
の
判
定
に
進
み
ま
す
。

〗
一

3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができます。
（譲渡所得金額が3,000万円を越える場合は、次の「10」の項目に進んでください。）
※1 一千nc,<+L.;＾石に年9M^ 中牛→一＾什土加l^ 涵中大一曰仁＋"'""'"'-+ 今千n,<+L.;n.7'今

※ 

一※3 特

一皿

10 売却した自宅（国内に限る。）は、家屋及び敷地のいすれも平成25
12月31日以前に取得したものですか？
※ 相続、遺贈又は贈与により取得した場合は、前所有者が取得した日から起算します。

はい

軽減税率の特例の適用を受けることができます。
※1 令和4第i及び令和5年分の流需如〕申告でこの翔蕩茄靭克砂虹適用を到ナている揚合1お朝沢きません。
※2 令和6年分の所得税の申告で次の特例の適用を受ける場合は適用できません。
《特例》
固定貢産の交換の特例（所法58条）、軽減税率の特例（措法31条(/)2)、収用等の特例（措法33条から33条の3)、
低未因」月土地等の特例（措法35条の3)、買換え（交換）の特例（措法36条(/)2、36条の5)、
特定の事業円資産の員換え等の特例（措法37条、 37条の4、37条の5（同条5頂餘く。）、 37条の6、37条の8)

刃精9』は籾犀唱虚泣懇轡昂認惰尋ねください。

軽

減

税

率

の

特

例

の

適

用

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

特例の適用を受けるための添付書類

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例の適用に共通する必要な書類 チェック

I 
譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】

（又は土地等譲渡所得事前整理票）
口

軽減税率の特例の適用に必要な書類 チェック

［売却した自宅（家屋及⑲地）の豆記皇項証明書（又は不動産蓋号を記載した書類箋叶 ロ

【他の特例との重複適用について (3,000万円の特別控除）】

「被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の特別控除の特例（措法35条3項）」

⇒ 同年中に、①自宅（措法35条1項適用）と、②被相続人の自宅（措法35条3項
適用）を売却した場合、特別控除の上限が合わせて3,000万円となることに

留意する（措通35-7なお書）。

（注） 譲渡契約締結日の前日において、住民葉記載の住所と譲渡賓産の所在地が異なる等の滉合には、戸籍の附票の写し、消踪された
戸籍の附禁の写しその他の書類で譲渡資産を居住の用に供していたことなどを明らかにする害類の添付が彩要となります。

［家屋を増改築した場合】

家屋の取得後改良、改造等を行った土地建物等については、その改良、改造等の時期

にかかわらず、当該土地建物等の取得をした日によるものとする（措通31• 32共ー 6)

【敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合】

家屋とともに敷地の譲渡があった場合において、譲渡の年の 1月1日における所有

期間が10年を超える部分とその他の部分があるときは、その敷地のうち10年を超える

部分のみが、軽減税率の適用が可能となる（借地権の部分と底地の部分とに区分して

判定するものであるときは、当該土地のうち譲渡の年の 1月1日における所有期間が

10年を超える部分のみが軽減税率の適用が可能となる。） （措通31の3-4) 

-5-



（令和 6年分用）

自宅D躙奥え等濃合鴎蔚踪映の損却勇算及び
繰越控除の特例（措法41条の5)チェックシート

【住宅ローンで新しい自宅を取得する場合】

チェックジートの解説（措法41条の5)(1/5) 

1氏名

◇ 各質問に対して「はい」、「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 あなた頃去された方）は売却した自宅こついて識閲員失力吐じていますか？

」•』ばい
2 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？

単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か

]
『

こと認められる家屋や、別荘、仮住まいなと一時的な口げ•

で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。 、

はい

3 あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

ー・L．はい
4 あなたが、売却した自宅を取得したのは平成30年12月31日以前ですか？

はい

5 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
※ 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

の
適
用
を
受

]
『

]

I

]

はい

6 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合1胡競員にお尋ねください。

はい

7 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

」
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

]

『

]

一

[

-

【単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合】

転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に居住している場合であっ

ても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると認められ

るときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、居住の用

に供しているものに該当する（措通31の3-2(1)、措通41の5-18)。

【自宅が2か所あった場合】

個人がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している家屋

を＝以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供し

ていると認められる一の家屋に限るものとする（措令26の7⑨)。

【家屋及びその敷地のうち、所有期間が5年以下である場合の取扱い】

家屋とともにこれらの家屋の敷地で、その年の 1月1日において所有期間が5年を超

えるものを譲渡した場合には、特例に該当することとなるため、譲渡損失の金額の計算

は、その家屋及び士地等に係る譲渡損益の合計額により行うこととなる。

したがって、そのいずれか一方の資産に係る譲渡損失のみをもって居住用財産の譲渡

損失の金額の計算をすることはできない（措通41の5-3)。
なお、その家屋又は敷地のいずれか一方のその年 1月1日における所有期間が5年以

下であるときは、その譲渡損失についてはこの特例を適用することはできない。

【敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合】

家屋とともにこれらの家屋の敷地である士地等の譲渡があった場合において、その土

地等のうちにその年の 1月1日における所有期間が5年を超える部分とその他の部分
があるときは、その土地等のうち、 5年を超える部分のみが該当する（措通41の5-4)。

旦
裏面に続きます。
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,.. （令和6年分用）

一自宅渭暉え等別場合の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除の特例（措法41条の5)チェックジート
【住宅ローンで新しい自宅を取得する場合】

チェックジートの解説（措法41条の5)(2/5) 

―ヽ

［氏名

◇
 
各質問に対して「はいI、「いいえ 1を0で同みながらお進みください。

ー あなた債去逹れた方）は売却した自宕こついて戯閲賑が生じていますか？

-----は

2 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった

場合は、職員にお尋ねください。

※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的
で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

はい

し＼

3
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

は

4
 

し＼

あなたが、売却した自宅を取得したのは平成30年12月31日以前ですか？

はい一の所有名義でしたか？ョ 家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

ください。

はい

6 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合l胡競員にお尋ねください．

は

特
例
の
適
用
を
受
け
る
一

"

1
 

.. 

〗
『
〖
『]
I
]『

5
 

し＼

7 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（専務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

(

`

 

・ はい

裏面に続きます。

で
き
ま
せ
ん
。

]

『

]

『

一

【家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合】

家屋の所有者以外がその敷地（譲渡の年の 1月1日で所有期間が5年超）の全部又は

一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った譲渡

が、以下の要件を全て満たすときは、これらの者がともにこの特例を受ける旨を申告

したときに限り、その申告が認められる（措通41の5-11)。

(1) その敷地が家屋とともに譲渡されており、その譲渡のときにおいて家屋の所有者

が敷地の所有者とともに居住の用に供していること（家屋の所有者が居住の用に供

されなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されて

いる場合（A)は、居住の用に供されなくなった時の直前においてこれらの者が居住

していること）。

(2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者が、次のいずれにも該当する資産の取得を

していること

家屋及びその敷地が、国内にあるものであること。

家屋及びその敷地が、譲渡収入金額の割合に応じて、その全部又は一部を取得

しているものであること（取得価額が譲渡収入金額を超える場合は、その者が支

出した額を加算した金額）

家屋及びその敷地が、買換資産の取得期限内に取得されているものであること。

その取得した家屋は、買換資産をその居住の用に供すべき期間内に家屋及び

その敷地の所有者がともに居住の用に供しているものであること。

(3) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とは、譲渡の時 ((A)の場合は、その居住

の用に供されなくなった時）から買換資産を居住の用に供するまでの間、親族関係

を有し、かつ、生計を一にしていること。

(4) 家屋の所有者とその敷地の所有者のそれぞれが、損益通算の特例の適用を受ける

場合は、買換資産を取得した日の属する年の12月31日、繰越控除の特例の適用を受 ＇

ける場合はその適用を受ける年の12月31日、において買換資産に係る住宅借入金等

の金額を有していること。

※1 譲渡家屋の所有者（敷地の一部を所有している場合を含む。）がその家屋の譲

渡につき特例を適用しない場合には、譲渡敷地の所有者についてこの特例を適

用することはできない（その家屋の所有者に譲渡損失の金額又は通算後譲渡損

失の金額がない場合、所法69条による損益通算及び同法70条第1項又は第2項

による純損失の繰越控除適用後において控除すべきその年の総所得金額等がな

い場合、合計所得金額が3,000万円を超える場合を除く。），

※2 譲渡敷地の所有者がその敷地の譲渡につき損益通算の特例を受ける場合に

は、譲渡家屋の所有者のその家屋の譲渡については、居住用財産に係る課税の

特例（措法31の3、35①、 36の2又は36の5)の適用を受けることはできない

（ローン控除は適用可能）。
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自宅D躙奥え等直合の譲如鉄の損益通算及び
繰越控除の特例（措法41条の5)チェックジート

【住宅ローンで新しい自宅を取得する場合】

チェックジートの解説（措法41条の5)(3/5) 

1氏名

◇
 
各質闘に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

ー あなた債虫述れた方）は売却した自宅について識閲珀功吐じていますか？

し＼皿 l古
2 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？
※ 1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった

場合は、職員にお尋ねください。

※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的

で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

はい

3
 
あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

は l, 9 

4
 
あなたが、売却した自宅を取得したのは、平成刃年12月31日以前ですか？

はい

5 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷

さい＝ はい
6 売却先（質主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください．

は

特
例
の
適
用
を
受
け
る
一

]
『

1

]

『

]

-

→i  

し＼

7 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、

職員にお尋ねください。

で
き
ま
せ
ん
。一●●

]

『

]

『

【家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合】

家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合におい

て、当該譲渡した士地等の譲渡が以下の要件を全て満たす限り、その土地等は当該特例

を適用することができる。

ただし、その土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家してその土地等を譲渡

する場合のその土地等は当該特例を遥用することができる譲渡資産に該当しない（措通

41の5-5)。

(1) その土地等は、その家屋が取り壊された日の属する年の 1月1日におい， 属されするか年つの、i 
が5年を超えるものであること。

(2) その士地等は、その譲渡契約が家屋を取り壊した日から 1年以内に締結

その家屋をその居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の

12月31日までに譲渡したものであること。

(3) その上地等は、家屋を取り壊した後譲渡契約を締結した日まで、貸付けその他の用

に供していないものであること。

※ その取り壊しの日の属する年の 1月1日において所有期間が5年を超えない家

屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡に係る譲渡損失については、この特例の

適用はない。
―` 9 9● ● 9 9, — —• • -• 

【居住用家屋の敷地の一部のみを売却した場合】

居住用家屋（居住の用に供されなくなったものを含む。）の敷地の用に供されている

土地等、災害により滅失したその家屋の敷地の用に供された土地等、又は、上記【家屋

を取り壊し敷地のみを売却した場合】に定める取り壊した家屋の敷地の用に供された土
~ 

地等の一部を区分して譲渡した場合には、次の点に留意する（措通41の5-9)。

に 以

る

(3) 

旦
裏面に続きます。
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,.. ＝ 文
自宅D買換え等の場合の譲即損失の損益通算及び
繰越控除の特例（措法41条の5)チェックジート

【住宅ローンで新しい自宅を取得する場合】

ヽ

チェックジートの解説（措法41条の5)(4/5) 

ヽ

【特別の関係】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、こ

の特例の適用は受けられない（措法41の5⑦-、措令26の7④、法令4②③)。

一［氏名

◇
 
各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

ー あなた債因逹れた方）は売却した自宅について議濶彫功吐じていますか？

・は

2 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった
場合は、職員にお尋ねください。
※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的
で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

はい

し＼

3
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

は し9

4
 

あなたが、売却した自宅を取得したのは平成30年12月31日以前ですか？

はい

5 売却した自宅（家屋）はあなたの所有名義でしたか？
※ 家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の
一部のみを売却した場合は、職員にお尋ねください。

• l l- - I●1•一土り
6 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

はい

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で

5

1

,

 

]

『

]

『

]

-

L

-

『

-

7 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、
職員にお尋ねください。

はい

裏面に続きます。

゜

イ 譲渡者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）

ロ 譲渡者と生計を一にしている親族
ハ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族

二 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計を一にしている者

ホ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者

の親族でその者と生計を一にしている者
へ譲渡者、譲渡者のイ、口及びハに該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人
の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに二及びホに該当する者（以下、

これらを「同族関係者」という。）を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件

に該当することとなる法人
A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行
済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人
B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権
の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超
である法人
C 同族関係者及びA・Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決
権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%
超である法人

【居住用家屋の敷地等の判定（店舗併用住宅であった場合）】

その家屋の所有者が居住の用に供している部分及びその敷地の用に供されている

土地等の部分のみが特例の対象となり、居住の用に供している部分の判定は、家屋及び

その敷地の用に供されている土地等の別に次の算式により計算する。

なお、居住の用に供している部分がその家屋のおおむね90％以上である場合には、

その家屋の全部が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことが

できる（措通31の3-7、31の3-8、41の5-18)。

(1) 家屋について

当該家屋のう
ちその居住の
用に専ら供し
ている部分の
床面積 A

(2) 土地について

当該土地等の
うちその居住
の用に専ら供
している部分
の面積

＋ 

＋ 

当該家屋のうちそ
の居住の用と居住
の用以外の用とに
併用されている部
分の床面積

当該土地等のうち
その居住の用と居
住の用以外の用と
に併用されている
部分の面積

X 

X 

A 
A 十居住の用以外の用に専ら供
されている部分の床面積

当該家屋の床面積の
うち{1)の笠式により
計算した床面積
当該家屋の床面和

-9-



・ー表面からの続き 特

｀ビ丑言正塁 三！ご：：以11上の家屋）をlしとる例
はい

9 新しい自宅に、取得した翌年の年末までに居住（予定）しましたか？

・はい

10 新しい自宅に係る住宅借入金等（いわゆる「住宅ローン」）がありますか？
※1 令和7年中に新しい自宅を取得予定である方は職員にお尋ねください。
雰マ＝9「雰冒'•関で勺百＇ ’ 室雰霞雰霞＇ 75m9霜＂尺雰＝—貞還期間が10年
以上のものに限ります。

※3 繰上償還を行っている場合の償還期間は、当初の契約により最初に償還した月から、
繰上償還により短縮された最終の償還月までの期間となります。

は い

11 あなたは、令和3年分から令和6年分までの所得税の申告で、
居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けていませんか？

（ 受けていない ⇒ 「はい」、 受けている ⇒ 「いいえ」 ） 
※1 令和4年分及び令和5年分において次の特例
軽減税率の特例（措法31条の3)、
3,000万円の特別控踪（措法35条1項(3項の規定による適用を除く。））、

※2 令和3年分、令和4年分及び令和5年分において次の特例
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益湧算の特例（措法41条の5第1項）

※3 令和3年分、令和4年分、令和5年分及び令和6年分において次の特例
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例（指法41条の5の2第1項）

・はい

りの適用を受けることができま竺2
※ 売却した自宅の敷地の面積が500州を超える方は職員にお尋ねください。

チェックジートの解説（措法41条の5)(5/5) 

適
用
を
受

]
『

J
と
は
で
き
ま
せ
ん

i
 一

［買換資産の取得時期】

- 1間9悶喜：ば‘る竺：：塁］覧呼芯］店晶賃嘉言翌四90の属する年の翌年12月31日までの
くやむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合＞
この特例を受けようとする者が、取得期限までに買換資産に該当する家屋を取得でき
なかった場合であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすときは、その家屋は、取

得期間内に取得されたものとして取り扱われる（措通41の5-13)。
① 買換資産に該当する家屋を取得期間内に取得する契約を締結していたにもかかわ
らず、その契約の締結後に生じた災害その他その者の責めに帰せられないやむを得な

—→I ②い言芯芦閲古畠麟謬言謬謬認雷言←に締結し、
かつ、同日までにその取得した家屋をその者の居住の用に供していること。
【買換資産に係る住宅借入金等】
買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において、その買換資産に係る住宅借
入金等の金額を有していることが必要である（措法41条の5⑦-)。
くやむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合＞
「やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合」は、当該家屋の取得の日
において買換資産に係る住宅借入金等を有しているかどうかにより判定する（措通41の
5-13)。

I 特例の適用を受けるための添付書類 }— I 

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付 書 類 チェッタ

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】
1 口
（又は土地壁譲婆匝箇蔓前騒坦墨）

2 居住且固直の謎渡捐朱の金額の咀鍾書《確定申告書付表》 口

3 売却した自宅（家屋及び敷地）の豆記蔓遺証咀言 0又は王動産匿呂を記盟した書類）笠 口

4 新しく取得した自宅（家屋及び敷地）の登記事項証明書 Oくは不動産番号を記載した書類）等 口

新しく取得した自宅の令和6年末における住宅借入金等の残高証明書
5 口
｛注）「住宅ローン控踪の適用里請書」を調書互式に対応した金憩機関に捉出した揚合は不要

（注） 譲渡契約締結日の9u日において、住民票記載の住所と譲渡資産の所在池が巽なる等の滉合には、p籍の附禁の写し` 消踪された戸籍
の附禁の写しその他の書頚で譲渡資産を居住の用に供していたことなどを明らかにする書類の添付が必要となります。
〇 翌年以降に繰越控除を受ける協合は、譲渡した年分の確定申告書を期限内に提出し、その後において連続して確定申告害を捉出し、
かつ、繰越控踪の特例の滴用を受ける年分の確定申告書（損失申告用）を提出する彩要があります。
※ 紐越控踪の特例の適用は` 合計所得金額が3,000BF'I以下の年分、かつ、譲渡した土池の面積力もq泣fまでの部分に限ります。

【過去にこの特例（措法41条の5)や措法41条の5の2の適用を受けている場合】
次の場合には、この特例の適用を受けることができない（措法41の5①)
① 自宅を売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他の自宅の譲渡損失
について、自宅の買換え等の場合の譲渡損失の世ー一通算の特例 （措法41条の5①)
の適用を受けている場合
② 自宅を売却した年、又は自宅を売却した年の前年以前3年以内の年において生じ
た他の自宅の譲渡損失について、特定の自宅の譲渡損失の損益通停の特例（措法41
の5の2①)の適用を受ける場合又は受けている場合
（注） 「質越控除の特例I（措法41の5@、措法41の5の2含J）については、本年の
特例適用に影響がないことに留意する。

【500rriを超える部分の計算】
譲渡資産の土地等の面積が500:triを超える部分に相当する金額は繰り越すことができ
ない（措法41の5⑦三）。
ただし、譲渡資産の土地等の面積が500:triを超える場合であっても、譲渡損失の全額
を譲渡した年分の損益通算の対象とすることができる（措法41条の 5⑦三）。

（計算例）1荘濯改r生(/)敷地面積 ．．．． 6（)0 ]ll 

居il:Iil財ifiu)誼渡担＇火 U)令額 ・・・・ 2.000万円
（内、 I：地：一係る，；段渡担失I].)伶額 ・・・・ 1.500 IjPl) 
給り・ドlit加）令額 ・・・・ 1.000万円

tiIむihij;】
1.50()万りI . GOO lll-500 ni 

(2.000万円ー 1.000万円） ’y' y 
2,000 Jj円 600Ill 

-cc 125 l)i'l • • ・． 粕趙腔除の対象とならなしヽ担失

【 ••1.1年以降・ヽ繰り述されな淡渡拒＇:J..::)

2會000Jjf'J 1.000 ljf'l 125 Jjf') 875り1『I
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（令和 6年分用）r・-皿-■IIIl■lll lll11111- —,. l■ --ーIII■ -●llIIIIIIIIllIIIII"IIIl̀ 

特定の自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
の特例（措法41条の5の2)チェックジート

【自宅の売却額より住宅ローンの残高が多い場合】

チェックジートの解説（措法41条の5の2)(1 /4) 

.. 
..9-9 -99-員

［氏名

◇
 
各質問に対して「はい I、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

【単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合】
転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に居住している場合で
あっても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると
認められるときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋は、その者にとっても、
居住の用に供しているものに該当する（措通31の3-2(1)、措通41の5の2-7)。

【自宅が2か所あった場合】
個人がその居住の用に供している家屋とし、その者がその居住の用に供している

家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に
供していると認められる一の家屋に限るものとする（措令26の7の2⑦)。

ー あなた債去逹れた方）は売却した自宅について諷測影たが生じていますか？

2
 

ーは

売買契約の日の前日において、売却した自宅に係る住宅借入金等

（いわゆる「住宅ローン」）がありますか？
※1 住宅ローンは金融機関や（独）住宅金融支援機構などからの借入金で、償還期間が10年以

上のものに限ります。

※2 繰上償還を行っている場合の償遠期間は、当初の契約により最初に償還した月から、

繰上償還により短縮された巌終の償還月までの期間となります。

はい

l, 9 

3 売買契約の日の前日における住宅ローンの額は、自宅の譲渡価額より

高額ですか？
※ 特例の対象となる譲渡損失の金額は、住宅ローンの額と自宅の譲渡価額の差額が限度となります。

・はい

4 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？
※1 単身赴任等のため、配偶者や扶養躙族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった
場合は、職員にお尋ねください。

・ロー じた己夏められる家屋や)ii]荘、仮

で居住している家屋を売却した場合は特例の適用は受けられません。

・はい

]
『

5
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

特

例

の

適

用

を

受

け

る

一こ
と
は
で
き

_

_

 

1

1

 

]

-

]

『

]

-

]

-

は し9

6
 
あなたが、売却した自宅を取得したのは平成改）年12月31日以前ですか？

し＼

7 
「
―■9嘔’げ了＇＇ 〒響宮＇ '員で匹示しごさい

皐は
裏面に続きます。

l, 9 
ヽ
I
-
`

【家屋及びその敷地のうち、所有期間が5年以下である場合の取扱い】
家屋とともにこれらの家屋の敷地で、その年の 1月1日において所有期間が5年を
超えるものを譲渡した場合には、特例に該当することとなるため、譲渡損失の金額の
計算は、その家屋及び土地等に係る譲渡損益の合計額により行うこととなる。
したがって、そのいずれか一方の資産に係る譲渡損失のみをもっそ居住用財産の譲渡
損失の金額の計算をすることはできない（措通41の5-3、41の5の2-7)。
なお、その家屋又は敷地のいずれか一方のその年 1月1日における所有期間が5年
以下であるときは、その譲渡損失についてはこの特例を適用することはできない。

【敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合】
家屋とともにこれらの家屋の敷地である土地等の譲渡があった場合において、その
土地等のうちにその年の 1月1日における所有期間が5年を超える部分とその他の
部分があるときは、その土地等のうち、 5年を超える部分のみが該当する（措通」1の5-4)。

→ 

【家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合】
家屋の所有者以外がその敷地（譲渡の年の 1月1日で所有期間が5年超）の全部
又は一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った
譲渡が、以下の要件を全て満たすときは、これらの者がともにこの特例を受ける旨を
申告したときに限り、その申告が認められる（措通41の5の2-4)。

(1) その敷地が家屋とともに譲渡されており、その譲渡のときにおいて家屋の所有者
が敷地の所有者とともに居住の用に供していること（家屋の所有者が居住の用に供
されなくなった日から 3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されてい
る場合は、居住の用に供されなくなった時の直前においてこれらの者が居住してい
ること）。
(2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者のそれぞれが、譲渡に係る契約を締結した
日の前日においてその譲渡家屋及びその敷地に係る住宅借入金等の金額を有してい
ること。
※1 譲渡家屋の所有者（敷地の一部を所有している場合を含む。）がその家屋の
譲渡につき特例を適用しない場合には、譲渡敷地の所有者についてこの特例を
適用することはできない（その家屋の所有者に譲渡損失の金額又は通算後譲渡
損失の金額がない場合、所法69条による損益通算及び同法70条第1項又は第2
項による純損失の繰越控除適用後において控除すべきその年の総所得金額等が
ない場合、合計所得金額が3,000万円を超える場合を除く。）。 I 
※2 譲渡敷地の所有者がその敷地の譲渡につき損益通算の特例を受ける場合にl
は、譲渡家屋の所有者のその家屋の譲渡については、居住用財産に係る課税の
特例（措法31の3、35①、 36の2又は36の5)の適用を受けることはできないI
（ローン控除は適用可能）ロ
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（令和 6年分用）

特定の自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

の特例（措法41条の5の2)チェックジート
【自宅の売却額より住宅ローンの残高が多い場合】

チェックジートの解説（措法41条の5の2)(2/ 4) 

1氏名

◇
 
各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

ー あなた⑯因述れた方）は売却した自宅について載胆眩力吐じていますか？

l, 9 

2
 

・ は
売買契約の日の前日において、売却した自宅に係る住宅借入金等

（いわゆる「住宅ローン」）がありますか？
※1 住宅ローンは金融機関や（独）住宅金融支援機構などからの借入金で、償還期間が10年以

上のものに限ります。

※2 繰上償還を行っている場合の償還期間は、当初の契約により最初に償還した月から、

繰上償還により短縮された最終の償還月までの期間となります。

はい

3 売買契約の日の前日における住宅ローンの額は、自宅の譲渡価額より

高額ですか？
※ 特例の対象となる譲渡損失の金額は、住宅ローンの額と自宅の譲渡価額の差額が限度となります。

・ はい

4 あなたは、売却した自宅にお住まいでしたか？、
※ 1 単身赴任等のため、配偶者や扶養親族のみが居住していた場合や、自宅が2か所あった

場合は、職員にお尋ねください。

※2 特例の適用を受ける目的で入居したと認められる家屋や、別荘、仮住まいなど一時的な目的

で居住している家屋を売却した場合は、特例の適用は受けられません。

----はい

5
 

あなたが、売却した自宅から転居したのは令和3年1月2日以後ですか？

・ は し＼

6
 
あなたが、売却した自宅を取得したのは、平成改）年12月31日以前ですか？

は• 
7 売却した自宅（家屋）はあなたのI1i親往諷，！4，ぬ？，

屋を取り壊し敷地のみを売却した場合、敷地の

し1

--•一上
裏面に続きます。

l, 9 

特
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1

1

1

1

1

-
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-
]
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し9

・ー一、

【家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合】

家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた上地等を譲渡した場合におい

て、当該譲渡した土地等の譲渡が以下の要件を全て満たす限り、その土地等は当該特例

を適用することができる。

ただし、その士地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家してその土地等を譲渡

する場合のその士地等は当該特例を適用することができる譲渡資産に該当しない（措通

41 の 5-5 、 41 の 5 の 2- 7)。•

（1) その土地等は、その家屋が取り壊された日の属する年の 1月1日において所有期間l
が5年を超えるものであること。

(2) その土地等は、その譲渡契約が家屋を取り壊した日から 1年以内に締結され、かつ、；

その家屋をその居住の用に供されなくなった日以後3年を経過す

12月31日までに譲渡したものであること。

(3) その土地等は、家屋を取り壊した後譲渡契約を締結した日まで、

に供していないものであること。

※ その取り壊しの日の属する年の 1月1日において所有期間が

屋の敷地の用に供されていた土j

適用はない。

【居住用家屋の敷地の一部のみを売却した場合】

居住用家屋（居住の用に供されなくなったものを含む。）の敷地の用に供されている

士地等、災害により滅失したその家屋の敷地の用に供された土地等、又は、上記【家屋

を取り壊し敷地のみを売却した場合】に定める取り壊した家屋の敷地の用に供されてい

た上地等の一部を区分して譲渡した場合には、次の点に留意する（措通4]の5-9、4]の

5の2-7)。
’―-̀ ‘ ‘`‘—· 9 皿̀"̂  `“・― 込 ”―̀ -̂ -” -- - 9 ←ー 、 上ヽ―--

l(1) 現に存する家屋の敷地の用に供されている土地等の一部の譲渡である場合

し、 その譲渡がその家展の譲渡と同時に行われたものであるときは該当する。

1(2) 災害跡地の一部の譲渡である場合

！ その災害のあった日（居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合

l には、その居住の用に供されなくなった日）から、同日以後3年を経過する日の属す
I る年の12月31日までに行われた譲渡は、全て該当する。 μ 

1(3) 取壊し跡地の一部の譲渡である場合

し【家屋を取り壊し敷地のみを売却した場合】により判定する。
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・ 表面からの続き

8 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合1胡競員にお尋ねください。

はい

9 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※ 店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、
職員にお尋ねください。

チェックジートの解説（措法41条の5の2)(3/ 4) 

し9

し9
ニ

4

」•ーは
10 あなたは、令和3年分から令和6年分までの所得税の申告で、
居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けていませんか？

（ 受けていない ⇒ 「はい」、 受けている ⇒ 「いいえ」 ） 
※1 令和4年分及び令和5年分において次の特例
軽減税率の特例（措法31条の3)、
3,000乃円の特別控踪（措法35条1項(3項の規定による適用を踪く。））、
買換え（交換）の特例（措法36条の2、36条の5)

※2 令和3年分、令和4年分、令和5年分及び令和6年分において次の特例
居住用財産の莫換え等の揚合の譲渡損失の損益通箆の特例（摺法41条の5第11頁）

※3 令和3行分、令和4年分及び令和5年分において次の特例
特定居住用財産の譲渡損失の撲益適算の特例（措法41条の5の2第11頁）

---は

いいえ... 
特例の適用を受けることができます。

』
J
—
·

用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

I 特例の適用を受けるための添付書類 l-l 

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付 書 類 チェック

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】
1 
（又は土地等譲渡匝箇事前整理罠）

ロ

2 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明縄書《確定申告書付表》 口

3 売却した自宅（家屋及び敷地）の登記蔓項証明言 0又は杢動底醤呂を記魃した書醤2等 口

4 売却した自宅の住宅借入金等の残高証明書（売買契約を締結した日の前日のもの） 口

（注）譲渡契約締結日の前日において、住民療記載の住所と譲渡資産の所在地が異なる等の揚合には、戸籍の附禁の写し、消除された戸籍
の附禁の写しその他の書類で譲渡資産を居住の用に供していたことなどを明らかにする書額の添付が必要となります。
〇 翌年以降に繰越控踪を受ける場合は、譲渡した年分の確定申告書を期限内に捉出し、その後において連続して確定申告書を提出し、
かつ、繰越控除の特例の適用を受ける行分の確定申告書（摂失申告用）を提出する舒要があります。
※ 紐越控踪の特例の適用は合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ります。

【特別の関係】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、こ

の特例の適用は受けられない（措法41の5の2⑦-、措令26の7の2③、法令4②⑬))。

一イ 譲渡者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）ロ 譲渡者と生計を一にしている親族
ハ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族

二 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計を一にしている者

ホ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者

の親族でその者と生計をーにしている者

へ 譲渡者、譲渡者のイ、口及びハに該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人
の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに二及びホに該当する者（以下、

これらを「同族関係者」という。）を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件

に該当することとなる法人

A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行

済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人

B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権

の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超

である法人

C 同族関係者及びA・Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決

権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%

超である法人

-13-



・表面からの続き

8 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

・はい

9 あなたは、売却した自宅の全てを住まいとして利用していましたか？
※ 店舗（事務所）や貸駐車場など、あなたの住まいとして利用していない部分があった場合は、
職員にお尋ねください。

いいえ
IV~ 

チェックジートの解説（措法41条の5の2)(4/ 4) 

→ 
・はい

10 あなたは、令和3年分から令和6年分までの所得税の申告で、
居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けていませんか？

（ 受けていない ⇒ 「はい」、 受けている ⇒ 「いいえ」 ） 
※1 令和4年分及び令和5年分において次の特例
軽減税率の特例（措法31条の3)、
3,000万円の特別控踪（措法35条1項(3項の規定による適用を除く。））、

-g.#合9世併だ醗fI5日社9歪，l'喋＇マ雰r特口
居住用財産の買換え等の場合の［襄渡損失の損益通算の特例（措法41条の5第1項）

裟3 令和3年分、令和4年分及び令和5年分において次の特例
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例（措法41条の5の2第1項）

--●  ·—『l 1 

・はい

叫

⇒

I特例の適用を受けることができます。
ま
せ
ん
。」|-.

I 特例の適用を受けるための添付書類 )-
I 

このチェックシートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付 書 類 チェック

1 
譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】

（又は土地等譲渡所侵事前整嬰票）
ロ

2 特定巨住用財産の譲渡樋失の金額の明繍書《確定申告書付表》 口

3 売却した自宅（家屋及び敷地）の豆記皇盟証咀書（又は杢動産器号を記載した書甕）等 口

4 売却した自宅の住宅借入金等の残高証明書（売買契約を締結した日の前日のもの） 口
（注）譲渡契約締結日の前日において、住民栗記載の住所と譲渡資産の所在地が異なる等の場合には、戸籍の附票の写し、消除されだ戸籍
の附禁の写しその他の醤顆で譲渡資産を居住の用に供していたことなどを明らかにする書類の添付が必要となります。
〇 翌年以降に繰越控踪を受ける場合は、譲渡した年分の確定申告書を期限内に掟出し、その後において連続しq碓疋申告書を邸出し、
かつ、繰越控除の特例の適用を受ける年分の確定申告書（損失申告用）を提出する必要があります。
※ 繰越控踪の特例の適用は、合計所得金額が3,CXX)万円以下の年分に限ります。

【居住用家屋の敷地等の判定（店舗併用住宅であった場合）】

その家屋の所有者が居住の用に供している部分及びその敷地の用に供されている

土地等の部分のみが特例の対象となり、居住の用に供している部分の判定は、家屋及び

その敷地の用に供されている士地等の別に次の算式により計算する。

なお、居住の用に供している部分がその家屋のおおむね90％以上である場合には、
その家屋の全部が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことが

できる（措通31の3-7、31の3-8、措通41の5の2-7)。

(1) 家屋について

当該家屋のう 当該家屋のうちそ
ちその居住の の居住の用と居住

A 用に専ら供し ＋ の用以外の用とに )( 

A 十居住の用以外の用に専ら供
ている部分の 併用されている部
床面積 A 分の床面積 されている部分の床面租

(2) 土地について

当該土地等の 当該土地等のうち 当該家屋の床面積の

うちその居住 その居住の用と居 うち11)の算式により
の用に専ら供 ＋ 住の用以外の用と X 計算した床面積

している部分 に併用されている 当該家屋の床面積

の面積 部分の面積

【過去にこの特例（措法41条の5の2)や措法41条の5の適用を受けている場合】

次の場合には、この特例の適用を受けることができない（措法41の5の2①)。

① 自宅を売却した年の前年以前 3年以内の年において生じた他の自宅の譲渡損失

について、特定の自宅の譲渡損失の損益通算立と特例（措法41の5の2①)の適用を

受けている場合

② 自宅を売却した年、又は自宅を売却した年の前年以前3年以内の年において 生

じた他の自宅の譲渡損失について、自宅の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の

皿（措法41条の5Q:2)の適用を受ける場合又は受けている場合

（注） 「繰越控除の特例」（措法41の5④、措法41の5の2④しについては、二t

特例適用に影唇がないことに留意する。
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（令和 6年分用）

被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円

の特別控除の特例（措法35条3項）チェックシート
①亡くなる直前まで自宅に目住していた爆合

I氏 名I
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

2
 

1 あなた（売却された方）は、売却した家屋とその敷地について所在地の

市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けていますか？

・は

被相続人が亡くなったのは、 令和3年1月2日以後ですか？

・は

し9

l, 9 

3 あなたが売却した家屋とその敷地は、その被相続人から相続又は遺贈に

より取得したものですか？
※1 家屋のみ取得又は家屋の敷地のみ取得した場合は、特例の対象とはなりません。

※2 区分所有建物（マンション等）は特例の対象とはなりません。

・はい

4 売却した家屋には、被相続人が、亡くなる直前まで、 1人で住んでいま

したか？

l, 9 

5
 

---は

被相続人は、亡くなる直前まで、売却した家屋の全てを住まいとして利

― --・__ 9●● 9■99 9-99999999 9999999 9 ■-
※ 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合や

住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

- -●9 

・は し9

6 売却先（貿主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

・は

〗
一]
『

]
『

]

I

 

特

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

し9

7 あなたが売却した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもので

すか？

]
『

]
『

し＼

（
 

」 は

裏面に続きます 。

で
き
ま
せ
ん
。

チェックジートの解説（措法35条3項） (1 / 4) 

【店舗や事務所など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合】

店舗併用住宅の場合は、被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、相続開始直前にお

ける被相続人居住用家屋の床面積のうちに、その相続開始直前における被相続人の居住

の用に供されていた部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分

とされている（措令23③、措通35-15、31の3-7)。

店舗併用住宅の敷地等については、被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額

に、相続開始直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積（敷地にあってはその敷

地の面積をいい、借地権等の権利にあってはその敷地の面積をいいます。）のうちにそ

の相続開始直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積に占める割合

を乗じて計算した金額に相当する部分とされている（措令23④)。

※ ただし、相続開始後も、被相続人の住まいとして利用していない咽／について、引

続き相続人等が店舗立貸駐車場等に利用していた場合は、被相続人居住用家屋の全部

について特例の適用を受けることができないこととなる（措法35③ーイ）。

【住まい用の離れや倉庫があった場合】

被相続人の居住の用に供されていた家屋が複数の建築物からなる場合は、そのうち被

相続人が主として居住の用に供していたと認められる一の建築物のみ（被相続人居住用

家屋）がこの特例の適用対象となる。例えば、被相続人が主として居住していた母屋と

は別棟の離れや倉庫、蔵、車廂などを一体として居住の用に供していたとしても、その

母屋部分のみがこの特例の適用対象になる（措令23⑧、措通35-10、31の3-2)。

その敷地についても、この特例の対象とされるのは、その敷地である一団の土地の上

に複数の建築物がある場合には、上記の例でいうと、その上地のうち、その士地の面積

に、主として居住の用に供していた母屋と母屋以外の離れなどの床面積の合計のうち

に、その母屋の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る士地の部分に限るもの

（被相続人居住用家屋の敷地等）とされている（措令23⑨)。

算式

一団の土地
の面積（A) x

 

被相続人居住用家屋の床面積

一団の土地上の建築物の床面積の合計
X 

譲渡資産の面積

A 
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（令和 6年分用）

被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円

の特別控除の特例（措法35条3項）チェックシート
①亡くなる直前まで自宅に居住していた爆合

三
◇ 各質問に対して「はい 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した家屋とその敷地について所在地の し． 9いえ
市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けていますか？ 特

皐 l古い
いいえ 例

2 被相続人が亡くなったのは、 令和3年1月2日以後ですか？ ) ... 
の

・ はい

3 あなたが売却した家屋とその敷地は、その被相続人から相続又は遺贈に いいえ
適

より取得したものですか？ ... 用
※1 家屋のみ取得又は家屋の敷地のみ取得した場合は、特例の対象とはなりません。
※2 区分所有建物（マンション等）は特例の対象とはなりません。 を

・・ はい
いいえ 受

4 売却した家屋には、被相続人が、亡くなる直前まで、 1人で住んでいま... けしたか？

・ はい る
5 被相続人は、亡くなる直前まで、売却した家屋の全てを住まいとして利 いいえ
用していましたか？ • L ※ 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合や、 と住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

----は l, ¥ は
6 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。-」•よまい
いいえ

7 あなたが売却した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものでl•■• 
すか？

・ はい

［ 裏面に続きます。
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チェックシートの解説（措法35条3項） （2/4) 

【特別の関係】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、こ

の特例の適用は受けられない（措令23②、 20の3①、法令4②③)C

一イ 譲渡者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）ロ 譲渡者と生計を一にしている親族

ハ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族

二 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計をーにしている者

ホ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者

の親族でその者と生計を一にしている者

へ 譲渡者、譲渡者のイ、口及びハに該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人
の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに二及びホに該当する者（以下、

これらを「同族関係者」という。）を判定の基礎となる株主等とした場合に次の要件

に該当することとなる法人

A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行

済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人

B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権

の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超

である法人

C 同族関係者及びA・Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決

権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%

超である法人



ー表面からの続き

8 あなたが売却した家屋は、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能

評価書」で、家屋の譲渡の日前2年以内に耐震等級（構造躯体）に係る評

価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたもので

すか？又は、令和7年2月15日までに、耐震基準を満たすための工事が

行われ、その工事は完了していますか？
※耐震基準を満たすためのエ蘊の完了の日から確定申告書の提出の日まで利目に、「耐震基準適合証明書」又は渭墓t

住宅性能評価書」で、耐震等級（構造躯体）に係る評価が等級1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価された

場合に限ります。（家屋が取り壊された場合を除きます。）

・いいえ

9 あなたは、売却した家屋の全部を取り壊し、その敷地のみを

売却しましたか？又は、令和7年2月15日までに、あなたが

売却した家屋は、取り壊されましたか？

・ は い

10 売却金額は 1億円以下ですか？
※1 売却金額には固定資産税の精箕金等が含まれます。

※2 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった
場合や、住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

※3 売却した家屋とその敷地と、その相続開始の直前において一体としてその被相続人の居住

の用に供されていた家屋とその敷地がある場合には、職員にお尋ねください。

※4 売却した家屋とその敷地が共有であった場合は、職員にお尋ねください。

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

ー

]

-

はい

特例の適用を受けることができます。
※1 譲渡所得金額が3,000万円に満たない場合の特別控除額は、その譲渡所得金額が限度となります。
※2 自宅を売却した場合の 3,000万円の特別控除（措法 35条1項）との重複適用をする場合は、特別控除
の限度額は合計で3,000万円となります。
※3 売却した家屋とその敷地を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の限度額は一人当た

り2,000万円となります。
※4 この特例の適用を受ける場合は、原則、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39条）は受けら

れません。また、他の特例を受ける場合には、職員にお尋ねください。

で
き
ま
せ
ん
。

i
 

特例の適用を受けるための添付書類
このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付書類

1 1!!!疇暉（確定申告書付表兼計算明縄書） 【土地・建物用】（又は土拙笠譲渡 1チ：ック
所得事前整理票）及び誤渡所得の内訳書の5面
家屋及びその敷地の登記事項証明書（又は不動産晋号を記載した昌類）等
21※ 家屋を取り壊して敷地のみを売却した場合及び売却後に家屋が取り壊された場合 1 ロ
も必要です。

3 売貿契約冒の写し等（所定の収入印紙の貼付・消印が必要です。） 口;-I被相続人居住用家屋等疇国（家屋の所在する市区呻で交付を受けます。） I ロ
家屋を取り壊さすに売却された方（売却後に家屋が取り壊された陽合を除きます。）
耐震基準適合証明胃又は建設住宅性能評価言の写し
5 1※ 家屋の譲渡の日前2年以内若しくは確定申告雷の提出の日までに、耐震等級（構造 I ロ
艇体）に係る評価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたも
のに限ります。

チェックジートの解説（措法35条3項） （3/4) 

→ 

【対象譲渡の対価の額が1億円を超えないこと（措法35③)】
〇 店舗や事務所など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合

譲渡資産が店舗併用住宅であった場合には、この特例の控除対象になる「対象譲渡

の対価の額」は、居住用部分に相当する対価の額に相当する対価の額で判定する。

※ ただし、非居住用部分の譲渡対価の額は、次の適用前譲渡（又は適用後譲渡）の

対価の額の対象となる。

〇 売却した不動産が共有であった場合
譲渡資産が共有であった場合には、この特例の控除対象になる「対象譲渡の対価の

額」は、共有持分に相当する対価の額で判定する。

※ ただし、共有者の譲渡対価の額は、次の適用前譲渡（又は適用後譲渡）の対価の

額の対象となる。

【対象譲渡の対価の額と「適用前譲渡」及び「適用後譲渡」の対価の額の合計が1億円

を超えないこと（措法35⑤⑥)】
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等を相続等した他の相続人が一定期間内に譲渡

した対価の額も含めてこの 1憶円の対価の額で判定する。

・ 被相続人居住用家屋又はぞの敷地等を共有で相続した場合には、共有者がその持分

を譲渡した場合には、その共有持分の対価の額も適用前譲渡（又は適用後譲渡）の

対価の額になる。

・ 店舗併用住宅を譲渡した場合のように非居住用部分を譲渡したときには、その

非居住用部分の対価の額も含めてこの 1倍円の対価の額を判定する。
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等を相続等により取得した相続人が、相続開始

直前において固有で所有していた部分を譲渡した場合の対価の額も含めて 1億円の
対価の額を判定する。

適用前譲渡 1す嬰信悶呼召hら且覧勺土巳塁雷農言京覧合姦；溢孟醤芦竺屈羞は姦や
（※）の譲渡
この特例の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年

適用後譲渡 I1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する
日の属する年の 12月31日までの間にされた「対象譲渡資産一体家
屋等」の譲渡

※ 「対象譲渡資産一体家屋等」とは、対象譲渡をした資産とその相続開始の直前に
おいて一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋（その相続の時後に
その家屋につき行われた増築、改築（その家屋の全部の取壊し又は除却をした後に
するもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。）、修繕又は模様替えに
係る部分を含む。）で被相続人居住用家屋に該当するもの又はその家屋の敷地で
被相続人居住用家屋の敷地等に該当するものをいう。

【参考】
令和5年 令和6年

「J I V 

塁i

令和9年

"if 
譲 3

渡年

を・を・
し経
た過
日す

、--ニニ'.~•^^ -—ぶ 12/31 以る

逸用前該渡 i 後日

4 •5• 已 — ..、 m_•.し{-•ー1 ・ザ暑—」 ＿ー →か鳴盲・ ↓ ＿ ． 12/31 

這用後譲渡

夕
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・表面からの続き

8 あなたが売却した家屋は、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能

評価書」で、家屋の譲渡の日前2年以内に耐震等級（構造躯体）に係る評

価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたもので

すか？又は、令和7年2月 15日までに、耐震基準を満たすための工事が

行われ、その工事は完了していますか？
※ 耐震基準を満たすための工事の完了の日から確定申告書の提出の日まで利悶に、「耐震甚準適合証明書」又は膚幽！

住宅性能評価書」で、耐震等級（構造躯体）に係る評価が等級1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価された

場合に限ります。（家屋が取り壊された場合を除きます。）

・いいえ

9 あなたは、売却した家屋の全部を取り壊し、その敷地のみを

売却しましたか？又は、令和7年2月15日までに、あなたが

売却した家屋は、取り壊されましたか？

チェックジートの解説（措法35条3項） (4/4) 

・は し9

10 売却金額は 1隠円以下ですか？
※1 売却金額には固定資産税の稿算金等が含まれます。

※2 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった
場合や、住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

※3 売却した家屋とその敷地と、その相続開始の直前において一体としてその被相続人の居住

の用に供されていた家屋とその敷地がある場合には、職員にお尋ねください。

※4 売却した家屋とその敷地が共有であった場合は、職員にお尋ねください。

・ は

特例の適用を受けることができます。
※1 譲渡所得金額が3,000万円に満たない場合の特別控除額は、その譲渡所得金額が限度となります。
※2 自宅を売却した場合の 3,000万円の特別控除（措法 35条1項）との重複適用をする場合は、特別控
の限度額は合計で3,000万円となります。

※3 売却した家屋とその敷地を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の限度額は一人当た

※4 この特例の適用を受ける場合は、原則、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39条）は受けら

れません。また、他の特例を受ける場合には、職員にお尋ねください。

し＼

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

1

i

 

特例の適用を受けるための添付書類

【その資産の譲渡につきこの特例の適用を受ける場合の重複排除規定がある特例】

土地や建物などを交換した場合の特例（所法58)

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例（措法31の2)

収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例等

（措法33、33の2、33の3、33の4、34の2)

• 平成21年から平成22年までに取得した土地等を譲渡した場合のI,000万円控除の

特例（措法35の2)

低未利用士地等を売却した場合のJOO万円の特別控除の特例（措法35の3)

事業用資産の買替えの特例（措法37、37の4、37の5、37の6、37の8)

・ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法39)※

※ 店舗併 住宅のように非居住 部分も含めて譲渡した場合などは、この特例の適

、 の‘／については、皮 し人 ‘ 家屋又はその・i片についてこの手 1

の適用を受けた場合であっても、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 の適用

を受けることができる（措通35-8)。

2
 

このチェックシートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付書類

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書） 【土地・建物用】 （又は土地等譲渡

所得事前整理票）及び譲渡所得の内訳書の5面
家屋及びその敷地の登記事項証明言（又は不動産番号を記載した書類）等
※ 家屋を取り壊して敷地のみを売却した場合及び売却後に家屋が取り壊された場合

も必要です。

売買契約青の写し等（所定の収入印紙の貼付・消印が必要です。）

チェック

口

口

口

4 

5
 

被相続人居住用家屋等確認書（家屋の所在する市区町村で交付を受けます。）

家屋を取り壊さすに売却された方（売却後に家屋が取り壊された場合を除きます。）

耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
※ 家屋の譲渡の日前2年以内若しくは確定申告書の提出の日までに、耐震等級（構造

躯体）に係る評価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたも 1
のに限ります。

ロ

口
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（令和 6年分用）

被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円
の特別控除の特例（措法35条3項）チェックジート
②亡くなる直前まで老人ホーム等 （下記4※参照）に入所していた場合

チェックシートの解説（措法35条3項） (1/5) 

氏 名

◇ 各質問に対して「はい」、

1 あなた（売却された方）は、売却した家屋とその敷地について所在地の
市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けていますか？

「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

いいえ

·鴫~
は し9

2
 
被相続人が亡くなったのは、 令和3年1月2日以後ですか？

]
↓
 

はい

3 あなたが売却した家屋とその敷地は、その被相続人から相続又は遺贈に
より取得したものですか？
※1 家屋のみ取得又は家屋の敷地のみ取得した場合は、特例の対象とはなりません。

※2 区分所有建物（マンション等）は特例の対象とはなりません。

は し＼

4 売却した不動産には、特定事由により、被相続人が自宅に住まなくなる
画前まで、 1人で住んでいましたか？
「特定事由」とは、次に掲げる事由をいいます。

(1) 介護保険法に規定する要介謳等認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人が、

①老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム、②介護保険法に規定する介護老人

保健施設又は介護医療院、⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサーピス付き高

齢者向け住宅（①の有料老人ホームを除きます。）に入居又は入所をしていたこと。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認

定を受けていた被相続人が、同法に規定する障害者支援施設（施設入所支援が行われるものに

限ります。）又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

※ 上記(1)又は(2)の住居又は施設を、以下単に「老人ホーム等」といいます。

は

5 被相続人は、老人ホーム等に入所する直前まで、売却した家屋の全てを
住まいとして利用していましたか？
※1 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合

や、住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

※2 売却した家屋を被相続人が居住の用に供しなくなった時から相続開始の直前まで、引き続
きその家屋を被相続人の物品の保管その他の用に利用している必要があります。

は

し9

]
『

l,' 

6 売却先（買生）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

は

7 あなたが売却した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもので
すか？

し9

]
『

]
『

]
『

]
I
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【特定事由とは次に掲げる事由】

(I) 介護保険法（平成9年法第123号）第19条第 1項に規定する要介護認定若しくは

同条第2項に規定する要支援認定を受けていた又は介護保険法施行規則（平成11年

厚生省令第36号）第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住

居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

イ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第5条の 2第6項に規定する認知症対応

型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホ

ーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定す

る軽費老人ホーム又は同法第29条第 1項に規定する有料老人ホーム

口 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保険施設又は同条第29項に規定す

る介護医療院

ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第5条第1項に
規定するサービス付き高齢者向け住宅（イに規定する老人ホームを除く。）

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律

第 123号）第 21条第 1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が

同法第5条第 11項に規定する障害者支援施設（同条第 10項に規定する施設入所支

援が行われるものに限る。）又は同条第 17項に規定する共同生活援助を行う住居に

入所又は入居していたこと。

り

ー

、

・ は

裏面に続きます。

l, 9 
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（令和 6年分用）

被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円

の特別控除の特例（措法35条3項）チェックジート
②亡くなる直前まで老人ホーム等 （下記4※参照）に入所していた場合

チェックジートの解説（措法35条3項） （2/5) 

氏名

◇ 各質閥に対して「はい」、 「いいえ 1を0で囲みながらお進みください。

は醤儡濃霜儡認謡温畠轟讐岱認悶喜詞霜闘雰ll,ら
・はい いいえ II特

...  f91J 2 被相続人が亡くなったのは、 令和3年1月2日以後ですか？
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あ
りょ
※

※

3
 

は い

4 売却した不動産には、特定事由により、被相続人が自宅に住まなくなる
直前まで、 1人で住んでいましたか？
「特定事由」とは、次に掲げる事由をいいます。

(1) 介護保険法に規定する要介護等認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人が、

①老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム、②介護保険法に規定する介護老人

保健施設又は介護医療院、⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高

齢者向け住宅（①の有料老人ホームを除きます。）に入居又は入所をしていたこと。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認

定を受けていた被相続人が、同法に規定する障害者支援施設（施設入所支援が行われるものに

限ります。）又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

※ 上記(1)又は(2)の住居又は施設を、以下単に「老人ホーム等」といいます。

は い

5 被相続人は、老人ホーム等に入所する直前まで、売却した家屋の全てを
ーキ1．とふ諏，l,こ辿弘、ロニー

まいとして利用していない部分があった

元却しに家屋を倣祖翫人か話1.:t:UJffllー1天しなくなった時から祖靡囲胴U)直厭
きその家屋を被相続人の物品の保管その他の用に利用している必要があります。

はい

6 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却されtd彫合は職員にお尋ねください。

]
『

]
『

L 

いいえ
7 あなたが売却した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたもので 9... 
すか？

は い

【店舗や事務所など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合】

店舗併用住宅の場合は、被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、相続開始直前にお

ける被相続人居住用家屋の床面積のうちに、その相続開始直前における被相続人の居住

の用に供されていた部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分

とされている（措令23③、措通35-15、31の3-7)。

店舗併用住宅の敷地等については、被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額

に、相続開始直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積（敷地にあってはその敷

地の面積をいい、借地権等の権利にあってはその敷地の面積をいう。）のうちにその相

続開始直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積に占める割合を乗

じて計算した金額に相当する部分とされている（措令23④)。

※ ただし、相続 ＇も、被相続人の住まいとして利 していない‘／について、引

続き相続人等が店舗や貸駐車場等に利用していた場合は、被相続人居住用家屋の全部

について特例の適用を受けることができないこととなる（措法35③ーイ）。

【住まい用の離れや倉庫があった場合】

被相続人の居住の用に供されていた家屋が複数の建築物からなる場合は、そのうち被

相続人が主として居住の用に供していたと認められる一の建築物のみ（被相続人居住用

家屋）がこの特例の適用対象となる。例えば、被相続人が主として居住していた母屋と

は別棟の離れや倉庫、蔵、車庫などを一体として居住の用に供していたとしても、その

母屋部分のみがこの特例の適用対象になる（措令23⑧、措通35-10、31の3-2)。

その敷地についても、この特例の対象とされるのは、その敷地である一団の上地の上

に複数の建築物がある場合には、上記の例でいうと、その土地のうち、その土地の面積

に、主として居住の用に供していた母屋と母屋以外の離れなどの床面積の合計のうち

に、その母屋の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る士地の部分に限るもの

（被相続人居住用家屋の敷地等）とされている（措令23⑨)。

箕式

一団の土地
の面積（A)

X 
被相続人居住用家屋の床面積

一団の土地上の建築物の床面積の合計 x
 

譲渡資産の面積

A 

゜

J

-

.

`

 

皐 はい

裏面に続きます。
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（令和 6年分用）

被相続人の自宅（空き家）を相続し売却した場合の3,000万円

の特別控除の特例（措法35条3項）チェックジート
②亡くなる直前まで老人ホーム等（下記4※参照）に入所していた場合

チェックジートの解説（措法35条3項） （3/5) 

氏名

◇ 各質問に対して「はい I, 「いいえ Iを0で囲みながらお進みください。

1市農品農霜は認晶儡溢言謬霜悶記器言ホlt,⇒
はい し二l:

2 被相続人が亡くなったのは、令和3年1月2日以後ですか？

はい

は い

4 売却した不動産には、特定事由により、被相続人が自宅に住まなくなる
直前まで、 1人で住んでいましたか？
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あ
りょ
※

※

3
 

「特定事由」とは、次に掲げる事由をいいます。

(1) 介護保険法に規定する要介護等認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人が、

詞人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム、②介護保険法に規定する介護老人

保健施設又は介護医療院、⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高

齢者向け住宅（①の有料老人ホームを除きます。）に入居又は入所をしていたこと。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認

定を受けていた被相続人が、同法に規定する障害者支援施設（施設入所支援が行われるものに

限ります。）又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

※ 上記(1)又は図の住居又は施設を、以下単に「老人ホーム等」といいます。

はい

5 被相続人は、老人ホーム等に入所する直前まで、売却した家屋の全てを
住まいとして利用していましたか？
※1 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合

や、住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

※2 売却した家屋を被相続人が居住の用に供しなくなった時から相続開始の直前まで、引き続

きその家屋を被相続人の物品の保管その他の用に利用している必要があります。

J
と
は
で
き
ま
_
 

〗
『はい

6 売却先（買主）は第三者ですか？
※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

いいえ
7 あなたが売却した家屋は、昭和56師月31日以前に建築されたものでl... 
すか？

はい

・はい

裏面に続きます。

]

↓

 

゜

【特別の関係】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、こ

の特例の適用は受けられない（措令23②、 20の3①、法令4◎怠））。

一イ 譲渡者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）ロ 譲渡者と生計を一にしている親族
ハ 居住用家屋の譲受け後、その譲り受けた家屋に譲渡者と同居する親族

二 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計を一にしている者

ホ 譲渡者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者

の親族でその者と生計を一にしている者

へ 譲渡者、譲渡者のイ、口及びハに該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人
の親族でその使用人と生計を一にしている者並びに二及びホに該当する者（以下、

これらを「同族関係者」という。）を判定の碁礎となる株主等とした場合に次の要件

に該当することとなる法人

A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行

済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人

B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権

の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超

である法人

C 同族関係者及びA・Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決

権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%

超である法人

ヽ
ー
｀

、―
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ー・L表面からの続き
8 あなたが売却した家屋は、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能

評価書」で、家屋の譲渡の日前2年以内に耐震等級（構造躯体）に係る評

価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたもので

すか？又は、令和7年2月 15日までに、耐震基準を満たすための工事が

行われ、その工事は完了していますか？
※ 耐震基準を満たすための工事の完了の日から確定申告書の提出の日まで研目に、「耐震基準適合証明書」又は渭嘉t

住宅性能評価書」で、雨震等級（構造躯体）に係る評価が等級1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価された

場合に限ります。（家屋が取り壊された場合を除きます。）

-----し9いえ

9 あなたは、売却した家屋の全部を取り壊し、その敷地のみを

売却しましたか？又は、令和7年2月 15日までに、あなたが

売却した家屋は、取り壊されましたか？

・ は l, 9 

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
i
 10 売却金額は 1憾円以下ですか？

※1 売却金額には固定資産税の精算金等が含まれます。

※2 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった

場合や、住まい用の離れや倉庫があった場合は、職員にお尋ねください。

※3 売却した家屋とその敷地と、その相続開始の直前において一体としてその被相続人の居住

の用に供されていた家屋とその敷地がある場合には、謙員にお尋ねください。

※4 売却した家屋とその敷地が共有であった場合は、謙員にお尋ねください。

は し9

特例の適用を受けることができます。
※1 譲渡所得金額が3,000万円に満たない場合の特別控除額は、その譲渡所得金額が限度となります。
※2 自宅を売却した場合の 3,000万円の特別控除（措法35条1項）との重複適用をする場合は、特別控除

の限度額は合計で3,000万円となります。
※3 売却した家屋とその敷地を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の限度額は一人当た

り2,000万円となります。
※4 この特例の適用を受ける場合は、原則、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39条）は受けら
れません。また、他の特例を受ける場合には、職員にお尋ねください。

特例の適用を受けるための添付書類

は
で
き
ま
せ
ん
。

1
 

2
 

3
 

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付書類

譲渡所得の内訴畠（確定申告書付表兼計算明細書） 【土地・建物用】 （又は土地等譲渡
所得事前整理票）及び譲渡所得の内訳書の5面

家屋及びその敷地の登記事項証明書（又は不動産番号を記載した髯類）等
※ 家屋を取り壊して敷地のみを売却した場合及び売却後に家屋が取り壊された場合
も必要です。

売買契約書の写し等（所定の収入印紙の貼付・消印が必要です。）

チェック

口

口

口

チェックジートの解説（措法35条3項） (4/5) 

【対象譲渡の対価の額が1億円を超えないこと（措法35③)】
〇 店舗や事務所など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合

譲渡資産が店舗併用住宅であった場合には、この特例の控除対象になる「対象譲渡

の対価の額」は、居住用部分に相当する対価の額に相当する対価の額で判定する。

※ ただし、非居住用部分の譲渡対価の額は、次の適用前譲渡（又は適用後譲渡）の

対価の額の対象となる。

゜
売却した不動産が共有であった場合

譲渡資産が共有であった場合には、この特例の控除対象になる「対象譲渡の対価の

額」は、共有持分に相当する対価の額で判定する。

※ ただし、共有者の譲渡対価の額は、次の適用前譲渡（又は適用後譲渡）の対価の

額の対象となる。

適用前譲渡

適用後譲渡

令和6年 令和9年

4
 

口

5
 

被相続人居住用家屋等確認書（家屋の所在する市区町村で交付を受けます。）

家屋を取り壊さすに売却された方（売却後に家屋が取り壊された場合を除きます。）
耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
※ 家屋の譲渡の日前2年以内若しくは確定申告書の提出の日までに、耐震等級（構造
躯体）に係る評価が等級 1（耐震基準適合）、 2苦しくは3と証明又は評価されたも
のに限ります。

口

【対象譲渡の対価の額と「適用前譲渡」及び「適用後譲渡」の対価の額の合計が1億円
を超えないこと（措法35⑤⑥)】
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等を相続等した他の相続人が一定期間内に譲渡

した対価の額も含めてこの 1億円の対価の額で判定する。
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等を共有で相続した場合には、共有者がその持分

を譲渡した場合には、その共有持分の対価の額も適用前譲渡（又は適用後譲渡）の

対価の額になる。

・ 店舗併用住宅を譲渡した場合のように非居住用部分を譲渡したときには、その

非居住用部分の対価の額も含めてこの 1億円の対価の額を判定する。
・ 被相続人居住用家屋又はその敷地等を相続等により取得した相続人が、相続開始

直前において固有で所有していた部分を譲渡した場合の対価の額も含めて 1億円の

対価の額を判定する。
湿の、からこの、 Jのi用を‘ける の対象己渡をした日の属

する年の 12月31日までの間にされた「対象譲渡資産一体家屋等」
（※）の譲渡
この特例の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌
1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する
日の属する年の 12月31日までの間にされた「対象譲渡資産一体家

＿ーー屋等上竺譲渡
※ 「対象譲渡資産一体家屋等」とは、対象譲渡をした資産とその相続開始の直前に
おいて一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋（その相続の時後に

その家屋につき行われた増築、改築（その家屋の全部の取壊し又は除却をした後に
するもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。）、修繕又は模様替えに
係る部分を含む。）で被相続人居住用家屋に該当するもの又はその家屋の敷地で‘
被相続人居住用家屋の敷地等に該当するものをいう。

【参考】令和5年

＼一

相 対 l
続象

譲 l渡

iぐ-ウ--=；ー:・::=::::斗 12/31
違用前譲渡 i 

一
墨冨S

ふ：
辺年

をを i 
し緒

た過 i 
日す
以る

後日 i 

→如心・ 9- -：ベー→ 12/31

滋用後譲渡
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・ 表面からの続き

8 あなたが売却した家屋は、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能

評価書」で、家屋の譲渡の日前2年以内に耐震等級（構造躯体）に係る評

価が等級 1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたもので

すか？又は、令和7年2月 15日までに、耐震基準を満たすための工事が

行われ、その工事は完了していますか？
※ 耐震基準を満たすための工事の完了の日から確定申告書の提出の日までの間に、「耐震基準適合証明書」又は頃！設

住宅性能評価書」で、耐震等級（構造躯体）に係る評価が等級1（耐嚢基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価された

場合に限ります。（家屋が取り壊されtd-影合を除きます。）

・ いいえ

チェックジートの解説（措法35条3項） (5/5) 

9 あなたは、売却した家屋の全部を取り壊し、その敷地のみを

売却しましたか？又は、令和7年2月 15日までに、あなたが

売却した家屋は、取り壊されましたか？

・ は l, 9 

い

特
例
の
適
用
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10 売却金額は 1饒円以下ですか？
※1 売却金額には固定資産税の精箕金等が含まれます。

※2 店舗（事務所）や貸駐車場など、被相続人の住まいとして利用していない部分があった

場合や、住まい用の離れや倉窟があった場合は、職員にお尋ねください。

※3 売却した家屋とその敷地と、その相続開始の直前において一体としてその被相続人の居住

の用に供されていた家屋とその敷地がある場合には、職員にお尋ねください。

※4 売却した家屋とその敷地が共有であった場合は、職員にお尋ねください。

・ は

特例の適用を受けることができます。
※1 譲渡所得金額が3,000万円に満たない場合の特別控除額は、その譲渡所得金額が限度となります。
※2 自宅を売却した場合の 3,000万円の特別控除（措法35条1項）との重複適用をする場合は、特別控

の限度額は合計で3,000万円となります。
※3 売却した家屋とその敷地を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の限度額は一人当た

り2,000 なりま

裟4 この特例の適用を受ける場合は、原則、相続財産に係る譲渡所得の謀税の特例（措法 39条）は受けら

れません。また、他の特例を受ける場合には、職員にお尋ねください。

特例の適用を受けるための添付書類

このチェックシートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付書類

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書） 【土地・建物用】 （又は土地等譲渡
所得事前整理票）及び譲渡所得の内訳書の5面
家屋及びその敷地の草記事項証明胃 （又は不動産番号を記載した書類） 等
※ 家屋を取り壊して敷地のみを売却した陽合及び売却後に家屋が取り壊された陽合

も餃要です。

売買契約書の写し等（所定の収入印紙の貼付・消印が必要です。）

【その資産の譲渡につきこの特例の適用を受ける場合の重複排除規定がある特例】

土地や建物などを交換した場合の特例（所法58)

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例（措法31の2)

収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例等

（措法33、33の2、33の3、33の4、34の2)

• 平成21年から平成22年までに取得した土地等を譲渡した場合の1,000万円控除の

特例（措法35の2)

低未利用土地等を売却した場合の100万円の特別控除の特例（措法35の3)

事業用資産の買換えの特例（措法37、37の4、37の5、37の6、37の8)

・ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法39)※

※店 主宅のように乍 ‘ ／も＾ て否‘した 仝tどは、この の‘

用対象外の部分については、被相続人居住用家屋又はその敷地等についてこの特例

の適用を した ＾であっても、「 続月 ーをに、る譲渡F得の課税の門り の‘

を受けることができる（措通35-8)。

チェック

2
 

3
 

口

口

口

4 

5
 

被相続人居住用家犀等確認書 （家屋の所在する市区町村で交付を受けます。）

家屋を取り壊さすに売却された方（売却後に家屋が取り壊された場合を除きます。）
耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
※ 家屋の譲渡の日前2年以内若しくは確定申告書の提出の日までに、耐震等級（構造
躯体）に係る評価が等級1（耐震基準適合）、 2若しくは3と証明又は評価されたも
のに限ります。

口

口
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（令和6年分用）

収用等の揚合の5,000万円の特別控除の
特例（措法33条の4)チェックシート

I氏 名l

チェックジートの解説（措法33条の4) (1/2) 

【最初に買取申出を受けた者以外の譲渡】

買取り等の申出を受けた者以外が譲渡した場合には特例の適用はない。ただし、被相

続人が最初に買取り等の申出を受け、相続又は遺贈により取得した資産が収用等された

場合は、 5,000万円控除が適用される（措法33の4③三、措通33の4-6)。

◇ 各質問に対して 「^はい 「いいえ を0で囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は公共事業の施行者から次の証明書の全ての

交付を受けていますか？

口収用等証明書

口公共事業用資産の買取り等の申出証明書

口公共事業用資産の買取り等の証明書

※ 特例の適用を受けるためには、これらを申告書に添付する必要があります。

は し9

2 あなたは、公共事業の施行者から、最初に買取り等の申出を受けた日か

ら6か月以内に売却されましたか？

※1 買取り等の申出を受けた日は、 「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」で確認します。

※2 買取り等をされた日は、 「公共事業用資産の買取り等の証明書Jで確認します。

・は

あなたは、最初に貿取り等の申出を受けた方ですか？

※ 最初に申出を受けたのがあなた以外の方である場合は、職員にお尋ねください．

し＼

]
『
特
例
の
適
用
を
受
け
る

3
 

]
『

【同一事業による収用の譲渡】

同一事業により資産が二以上の年にわたって買取りされた場合には、 5,000万円控除

の特例は、最初の年に譲渡された資産についてのみ適用され、 2年目以後に譲渡された

資産については適用されない（措法33の4③二、措通33の4-4)。

（参考）買取り等の証明書を確認する場合の留意点

は

譲渡者等

公共事業用資産の賀取り等の証明書

堺市堺区南瓦町2-28 住所（居所）

又は所在地

□髯 産の種類 数 昼 I買取り等の区分

]
『

l, 9 

4 以前に、今回と同じ公共事業のために資産を売却していませんか？

（今回が初めて ⇒ 「はい」、売却した ⇒職員に確認後、進んでください，）

はい

5 令和6年分の所得税の申告で、次の特例を適用しませんか？
口 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（措法33条）

口 交換処分等に伴い資産を取得した陽合の課税の特例（措法33条の2)
※ 5, 000万円の特別控除（措法33条の4)とこれらの特例は同時に適用できません。

丁

]
『

とは一疇

資産の所

神戸たける

京都市下京区大津町 8 土地

面

‘,' 
（
 

ヽ
ー（
 
2
 

買取

、
｀

l, 9 

特例の適用を受けることができます。 ‘
’
 

国土交通省‘

昴， 01)1))j隈即暉酬を受I↓る＼合：：：i、こかl1叫書を硝定肖告
印

震面に特例の適用に当たって仰要な添付書頴及び注意点を掲餓していますのでご覧ください。 分離譲渡所得で特

例可
事業施行地外の場合は、特例不可 計上
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， 
特例の適用を受けるための添付書類 I 

l 

＇ このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添付書類 チェック

1 譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書） 【土地・建物用】
口

（又は土地等譲渡所得事前整理票）

2 収用等証明書 口

3 公共事業用資産の買取り等の申出証明書 口

4 公共事業用資産の買取り等の証明謳 口

特例の適用を受けられる方は次の点に注意してください。

〇 公共事業の施行者から受け取った補償金などのうち、この5,000万円の特別控除の

出己と追ピ五三とと ．且凸土らと．這．価償金-よ—·ら·→—---~
移転補償金（動産移転料や移転雑費など）は「一時所得」として、収益補償金や経費補

償金は「事業所得」等として課税の対象となります。

補償金の所得区分が分からない場合は、職員にお尋ねください。

0 5,000万円の特別控除の特例を適用した場合には、土地について譲渡所得の金額が

算出されたとしても、優良住宅地等の軽減税率の特例（措法31条の2)の適用を受け

ることができません。

ただし、買い取り等をされた資産が自宅で、一定の要件を満たす場合は、軽減税率の

特例（措法31条の3)の適用を受けることができます。

〇 配偶者特別控除などの所得控除が適用される合計所得金額の判定は、 5,000万円の

特別控除前の譲渡益の金額で判定します。

． .. 
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チェックジートの解説（措法33条の4) (2/2) 

【対価補償金とは】

収用の目的となった資産そのものに対する補倣をいう（措通33-8、33-9)。

例えば、土地が道路用地として収用により買い取られ、それに伴う建物の移転補償金

がある場合、上地が対価補償金、建物は移転補償金となる。ただし、建物を取り壊した

場合は、対価補償金として取り扱うことができる（措通33-14)。

【土地の取得又は使用により生ずる補償の所得区分（主なもの）】

補償金の名称 所得区分 課税上の区分 摘 要

一時所得 移転補償金 曳家又は移築した場合
建物等移転

建物・エ作物を取り壊した場合（措通33-14)
毀用補償金 分離譲渡所得 対価補償金 事業施行地外にある建物等の移転補償金は特例

の対象外

動産移転費用
一時所得 移転補償金 引っ越し、家財道具等運搬費用

補｛貨金

仮住届費川
一時所得 移転補償金

仮住居の貸借に要する費用、仮住屁の技借料の

補債金 費用

伯家人補償金 総合譲渡所得 対価補償金 偕家人補償金（措通33-30)

立木移転費用
一時所得 移転補償金 移植、運搬、柏付け費用

補償金
総合譲渡所得 対価補償金 伐採した場合

山林所得 対価補倍金
保有期間が5年超の山林の場合
（伐期未到達立木の伐採）

立木伐採補伯金
総合譲渡所得 対価補償金 庭木など山林に該当しない場合

（収益補倍金）

事業又は
収益補償金

保有期間5年以下の山林の場合
雑所得 棚卸資産等である立木の場合

営業休止補債金
事業又は 収益補償金

休業期間中の所得減の補償金
又は 店舗等移転による商品等の減損の補償金

家貨減収補依金
不動産所得 経投補倍金 仮営業所の設置費用等の補償金

（収益補依金又は
総合譲渡所得 対価補償金

事業の廃止をし、かつ、その機械装置等を他に転
経費補侶金） 用できない場合の売却損の補侶金（措通33-13)

残地補償金
分離譲渡所得 対価補依金

残地補償金で措通 33-16の適用を受ける場合に
（収益補償金） 特例叶（受けない場合は一般譲渡）

① 移転先又は代替地等の選定に要する費用

（交通費・賃貸に必要な仲介手数料）
移転雑費 一時所得

移転補侶金
② 法令上の手続きに要する費用（移転に伴う

（その他の補償金） （※） 官公署に対する手数料・登記費用）
③ 転居通知費、移転旅費（引越しあいさつの
ための物品購入費・建築祝いのための費用）

※ 移転補償金（一時所得）から差し引く額（所法 44)

移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転、移築等の費用として支出した

金額は、一時所得の総収入金額に算入しない。



（令和 6年分用）

土地や建物などを交換した場合の
特例（所法58条）チェックシート

ビ
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

◇ あなた（交換された方）が相手方に引き渡した資産を「IB所有資産」、あなたが相手方

から引渡しを受けた資産を「新所有資産」とそれぞれ表示しています。

1 IB所有資産及び新所有資産は、いすれも土地や建物などの固定資産
で つヽ
※ あなたや交換の相手方が不動産業者等である場合、販売目的で所有していた土地や建物などは

特例の対象となりませんのでご注意ください。

チェックジートの解説（所法58条） （1/2) 

・ はい

2 あなたは、旧所有資産を1年以上所有していましたか？
※ あなたが旧所有資産を相続、遺贈又は贈与により取得している場合は、前所有者が取得した日

から所有期間を計算します。

・はい

の
適
用
を
受
け＇ 

]

I

 

3 相手方は、新所有資産を1年以上所有していましたか？
※ 相手方が交換目的のために取得したものは、交換の対象となりません。

・ はい

4 I日所有資産及び新所有資産は、いすれも同じ種類の資産ですか？

《例》 〔l日所有資産） 〔新所有資産）

土地（借地権） ~土地（借地権）

借地権（底地） ←―---—~借地権（底地）
耕作権（底地） ←―---—~耕作権（底地）

建物~物
※ 耕作権については、農地法上の許可を得たものに限ります。

ま
せ
ん
。

]

i

 

1チェック項目：対象となる資産について］

【固定資産について】

不動産業者などが棚卸資産として所有している資産との交換は、所法58条に規定する
固定資産の交換には当たらず、特例の対象とならないため、交換により取得した資産の

時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になる（所法2①十八、 36①②、
58①、所令5)。

与ェック項目： 1年以上所有についてI
【所有期間の判定について】

． 贈与、相続又は遺贈等により取得した資産の所有期間は、贈与者又は被相続人が、
その資産を取得した日から交換のHまでの期間により判定する。
・ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（措法33)の適用を受けて取
得した代替資産の所有期間は、収用等により譲渡した資産を取得した日から交換の

日までの期間で判定する（所通58-1の2(I))。
・ 固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した交換取得資産の所有期間は、交換

取得資産の実際の取得日を基礎として判断する（所通58-1の2(2))。

【借地権と底地の交換のイメージ］

----・ヘ// ¥、、

(,Ho,O>-~•~ •1 I （昔地潅者田

‘

`

 

・はい
.. 

裏面に続きます。

1チェック項目：交換の対象となる土地等についてI

【土地等について】

所法58条に規定する土地には、建物又は構築物の所有を目的とする地上権、賃借権、
農地法に規定している耕作権が含まれる。したがって、農地と耕作権を交換した場合に

は同種の資産を交換したことになり、特例を受けることができる（所法58①-)。

【交換の対象となる耕作権の範囲l
所法58条第1項に規定する「農地法第2条第1項（定義）に規定する農地の上に存する
耕作に関する権利」とは、耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの

権利の移転、これらの権利に係る契約を解除する場合には農地法第3条第 1項、第5条
第1項又は第18条第1項の規定があるものをいうのであるから留意する。
（注） したがって、これらの条の規定の適用がないいわゆる事実上の権利は含まれ

ないことに留意する（所通58-2の2)。

渚地項冷

地主こl ほ地B

借地権者甲が借地権の一部（借地権A)
を地主乙に交換譲渡し、地主乙は、借地
権者甲に底地の一部（底地B) を交換譲
渡したとする。

この場合は、資産の種類と用途が同一
のものということができる。
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チェックシートの解説（所法58条） (2/2) 

」•ー表面からの続き 【交換差額を精算している（交換差金を受領している）場合】

5 交換後、あなたは新所有資産をl日所有資産の交換直前の用途と同じ

用途に供しましたか？

《例》

区分 旧所有資産I．新所有資産 区分 旧所有資産」新所有資産

宅 地 宅 地
]
『

田 畑 田 畑

居住の用 居住の用

店舗（事務所）の用I店舗（事務所）の用

受領した交換差金は、交換譲渡資産

と交換取得資産いずれか高い方の価

額の 20％に相当する金額以下か？

一---1ょ
【交換譲渡資産の価額の100分の20以下の交換差金を受けた場合の譲渡所得の計算】

交換譲渡資産の時価額ー交換取得資産の時価額＝交換差金等の金額

交換差金等の金額ー必要経費 ＝譲渡所得の金額

し＼

]
『

特例の適用はできません。

※ 交換取得資産の時価で譲渡所

得の計算をする。

山 林 山 林 工場の用 工場の用

倉席の用 倉痺の用

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で

［交換譲渡資産
の取得費 ＋譲渡費用） x 交換取得資産の時価＋―交換差金等の金額

・は l, 9 

6 I日所有資産の時価と新所有資産の時価の差額が、これらの時価の

うち高い金額の20％以下ですか？
※ 交換差金の授受がある場合や、複数の固定資産、例えば「土地及び建物」と「土地及び建物」

を交換した場合などは職員にお尋ねください。

)
ま
せ
ん
。

・は し＼

『

I

【交換差額を精算していない（「土地及び建物」と「土地及び建物」を交換）場合】

|【交換差金に該当するケース】 l
（交換譲渡資産） （交換取得資産）

特例の適用を受けることができます。 ・
I
―-L
9
 

特例の適用を受けるための添付書類

このチェックジートと「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）

【土地・建物用】」を確定申告書に添付して提出してください。

土地・建物合計

2, 200万円

土地・建物合計

2, 500万円

〈］い
¥ v 

※ 交換差金は、交換取得資産の時価と交換譲渡
資産の時価との差額 (A) と、交換譲渡資産と
交換取得資産いずれか高い方の価額の 20％に
相当する金額 (B) を比較する。

答）交換の特例の適用を受けることができる。

上地の交換譲渡によって取得した200万円の交換差金の部分については、譲渡所得

が課税される。

|【交換差金に該当しないケースT1
（交換譲渡資産） （交換取得資産）

三

土地・建物合計

2, 200万円

土地・建物合計

2, 500万円

建物

土地

（交換差金）

(A) (B) 

200万円<1,200万円X20% =240万円
200万円<1,200ガ円X20% =240万円

（交換差金）

(A) (B) 

建物 500万円＞I.500万円X20%=300万円
土地 500万円＞I.500万円X20%=300万円

答）交換の特例の適用を受けることはできない。

交換取得資産の時価で譲渡所得の計算をすることになる。
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（令和 6年分用）

平成21年から平成22年までに取得した土地等
を売却した場合の1,000万円の特別控除の
特例（措法35条の2)チェックシート

I氏 名 l
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ↓を0で＿囲みながらお進みください。

1 売却した資産は、国内にある土地又は土地の上に存する権利（以下
「土地等」といいます。）ですか？

は

]
『

し9

2 売却した土地等は、平成21年1月1日から平成22年12月31日まで

の問に取得したものですか？

・は

3 売却した土地等は相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権

移転外リース取引により取得したものではありませんか？

また、配偶者・直系血族•生計を一にする親族等から取得したもの

ではありませんか？

]
『

し9

----は

4 令和6年分の所得税の申告で、他の譲渡所得の特例の適用を

受けませんか？

（受けない ⇒ 「はい」

し＼

]
『

チェックジートの解説（措法35条の2) (1 / 1) 

受ける ⇒職員に確認後、進んでください。

は い

〗
『
ま
せ
ん
。

特例の適用を受けることができます。

※1 本特例の対象となる土地等の売却に係る譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合の特別控除額は、

その譲渡所得金額が限度となります。

※2 特別控除の対象は土地等に限られるため、土地等と建物等を一括取得している場合には、土地等の

取得価額と建物等の取得価額を区分しなければなりません。

特例の適用を受けるための添付書類

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添付書類

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】

二戸芦：四攣9 1
Jチェック

ロ

【他の譲渡所得の特例との適用関係】

措法35条の2の対象となる土地等の譲濶

措法35条の2①の対象となる土地等の譲渡には、措法35条の2②に規定する特別控
除等の適用を受けるものについては含まれないとされ、下記の特別控除等とは選択適用
とされている。

例えば、令和6年中に譲渡した土地について措法35条の 2①と措法 33条の4の適用
を受けることができる場合、納税者が措法 33条の 4の適用を受けることを選択した場
合には、当該土地の譲渡については、措法 35条の 2①の対象となる譲渡には含まれな
いため、措法35条の2①の検討の対象にはならない。

規定する特例】

易合の譲渡所得の特例（所法58)、収用交換等の場合の譲渡所得
した， 

弛の譲渡所得の特例との適用関係に係るフローI

1 同一年中に、措法35条の2の対象となる土地等の譲渡があるか？

①措法 35条の2の対象となる土地等の譲渡が 1 ②措法35条d)2の対象となる士地等の譲渡が2件の

1件の場合 場合（複数の特例の対象となる士地を含む，，）

A土地
措法35条の 2の対象となる土地

B土地
措法35条の 2及び措法37条の対象
となる土地

□ 
2 その対象となる土地等の譲渡の全部又は

一部について、措法 35条の2①に規定する
他の譲渡所得の特例の適用を受けるか？

【措法35条の2①に規定する特例】
収川等に伴い代替資産を取得した場合の特例等

（措法33~33U) 3)、特定の居住用財庄d)買換え、
交換の特例等（措法 36の2、36の5)、特定の事

業用貸産d)買換え、交換の特例等（措法37、37<1)
4)、特定普通財産と隣接する土地等の交換の場合

の特例（措法 31<l) H) 

工
措法 35条の2の特例を適用することができる。

↓
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（令和 6年分用）

呵

低未利用土地等を売却した場合の 100万円の

特別控除の特例（措法35条の3)チェックシート... ヽ

I氏 名 1

チェックジートの解説（措法35条の3) (1 / 4) 

【売却した土地等の所有期間について】

措置法 35条の 3 （低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）は、
令和2年7月1日＿から令和］一年 12月』上旦までの間に、売却した年の 1月1日において
所有期間が5年を超える土地等の場合に限り適用することができる。

◇ 各質問に対して「はい 「いいえ」＿を0文囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した土地等について所在地の市区町村
から「低未利用土地等確認書」の交付を受けていますか？
※ 「低未利用土地等」とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、
又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に
利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利
用土地の上に存する権利をいいます。

は

2 あなたが、売却したその土地等を取得したのは、平成30年 12月31日
以前ですか？

し9

はい

3 今回売却した土地等と一筆であった土地から分筆した土地の譲渡
について、令和4年分及び令和5年分の所得税の申告でこの特例（措法35
条の3)の適用を受けていませんか？

----は
4 売却先（貿主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

し9

は l,' 

5 売却金額は、その土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円
以下ですか？

※1 売却金額には固定資産税の精算金等が含まれます。

※2 共有の場合は所有者ごとの譲渡価格により判定します。

※3 売却した土地等が都市計画法第7条第 1項の市街化区域等一定の区域内である場合には、

800万円以下まで要件が引き上げられます。 500万円超える場合は、職員にお尋ねください。

----は
6 的邸蜘いま叩諏よ訂ゆ蜘ば睾凍用がされていま切？
※ 売却後の土地等が、いわゆるコインパーキングとして利用される場合は、特例の適用はできません。

〗
『

し9

]
『

特

の
適
用
を
受

はい

7 令和6年分の所得税の申告で、他の譲漉祈得の固列の適用を受けませんか？

（受けない ⇒ 「はい」 、 愛迂全 ⇒職員に確毘後、道んでください． ） 

・はい

特例の適用を受けることができます。

〗
『
]

-

]
『

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【特別の関係がある者】

譲渡資産の譲受人が、次の「特別の関係がある者」のいずれかに該当するときは、こ

の特例の適用は受けられない（措令23の3①、 23の 2①、法令4②③)。

一イ 譲渡者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）ロ 譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしているもの

ハ 譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び

その者の親族でその者と生計を一にしているもの

ニ イロハに掲げる者及び譲渡者の使用人以外の者で譲渡者から受ける金銭その他
の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一に

しているもの

ホ 譲渡者、譲渡者のイ及び口に該当する親族、譲渡者の使用人及びその使用人の親

族でその使用人と生計を一にしているもの又は譲渡者に係るハ及び二に掲げる者

を判定の基礎となる株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他

法人の出資者とした場合に次に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあ

ることとなる会社その他の法人

A 同族関係者の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権の数等が発行
済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数の50％超である法人
B 同族関係者及びAの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決権

の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50％超

である法人

C 同族関係者及びA・ Bの法人の有する株式等の数若しくは金額又は一定の議決
権の数等が発行済株式等の総数若しくは総額又は一定の議決権の総数等の50%
超である法人

裏面に特例の適用に当たって必要な添付書類を掲叡していますのでご覧ください。
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（令和 6年分用）

低未利用土地等を売却した場合の 100万円の

特別控除の特例（措法35条の3)チェックシート

チェックシートの解説（措法35条の3) (2/4) 

名l
I ◇ 各質問に対して「はい

L氏
一「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した土地等について所在地の市区町村
から「低未利用土地等確認書」の交付を受けていますか？
※ 「低未利用土地等」とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、

又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に

利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利

用土地の上に存する権利をいいます。

はい

2 あなたが、売却したその土地等を取得したのは、平成30年12月31日
以前ですか？

は い

3 今回売却した土地等と一筆であった土地から分筆した土地の譲渡
について、令和4年分及び令和5年分の所得税の申告でこの特例（措法35
条の3)の適用を受けていませんか？

は

4 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合l胡簸員にお尋ねください。

----はい
その土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円

し9

〗⇒
]
『

]
『

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ

5 売却金額は、
以下ですか？
※ 1 売却金額には固定資産税の精算金等が含まれます。

※2 共有の場合は所有者ごとの譲渡価格により判定します。

※3 売却した土地等が都市計画法第7条第 1項の市街化区域等一定の区域内である場合には、

800万円以下まで要件が引き上げられます。 500万円超える場合は、職員にお尋ねください。

は し9

6 訂揉楕脚した匂坦晦let..討―力涜却ば睾凍阻がぎlてい甜か？
※ 売却後の土地等が、いわゆるコインパーキングとして利用される場合は、特例の適用はできません。

]
『

]
『

]
『

は
で
き
ま
せ
ん
。

はい

7 令和6年分の所得税の申告で、他の譲渡所得の固列の適用を受けませんか？

（受けない ⇒ 「はい」 、 受ける ⇒職員に確認後、進んでください． ） 

-----はい

特例の適用を受けることができます。

【売却金額が500万円以下であることの判定について】

「譲渡の対価の額」とは、例えば譲渡の協力金、移転料のような名義のいかんを問わ

ず、その実質において譲渡をした低未利用土地等の譲渡の対価の金額をいう（措通35の

3-1)。
売買契約書に記載された売却金額のほか、固定資産税精算金などを受領している場

合、「譲渡の対価の額」について留意する必要がある。

【売却金額が500万円を超える場合】

次に掲げる区域内にある低未利用士地等を売却した場合には、売却金額に係る要件は

800万円以下となる。

① 都市計画法の市街化区域と定められた区域

② 都市計画法に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画

区域のうち、同法に規定する用途地域が定められている区域

③ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明上

地対策計画を作成した市町村の区域（①及び②の区域を除く。）

[

I

 

→ 【売却後の土地の利用について】
納税者は、添付書類「低未利用士地等確認書」を市区町村長へ申請する際に、「低未

利用土地等の譲渡後の利用について」を提出しているため、「低未利用土地等確認書」

が市区町村長から発行されている場合、原則として、売却後、土地等の利用がされて

いることが確認されていることになる。

裏面に特例の適用に当たって必要な添付書類を掲載していますのでご覧ください。
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（令和6年分用）

｀ 低未利用土地等を売却しだ揚合の 100万円の

特別控除の特例（措法35条の3)チェックジート
.... 

I氏 名l
~
 I
 

◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ をC) 嘩み＿ながらお進みください。

1 あなた（売却された方）は、売却した土地等について所在地の市区町村
から「低未利用土地等確認書」の交付を受けていますか？
※ 「低未利用土地等」とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、

又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に

利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利

用土地の上に存する権利をいいます。

チェックジートの解説（措法35条の3) (3/4) 

はい

2 あなたが、売却したその土地等を取得したのは、平成30年12月31日
以前ですか？

はい

3 今回売却した土地等と一筆であった土地から分筆した土地の譲渡
について、令和4年分及び令和5年分の所得税の申告でこの特例（措法35
条の3)の適用を受けていませんか？

は

4 売却先（買主）は第三者ですか？

※ 配偶者、親族、同族会社など特別の関係にある方（会社）に売却された場合は職員にお尋ねください。

----は
5 売却金額は、その土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円
以下ですか？
※ 1 売却金額には固定資産税の精算金等が含まれます。

※2 共有の場合は所有者ごとの譲渡価格により判定します。

※3 売却した土地等が都市計画法第7条第 1項の市街化区域等一定の区域内である場合には、

800万円以下まで要件が引き上げられます． 500万円超える場合は、職員にお尋ねください。

---は

6 お誌力涜却ば完の廿頓貼、あr乱功惰却した1絋兎用がされていま勁‘?
※ 売却後の土地等が、いわゆるコインパーキングとして利用される場合は、特例の適用はできません。

〗
『し＼

し＼

し＼

]
『

]
『

は

7 令和6年分の所得税の申告で、他の譲渡所得の持例の適用を受けませんか？

（受けない ⇒ 「はい」 、 愛けg！ ⇒職員に確毘後、遍んでください． ） 

-----はい

特例の適用を受けることができます。

し＼

]
『

〗⇒

]
『

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【他の譲渡所得の特例との適用関係】

膝法35条の3の対象となる土地等の譲渡|

措法35条の3①の対象となる土地等の譲渡には、措法35条の3②三に規定する特別
控除等の適用を受けるものについては含まれないとされ、下記の特別控除等とは選択適
用とされている。
例えば、令和6年中に譲渡した土地について措法35条の3①と措法 33条の4の適用
を受けることができる場合、納税者が措法 33条の4の適用を受けることを選択した場
合には、当該土地の譲渡については、措法 35条の 3①の対象となる譲渡には含まれな
いため、措法35条の 3①の検討の対象にはならない。

【措置法35条の3②三に規定する特例】

固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例（所法58)、収用交換等の場合の譲渡所得
等の特別控除（措法33の4)、特定士地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場
合の譲渡所得の特別控除（措法34)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡し
た場合の譲渡所得の特別控除（措法34の2)、農地保有の合理化等のために農地等を
譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（措法 34の3)、居住用財産の譲渡所得の特別控
除（措法 35)、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除（措法 35③)、特定
期間に取得をした士地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除（措法35の2)

,_
 

-l] 

の特例との適用関係に係るフロ＿ー］

l 同年中に、措法35条の 3の対象となるt地等の譲渡があるか？

①措法 35条の3の対象となる士地等の譲渡が 1 ② 措法35条の3の対象となる土地等の譲渡が2件の

1件の場合 場合（複数の特例の対象となる土地を含むo)

A土地
措法35条の3の対象となる土地

B土地
措法35条の 3及び措法 37条の対象
となる土地

A土地 I B土地 I :J―三亡
2 その対象となる七地等の譲渡の全部又は

←一部について、措法 35条の3①に規定する

他の譲渡所得の特例の適用を受けるか ‘9

【措法35条<I)3①1ご規定する特例】
収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例等

（措法33~33<1)3)、特定の居住用財産の買換え、

交換の特例（措法36<1)2、36の5)、特定の事業用

I資産d)買換え、交換d)特例（措法37、37<IJ4)、特
l定許通財産と隣接する上地等の交換の場合の特例
（措法37<}) 8) 

1 1 → いいえ＾←
呵‘‘,'

措法 35条の 3の特例を適用することができる。

全
て
の
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
措
法

35
条
の
3
の
特
例
は
適
用
で
き
な
い
。

＼
＼
＼
ー
ー
if

条

J

E
 

措

裏面に特例の適用に当だって必要な添付書類を掲叡していますのでご覧ください。
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チェックジートの解説（措法35条の3) (4/ 4) 

【参考】低未利用土地等確諒申請書・低未利用土地確認書等確認書

特例の適用を受けられる方は次の点に注意してください。 点採．t.•i I．．部を記人の I・.、II芯斤→lil灯．．糾村
+1がEl村にLる確；，ビ、後、点棟，Lり卜i11をrじ人1/1~．、巾 Iぺ．町村ー・申，iii\•~•1も務i:i·

〇 譲渡所得金額が100万円に満たない場合の特別控除の額は、その譲渡所得金額が限度

となります。

〇 特別控除の対象は、土地等に限られます。

〇 令和6年分の所得税の申告で100万円の特別控除（措法第35条の3)の特例の適用

を受けた場合には、令和7年分及び令和8年分の所得税の申告で、令和6年分で特例の

適用を受ける低未利用土地等と一筆であった土地から分筆された土地又は土地の上に存

する権利について、 100万円の特別控除の特例の適用を受けることはできません。

別記様式(I¥-1 

低末利用上地等確窃巾猜益

｛I：所
芍活番り

氏名

^•1 

“' 月 日
1

f 特例の適用を受けるための添付書類 l 
このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付 書 類 チェック

譲渡所得の内訳書 （確定申告書付表兼計算8月細書）【土地・建物用】 | 1 
（又は土地雙譲渡所侵蔓前翌理票）

口

2 
売買契約国の写し等で、売却金額（低未利用土地等の上にある建物等を含めた対liffi)を

口
明らかにする書類（売買契約書には所定の収入印紙の貼付・消印が必要です。）

3 低未利且土地豆礁認書 （不動産の所在する市区町村で確認・交付を受けてください。） 口 I → 

下紀」：地又ぱ当該 l；地の卜に存す乃椛利（以下 Il;tけれが」｝し、入）ば下記函渡 I
において、都市計両法（昭和 13年法祐第 1()0サ・)第4条第2項に規定すろ侶市計i面反
城内にある租税特別措投法（昭和 32年法律布26り）第 :15条の 3第 1項に規‘ぶする低
未利用i：地等（」池基仁法（平成元午fKiぷ第81·サ）第 13 条窮 4 J~に規定すろ低未利用
土地又は当核低夫利用土地の卜ぶ：｛r：する権利）に9亥当し-し-)、1) で確認顧し＼•j;-j'"

也f
 
在-r 
J
 
一ー）
ヨ

”

》

渡

悌池卜
五

.,'·-—

l ご
↑ 月 H

 
（注） r 凶!t:-;、中ぷ 11. 仕所 ・ ~:,"手サ・氏；；及ひパ2人し、竹内ふ泣人 l ，：ぶ屯した 1地公か茫心戸51;'£「'+iこt

I I'• J ·ふこ •9...

(Iむり取らなし、でくださし、.)

ほ夫利用J..:地等確窃苔

！所］」：地窃が都9liff阿ヌ域内にある低夫舌11/fl.f：地等に該当十るこ．し、'-1ii亥低末利用上
地等(/.)譲渡後い利用及び訊渡の年U)1月1Hにおいて‘1骸低木利用t：地＇窯 I汀斤令一期間
が 5 年を紹えることに— .9 し、て確認しヒした、 (Hl税特別措門法第35条(/13第 l項｝

1::::-「炉市区町村長 年~ 月 H
 
HJ 

□ 1 J化心法で知9た 1［化からそ叫ここ竺竺□竺竺↑•上言—I
上記が 1 在の培合．＂i牧分竿された 1 ：地窄に一・心低夫利用 1•地•.氾確認上を今回(/)IIi請

者に交付した虹炉）fi照

l：記 1：地年が祖税特別枯涸法第35条q,
u＿市街It：刈屯・i4湘祝ヽ JI片l―⑮I、大丸屯；

:l第2瑣第2りイ又は口に掲；fろ区改 （詞rt1・れ＇い．月 IJ臼記tIniみ•作成し，i打治｛和 1，＜城i心 Im 
咄←あろ場合、万lサ＇イ 9くば口に氾げる ', J‘心ー，9•I·：蟻内に、●， 9ベ・＇？ぶ，9・:・こar-エ '9夕：零＇，

lxh知）うf’,9し、ずれのiメー収：内にかるか0) (J:、上．’→＇，お、が上 ba,!,',9,9とi―’’・t'心[-t,’一：；：なし 9ばがこf,I:、e)、いI心t,)',9, 
別 ，，：til999「0くド；こh9,;’’'呵l

中市町'.X幻l心．域.($ヽjP的1111,1ゞI心

申品XIヰr.J、ーな＼、ー
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（令和 6年分用）

贈与税の配偶者控除の特例チェックジート

I氏 名l
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0て囲みながらお進みください。

ー 贈与者（財産をあげた方）はあなたの配偶者（夫又は妻）ですか？ ]
『

・ は し9

2 婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期閻は20年以上ですか？
※1 婚姻期間に 1年未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
※2 事実上の婚姻をしていても、入籍されていない期間があるときは、その期間を除き
ます。

・ は し9

3 これまでに、この特例を受けたことがありませんか？
※ 前回、この特例を受けたときの贈与者と今回の贈与者が異なる場合は「はい」へ進ん
でください。

・ は し9

[
『

4 贈与を受けた財産は不動産（土地等・建物）・又は金銭ですか？

・ は し＼

叫
『

特

例

の

適

用

を

受

け

る

5【不動産の贈与を受けた場合】

その不動産は国内にある不動産ですか？

【金銭の贈与を受けた場合】

その金銭を令和7年3月15日までに国内にある居住用不動産の取得

に充てますか？

・ は し9

6 あなたはその不動産の全てを住まいとして利用しますか？

※ 店舗（事務所）や貸駐車場など、住まいとして利用しない部分がある場合は、職員に

お尋ねください。

叫
『

・ は し9

、

l
‘
—
―
-
、

と

は

で

き

ま

せ

ん

裏面に続きます。 ゜

チェックジートの解説（配偶者控除） (1/3) 

【居住用不動産の範囲】（相基通21の6-1)

次に掲げる場合にかかる土地（土地の上に在する権利を含む）又は家屋は、居住用不

動産として取り扱う。

(1) 受贈配偶者が取得した土地等又は家屋で、例えば、その取得の日の属する年の翌年

3月15日現在において、店舗兼住宅及び当該店舗漿住窒の敷地．の用に供窒虹言炉歪土

地等のように、その専ら居住の用に供している部分と居住の用以外の用に供されてい

る部分がある場合における当該居住の用に熊．し文~．いる部分烈土地笠及び家屋
なお、この場合において、その居住の用に供している部分の面積が、その土地等又

は家屋の面積のそれぞれのおおむねl.0分笠．9以上であるときは、その土地等又は家屋
の全部を届住用．杢動釦．こ該当す．る患烈．と．し．て差し支えない。

(2) 受贈配偶者がその者の専ら居住の用に供する家屋の存する土地等のみを取得した

場合で、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居する

その者の親族であるときにおける当該土地等。

例えば、

① 居住用家屋（その所有者が夫若しくは妻又は受贈配偶者と同居するその者の親族

である場合に限る。以下⑤までにおいて同じ）の敷地の全部の贈与を受けた場合

② 居住用家屋の敷地の共有持分の贈与を受けた場合

③ 居住用家屋の敷地の一部を分筆してその贈与を受けた場合

④ 夫の所有する居住用家屋の敷地として夫が借りていた土地（底地）を取得するた

めに夫から資金の贈与を受け、その底地を取得した場合

⑤ 受贈配偶者の親族（例えば、長男）の所有する居住用家屋（受贈配偶者がその親

族（長男）と同居している場合に限る。）の敷地として夫が借りていた土地（底地）

を取得するために夫から資金の贈与を受け、その底地を取得した場合

⑥ 夫の所有する配偶者居住権の目的となっている家屋の敷地の用に供される上地

等の贈与を受けた場合

※ ④及び⑤の場合において、妻が底地を取得した後、地代の授受が行われないと

きは、原則として、借地権は夫から妻に贈与されたことになる。ただし、「借地権

者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すれば、その借地権については贈与が

なかったものとされる。

⑥の場合とは、例えば、夫の母が配偶者居住権を有し、夫が当該配偶者居住権

の目的となっている居住用家屋（母、夫及び妻が同居）及びその敷地の用に供さ

れる土地を所有していた場合において、夫がその妻に当該敷地を贈与した場合の

その土地などが想定される。

(3) 受贈配偶者が店舗兼住宅の用に供する家屋の存する土地等のみを取得した場合で、

当該受贈配偶者が当該家屋のうち住宅の部分に居住し、かつ、当該家屋の所有者が当

該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにお

ける当該居住の用に供している部分の土地等（上記(2)参照）
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（令和6年分用）

チェックジートの解説（配偶者控除） （2/3) 

贈与税の配偶者控除の特例チェックジート

巳
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 贈与者（財産をあげた方）はあなたの配偶者（夫又は妻）ですか？

・ はい

いいえ

—り特
例

2:言寄臨屈言睾言し己言詞。じ：ここつき Iし~1:
用

を

・ はい

3 これまでに、この特例を受けたことがありませんか？ Iいいえ
※で9塁‘さf、戸特例を受けたときの贈与者と今回の贈与者が異なる場合は「はい」へ進ん ...I ~ヰ

文

・ はい

4 贈与を受けた財産は不動産（土地等・建物）又は金銭ですか？＿ ＿＿  

・ はい

⇒|: 
5 【不動産の贈与を受けた場合】

その不動産は国内にある不動産ですか？

【金銭の贈与を受けた場合】

その金銭を令和7年3月15日までに国内にある居住用不動産の取得

に充てますか？

ド9いえ• 
J
と
は
で

【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】（相基通 21の6-2)

《家屋》 当該家屋のうちその居住の用

悶：悶ね霊十 と居住の用以外の用とに併用 x 当該家屋 A
這分の床面積（A) されている部分の床面積(B) の床面積 ― B 

《土地等》
当該士地等のうちその 当該土地等のうちその居住の X 当該家屋の面積のうち《家屋》の
居住の用に専ら供して ＋ 用と居住の用以外の用とに併 算式により計算した面積
いる部分の面積 用されている部分の面積 当該家屋の床面積

【店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定】

配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、前述【店舗兼住宅等の居住

用部分の判定lにより求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にそ
の贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとす

る。

ただし、その贈与を受けた持分の割合が、［店舗兼住宅等の居住用部分の判定】によ

り求めた店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合以下である場合において、そ

の贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当

するものとして申告があったときは、この部分について配偶者控除の特例の適用を認め

るものとする。

また、贈与を受けた持分の割合が、【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】により求め

た店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に

供している部分についても同様の取扱いとする（相基通 21の6-3)。

【設例】

〇家屋延床面積 240 rri（居住用 160rri事業用 80mぅ

〇敷地 面積 200 rri 相続税評価額 3,000万円

⇒ 家屋及びその敷地をそれぞれ 11/2iの持分贈与

【原則】 一亡コー
家屋 600万円 X 160 rri/240 rri X 1 / 2 =200万円

（居住用部分） （持分）

敷地 3, 000万円X 160 rri/240 rri X l / 2 = I, 000万円

（居住用部分） （持分）

・ はい

6 あなたはその不動産の全てを住まいとして利用しますか？

※店舗（事務所）や貸駐車場など、住まいとして利用しない部分がある場合は、職員に

お尋ねください。

贈与した 1/2を

・はい

裏面に続きます。 ゜

相続税評価額 600万円

1/2 < 2/3なので

【通達の取扱い】 '- I居住用部分と見てOK
【（計算）家屋】

160 rrl/240面＝匡戸可（居住用に供している部分の割合）

⇒ 配偶者控除の対象とすることができる居住用不動産の価額
600万円X1/ 2 =300万円

【（計算）敷地】

160 rrl/240 rrl＝匡□（居住用に供している部分の割合）
⇒ 配偶者控除の対象とすることができる居住用不動産の価額
3, 000万円X1/2=1, 500万円
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・ 表面からの続き

7 その居住用不動産に現在居住していますか？

又は令和7年3月15日までに居住する予定ですか？

」鳳はい

8 今後、引き続きこの居住用不動産に居住する予定ですか？

]
『

]
↓
 

特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

チェックジートの解説（配偶者控除） (3/3) 

・ はい

特例の適用を受けることができます。
基礎控除（110万円）のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を

受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から

2,0CX)万円を控除することができます。

※ 贈与を受けた居住用不動産等の価額の合計額が2.000万円に満たない場合であって

も、同口B偶者からの贈与について一度しか適用を受けることができません。

特例の適用を受けるための添付書類

このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添 付 書 類 チェック

あなた 直置与蕊翠けに人）の戸籍の謄杢又は抄杢
口1 

※ 贈与を受けた日から 10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。

2 
あなた 債贈与を受けた人）の戸籍の阻票の写し

口
※ 贈与を受けた日から 10日を経過しだ日以後に作成されたものに限ります。

居住用杢動直の登記璽項証明書（又は不動産蓋号を記墨した書題2など、あなた
口3 

（贈与を受けた人）が特例の対象となる居住用不動産を取得したことを証するもの
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（令和 6年分用）

相統時精算課税の特例チェックシート

疇

チェックシートの解説（相続時精算課税） （1/4) 

◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みながらお進みください。

1 贈与者（財産をあげた方）は、 贈与を受けた財産

令和6年1月1日において60歳
し⇒は、住宅取得等資金 す相

以上（昭和39年1月2日以前生ま （裏面参照）であり、
る続れ）ですか？ 住宅取得等資金の非

｀ 
課税の特例を適用し ←時
てもなお、控除しき

と精
れない住宅取得等資

金がありますか？ は算

----は い で課
き

2 あなたは、令和6年 1月 1日において 18歳以上（平成 18年1| `  ま税
月2日以前生まれ）ですか？

せを

・ はい 選
3 あなたは、贈与を受けた日現在において贈与者の「直系卑属である

い・いえ 択゚
推定相続人」又は「孫」ですか？

・はい

相続時精算課税を選択することができます。
賢＿

1
-タ

【推定相続人の判定】（相基通21の9-1)

贈与した者の推定相続人は、「直系卑属である者」とされている。

推定相続人であるかどうかの判定時期は、贈与を受けた年の 1月1日又は相続時精算

課税選択届出書の提出時ではなく、当該贈与の日において行う。

例えば、贈与の日において、贈与者との間で養子縁組が成立している養子は、年齢要

件等他の要件を満たしていれば、推定相続人と判定され相続時精算課税が選択できる。

（注）相続時精算課税に係る年齢要件の判定は、贈与があった年の 1月1日現在になる。

【相続時精算課税選択届出書】

〇 特殊な場合の届出書の提出先と提出期限（相基通21の9-2) 

1 壁土五が贈与をした年の中途に死亡した場合（贈与税の申告は不要である。）

(1) 受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限（相法28条①又は同条②）以前に贈与者

の死亡に係る相続税の申告期限（相法27条①又は同条②）が到来するとき

提出先：贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長

提出期限：贈与者に係る相続税の申告書の提出期限

※ 相続税の申告が必要な場合は、相続税申告響に添付して提出する。

(2) 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限（相法27条①又は同条②）皿に、受

贈者に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき ' 

提出先：贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長

提出期限：受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限（相法28条①又は同条②）

※ 贈与者の死亡前後に受贈者も死亡した場合で上記(2)のケースのときも同様

2 受贈者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死

亡した場合（上記 1の場合を除く。）

受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長に、贈与税の申告書とともに監ユ

税の申告書の提出期限までに提出する。

相続時精算課税の適用を受けるための添付書類
このチェックジートと次の書類を確定申告書及

出してください。
茨
“l‘‘ 付 書 類

受贈者の戸籍の謄本や受贈者の父母の戸籍の謄本（受贈者が孫の場合に限る）等で、
次の内容を証する書類（贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります）

① 受贈者の氏名、生年月巳
② 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること

口

〇 提出期限後の届出書の提出（相基通21の9-3)

受贈者が当該財産について相続時精算課税選択届出書を贈与税の提出期限までに

提出しなかった場合は、相続時精算課税の適用はない（ゆうじょ規定はない。）。
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住宅取得等資金の贈与を受けた湯合の相続時精算課税選択の特例の璽件

◎ 新築又は取得若しくは均改築共通の要件（表面の「2」、「3」の要件も満たす必要があります。）

1 ~芍た1T1叫贔、191 欄脱鳴削の関係がある人からの取得面 ― した楊合は職員で： 冨万マ~チ日ク
だい

21 贈与を受けた年の翌年3月 15日までにその家屋に居住すること又は同年の年末までに居住チェック
する見込みであること

膳与を受けた時に、受贈者の住所が日本国内にあること

31注 贈与を受けたときに、日本国内に住所がない方、一時居住の外国人の方は職員にお尋ね「日ク
ください。

4 1 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること
チェック

ロ
◎ 家屋に関する要件（新築又は取得の場合）

さ閂竪麿取得しだ家屋の床面積が4Orrl以上で、床面摂の2分の1以上の部分が居住の用に供「日ク

取得した家屋がいすれかに該当すること
① 建築後使用されたことのないもの
② 建築後使用されたことのあるもので、 昭瓦57年1月1日以後に達築されだもの
③ 建築後使用されたことのあるもので、耐震基準（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が1、2又
21 は3であること）に適合するものであることにつき、「耐震塁準適合証明書」、「建設住宅性能評1チェック
価書の写し」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」 口
により証明がされたもの
：④ 上記①、②及び③以外のもので、耐震改修を行っていない建物を取得する場合において、一
定の手続きを取得の日までにし、その後に耐震改修工事を行うときは、適用対象となることが
あります。詳しくは、職員にお尋ねください。

ぽ）「取喝」の場合は贈与を受けた年の翌年3月15巳までに引渡しを受けていなければ特例の適用はありません。
◎ 家屋に関する要件（増改築等の場合）

1 1 増改築等後の家屋の床面積が4Orrl以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されチェック

2 ` 予霜霜轟応讐心J¥虐雰編贄言）等で、「確詞声戸屯祠言

増改築等の工事に要した費用の額が 100万円以上であること。
31 まだ、その費用の2分の 1以上があなだの居住の用に供する部分に要しだものであること

住宅取得等資金の贈与の特例を受けるための添付書類等
このチェックジートと表面の添付書類に加え、次の書類を添付して申告書及び「相続時精算課税選択届出舌」
を作成してください。
◎ 新築又は取得苦しくは増改築共通の書類

取得等した家屋及び敷地に係る登船蔓項証明書（又は不動産番号を記載した書類）
チェック

ロ
屋に係る工事の請負契約書の写しや売買契約書の写しなど、新築等に係る契約の相手方
の場合には、更に増改築年月日、工事黄用、その他明細を明らかにする必要があります。）1チェック
書類 ロ

◎ 上記「家屋に閃する要件（新築又は取得の場合）の2③」に該当する場合

晶l『農』9畠言骨厚ぶ旦塁繋皇靡閉嬰塁昆呵塁屡）し」（※1)、又は「既存住宅売買瑕疵担i呆
※1 家屋の取得の日前2年以内に、耐震等級（構造躯体）に1系る評価が等級 1、2苦しくは 3と1チェック
評価されたものに限りますC □ 

※2 その保険契約がその家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります

◎ 増改築等の揚合

①、②のいすれかの書類
① 「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「姻改築等工事証明書」（増築、改築、大規模の修繕等のチェック
湯合） 口

！丁1言雷言拿唸言累こ居住していない叉は工事が完了してい幻 鰤 顧□
ください。
2 住宅取得等資金の贈与の特例の逸i用を受ける人が 所`得税の（特定増改築等）住宅惜入金筈特別控除の
適用を受ける場勺こおいて、一屋の新築苦しくは 入対 の額又は増改、 に要した 用の額等から
特例を受けた部‘の 月 し引くことになます。詳しくは にお⇒ねくだい
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チェックジートの解説（相続時精算課税） （2/4) 

【特別の関係がある者からの取得等】

特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として次に掲げる者

との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築をする場合又は次の者から

取得する場合の住宅取得等資金は特例の対象から除かれている（措法70の3③五、措令

40の5⑥)。

悔別の関係がある者とは…l
① 特定受贈者の配偶者及び直系血族（祖父母、父母、子、孫など）

② 特定受贈者の親族（配偶者及訊宜系血族を除く。）でその特定受贈者と生計を一にしているもの

③ 特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者

の親族でその者と牛計を一にしているもの

④ ①から③に掲げる者以外の者で、特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を

維持しているもの及びその者の親族でその者と生計をーにしているもの

【翌年3月15日までに新築、取得及び増改築等ができない場合】
新築及び増改築等については、贈与の年の翌年3月15日において以下の状態にある場
合で、その後住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実である

と見込まれる場合には、一定の書類の添付により特例の適用が可能である（措法70の3

①、措規23の6①辺））。

(1) 請負契約による新築の場合

屋を — し、土地に — した造 と咆められる時じ （新に頂 ‘る場ム）

(2) 増改築等の場合

増改築部分の屋根（その骨組みを含む。）を有し、既存の家屋と一体となって士地に

定 した建造物として認められる時以降の状態（増改築等の完了に準ずる状態）

ただし、贈与を受けた年の翌年の 12月31日までに受贈者の居住の用に供されて

いない場合は、特例の適用ができないため、修正申告書の提出が必要となる（措法70

の3④)。

（注） 分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうと

されており、贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土
地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを

受けていなければ、特例の適用することはできない（措通70の3-8)。

【自己の責めに帰さない事由により翌年3月15日までに新築、取得及び増改築等ができ

隼場合】

災害等に伴うエ期の見直し、資機材等の調達が困難なことなどにより工期が延長され

るなど、自己の責めに帰さない事由により贈与を受けた年の翌年の 3月15日までに家屋

の新築、取得及び増改築等ができなかった場合は、 「災害に基因するやむを得ない事情」

に該当するものとして、取得期限について 1年の延長が認められる（措法70の3⑪)。

同様に自己の責めに帰さない事由により居住期限までに居住できなかった場合にお

いても、「災害に碁因するやむを得ない事情」に該当するものとして、居住期限の 1年

旦蘊且が認められる（措法70の3⑩)。



住宅取得等賣金の贈与を受けた場合の相続崎糟算課税選択の特例の要件

◎ 新築又は取得若しくは増改築共通の要件（表面の「2」、「3」の要件も満たす必要があります）
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の至面―を尭てて住宅用家屋の新築、
取得又は増改築等をしていること
1 I注 あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人からの取得等をした場合は職員にお尋ねく 「日ク
ださい。

贈与を受けた年の翌年3月 15日までにその家屋に居住すること又は同年の年末までに居住「hック
する見込みであること

贈与を受けた時に、受贈者の住所が日本国内にあること

3~受けだときに、日本国内に住所がない方、一時居住の外国人の方は職員にお尋ねlチ日ク

41 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること

◎ 家屋に関する要件（新築又は取得の場合）

チェック

ロ

新築又は取得した家屋の床面桔が40ni以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に1共チェック
されること ヒ旦
取得した家屋がいすれかに該当すること
① 建築後使用されたことのないもの
② 建築後使用されたことのあるもので、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
③ 建築後使用されたことのあるもので、耐震基準（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が1、2又
は3であること）に適合するものであることにつき、「耐震基準適合証明書」、「建設住宅性能評チェック
価害の写し」又は「既存住宅売買瑕疵担保育任保険契約が締結されていることを証する書類」 1 □ 
ーし＇＾町 T口R+f→rヤ

上記①、②及び③以外のもので、耐震改修を行っていない建物を取得する場合において、一
定の手続きを取得の日までにし、その後に耐震改修工事を行うときは、適用対象となることが
あります。詳しくは、職員にお尋ねください。

（注）「取得」の場合は贈与を受けた年の翌年3月15日までに弓l渡しを受けていなければ特例の適用はありません。
◎ 家届に関する要件（増改築等の場合）

1 1 増改築等後の家屋の床面積が40m以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されチェック
・ること

2 1の記霜芦註晶おJ,琶揺贔百賢覧ぷ等で、「確認済証の写し」、「検査済証Iチ：ク
増改築等の工事に要した費用の額が 100万円以上であること。

31 まだ、その費用の2分の 1以上があなだの居住の用に供する部分に要しだものであること

住宅取得等資金の贈与の特例を受けるための添付書類等
このチェックジートと表面の添付書類に加え、次の書類を添付して申告書及び「相続時精算課税選択届出書」
を作成してください。

◎ 新築又は取得若しくは増改築共通の書類

取得等した家屋及び敷地に係る登記事項証明書（又は不動産番号を記載した書類） チェック

ロ
工事の請負契約書の写しや売買契約書の写しなど、新築等に1系る契約の相→、一’
は、更に増改築年月日、工事費用、その他明細を明らかにする必要があります。）ドロック

が等級 1、2苦しくは 3と「日ク
.., "'し一 、J VJい—Pレ｀ ・ー,= 二 。
その保険契約がその家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります

◎ 増改築等の場合

①、②のいすれかの書類

① 「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「磨改築等工事証明書」（増築、改築、大規模の修繕等のチェック
場合） 口

□9言を工雷雪晶言置雲こ居住していない又は工事が完了していない場合は職」こお尋ね
ください。
2 1̀,....,取得｀ の贈与の卵の‘用を受ける人が、所得の（定増改k、 ) -1昔入 特別控除り
‘用を受ける場合において、家屋の ーしくは、入ヌ，価の育又は改築に しだ黄用の目から
特 lを受けた＇の額を差し引くことになります詳しくは にお⇒ねくだい
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チェックシートの解説（相続時精算課税） （3/4) 

【特例適用の対象となる受贈者】

次の図の［口lに該当する受賠者が、特例適用の対象となる。

こ
国内に住所あり 国内に住所なし

一時居住者※ 1 日本国籍あり

在留資格があり 10年以内 10年以内 日本国臼
15年以内で国内 に国内に に田内に なし
住所が10年以下 住所あり 住所なし

国内に住所あり
外111人贈与看※2
在留資格あり
10年以内に国内に住所あり R4 4 Iから

国内に
【非居住外国人】 無胴限納税義粘書

I非居住贈与者※ 3住所なし
非居住贈与奢※4
10年以内に国内に住所なし、

※1 出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格を有する者で、贈与前15年以内に

おいて国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者

※2 在留資格を有し、回内に住所を有していた者

※3 贈与前10年以内に国内に住所を有していたことがある者で、日本国籍を有していなかっ

た者

※4 贈与前10年以内に国内に住所を有していたことがない者

【耐震基準又は建築年基準に適合する以外の住宅用家屋の特例適用の取扱い】

贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、その取得をした日の属する年

の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅
用家屋（耐震基準又は経過年数基準に適合する以外のものに限る。）で一定のものの取

得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、その要

耐震改修住宅用家屋の取得の日（引渡しの日）までに耐震改修を行うことにつき鱚呈些

の耐震改修の促進に関する法律第17条第 1項の申請等をし、かつ、取得期限までに耐震
改修によりその要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき

証明がされたとき、その要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、その

要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、特例の適用を受けること

ができる（措法70の 3⑦、措法令40の 5②ほか）。

〇 添付書類（次のいずれかの書類により証明されたもの）

l 申請書等 証明書等

①建築物の耐裳改修の計画の認定申請書 耐裳基準適合証明書

②7耐震某準適合証明申請書（仮申請書） ＇耐哀基準適合証明書

③建設住宅性能評価申請書（仮申請書）
建設住宅性能評価書の写し（耐霰等級（構造躯体の倒壊

防止）評価1、2又は3のもの）

④ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている

申込書 ことを証する書類

（注）申請書等は、住宅用の家屋の取得の日までに行った申請に係るものに限る。

証明書等は、令和 7年 3月15日までに耐震基準に適合することとなった住宅用の
家屋に係るものに限る。



住宅取得等賣癒の贈与を受けた場合の相饒騎糟算鰈税選択の特例の妻件

◎ 新築又は取得若しくは増改築共通の要件（表面の「2」、「3」の要件も満たす必要があります。）
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家届の新築、

1 
取待又は増改築等をしていること チェック
注 あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人からの取得等をした場合は職員にお尋ねく 口
ださい。

2 
贈与を受けた年の翌年3月 15日までにその家屋に居住すること又は同年の年末までに居住 チェック

する見込みであること 口

贈与を受けた時に、受贈者の住所が日本国内にあること
チェック

3 注 贈与を受けたときに、日本国内に住所がない方、一時居住の外国人の方は職員にお尋ね 口
ください。

4 新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家届が日本国内にあること
チェック

ロ
◎ 家屋に関する要件（新築又は取得の場合）

1旦 誓翌取得した家屋の床面積が40ポ以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供言

| 

聾瓢尋口` I`チロク④ 上記①、②及び③以外のもので、耐震改修を行っていない建物を取得する滉合において、一
定の手続きを取得の日までにし、その後に耐震改修工事を行うときは、適用対象とな：こ：］
あります。詳しくは、職員にお尋ねください。

（注）「取得」の湯合は贈与を受けた年の翌年3月15日までに弓l渡しを受けていなければ特例の適用はありません。

◎ 家屋に関する要件（増改築等の場合）

1 1 増改築等後の家屋の床面摂が40ボ以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供されチェック
ること 口

2 1の記霊闘轟忌喜芦雪温隷讐警で、「確認済証の写し」、「検沓済証1万
増改築等の工事に要した黄用の額が 100万円以上であること。

31 まだ、その費用の2分の 1以上があなだの居住の用に供する部分に要しだものであること

住宅取得等資金の贈与の特例を受けるための添付書類等
このチェックジートと表面の添付書類に加え、次の書類を添付して申告書及び「相続時精算課税選択届出書」

を作成してください。

◎ 新築又は取得若しくは増改築共通の書類

取得等した家屋及び敷地に係る登記事項証明害（又は不動産番号を記載した書類）

住宅用の家屋に係る工事の請負契約害の写しや売買契約書の写しなど、新築等に1系る契約の相
（増改築等の場合には、更に増改築年月日、工事費用、その他明細を明らかにする必要がありま
らかにする書類

該当する場合

※1入 又は「既存住宅売買瑕疵

し｛系る評価が等級 1、2苦しくは 3
の，←が・JC フ O

2 その保険契約がその家届の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります

◎ 姻改築等の場合

②のいすれかの書類

「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「陪改築等工事証明書」（増築、改築、大規模の修繕
今）

― -し居住していない又
2 住宅取得＇ の贈与の例の｀用を受ける人が P'可税の（特定増改 等汀ヘーヰ入 特別戸除の
｀用 受ける場勺こおいて、ー屋の新築ーしくは購入対の額又は増改， に した 用の頭んから
例を受けた部‘の ＿ 差し引くことになります 詳しくは＇ にお尋ねくだ い。
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チェックジートの解説（相続時精算課税） （4/4) 

【令和 7年3月15日までに居住していない又は新築、増改築等の工事が完了に準ずる状

態の場合の添付書類】

(1) 居住していない場合の追加書類

① 
住宅用家屋の新築、取得又は増改築等後直ちに居住の用に供することができない事情

及び居仕の用に供する予定時期を記載した書類

② 
新築、取得又は増改築等した住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する

淋類

(2) 工事が完了していない場合の追加書類

《新築の場合》

① 
新築に係る上事の請負契約書の写しなどでその家屋が住宅用家屋に該当すること及び 1
床面積を明らかにする書類

新築に係る［事を請け負った建設業者などの住宅用家屋のー［事：が、完「に準ずる状態

② （屋根（その骨組みを含む。）を有し、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態）

にあることを証する書類（「事の完了予定年月日の記載があるものに限る。）

祈築をした住宅用家屋を居住の用に供したときには遅滞なく家屋の登記事項証明書を

提出することを約する書類（新築とともに家屋の敷地も取得するときは、土地等に関する

③ 登記事項証明書も必要）

（注）叶1店翡への不動産番号等の記入又は登記事項証明苫の写しなどの不動産番号等の

9 9 
記載のある書類を提出することにより、登記事項証明書の原本の添付を省略できる。

《増改築等の場合》

① 
増改築等に係るT事の請負契約書の写しなどでその家屋が住宅用家屋に該当すること

及び床面積を明らかにする丼類

増改築等に係る工事を諸け負った建設業者などの住宅用家屋の工事が、完了に準ずる

② 
状態（増築又は改築部分の屋根（その骨糾みを含打。）を有し、既存の家屋と一体となっ

て土地に定着した建造物と認められる時以後の状態）にあるごとを証する書類（工事の完

r予定年月 Hの記載があるものに限る。）

③ 
工事完J'後遅滞なく家屋の登記事項証明揖を提出することを約する書類（ K記《新築の

場合》③の注書き参照）

④ 
工事完了後遅滞なく、「確認済証の写し」、「検酋済証の写し」、「増改築等丁事証明書）」

のいずれかの書類を提出することを約する書類

工事完了後、遅滞なく増改築等に係る工事の請負契約書の写しなどで増改築等をした

⑤ 年月日並びに増改築等に係る丁事に要した費用の額及びその明細を明らかにするものを

提出することを約する書類

【住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住

宅借入金等の範囲】

まず贈与を受けた住宅取得資金が家屋等の取得対価の額に充てられたものとして、

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等を計算するとされている（措法41①、

措令26⑥)。

（設例） 令和6年7月 マンション購入 2,300万円

父親から住宅取得資金の贈与 500万円

銀行からの借入金 2, 000万円

⇒住宅借入金等特別控除の対象
2, 300万円 ー 500万円 ＝ l，800万円く 2,000万円



（令和 6年分用）

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税の特例チェックジート

新築又は取得用

増改量尋をした方は
・員にお尋ねください

巳
あなたは、平成21年から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」

―凸a己土はよー·----—~は
※ 平成21年から令和5年分までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがある場合で、

その適用を受けた住宅用の家屋が一定の災害により滅失等したときは職員にお尋ねください。--
旱 いいえ

2 あなたは、令和6年1月1日において18歳以上（平成18年1月2日以前生まれ）です
か？

◇ 各質問に対して「はい1、 「いいえl的で囲みながらお進みください 1 
チェックジートの解説（住宅取得等資金） (1/3) 

【増改築等の場合の要件】

増改築等をした後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積（マンションなどの区分

1 I所有建物の場合はその専有部分の床面積）が40品以上240母以下で、かつ、その家
屋の床面積の 2分の 1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもので
あること。

]
『

(3 
皿 lまい

あなたは、贈与を受けた時において贈与者 OO産をあげた力）の直系卑属（子や孫など）ですか？1:;
はい

4 あなたの令和6年分の所得税に係る合計所得金額は、 2,000万円以下ですか？
※ 7-1の床面積の判定において40面以上50ポ未満の方は 1,000万円以下

>
I

はい

5 あなたの住所は、贈与を受けた時において日本国内にありましたか？
※ 贈与を受けた時に日本国内に住所がない又は一時居住者の方は、職員にお尋ねください。

皐はい

6 あなたは、令和7年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、日本国内にあ
る住宅用の家屋の新築又は取得をしますか？
※1 配偶者、親族など特別の闘係がある人から住宅用の家屋の新簗又は取得をした場合は職員にお尋ねください。
※2 「新纂Jには、令和7年3月15日において屋根（その骨組みを含みます。）を有し、土地に定着した建造物
として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

※3 渭得」の場合には、上記2の状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を
建売住宅又は分璽マンションの取得の対価に充てている場合でも、令和7年3月15日までにその引渡しを受け
ていなければ、非課税制震の適用を受けることはできません。

はい

]

I

 

>•

7 -1ど言詈言言塁民塁□旦言邑：ご口］一

8
 

7 2 あなたが取得（購入）した住宅は、次に掲げる要件を満たしていますか？
① 建築後使用されたことのないもの

② 建築後使用されたことのあるもので、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

③ 建築後使用されたことのあるもので、耐震如焦に適合するものとして次のいすれかの書頚により証明がさI
れたもの

笠王王：：t:：：二：：；：：：：：竺ご芯；るもの）
※ 上記aからCの書類は、家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調歪が終了したもの等に限
ります（襄面6参照）
④ 建築後使用されたことのあるもの（②及び③以外のもの）で、その取得後に耐震改修工事を行うもののう
ち一定のものも非課税制度の適用対象となります。詳しくは、職員にお尋ねください。

----はい

あなたは、令和7年3月15日までにその家屋に居住しますか。
又は、令和7年12月31日までに遅滞なくその家屋に居住する見込みですか？

はい

]

↓
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増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われた
もので、一定の工事に該当することについて次のいずれかの響類により証明がさ
れたものであること。

, a I確認済証の写し
b ［検査済証の写し
cl増改築等工事証明書（注）
（注）増改築等に係る工事が、住宅用の家屋について行う給水管、排水管又は雨水の
侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替である場合には、住宅瑕疵担保責任保
険法人が引受けを行ったリフォーム工事瑕疵担保丙任保険契約が締結されている
ことを証する宙類も併せて提出する，

増改築等に係る工事に要した貴用の額が100万円以上であること。
3 I また、増改築等の工事に要した費用の額の 2分の 1以上が、自己の居住の用に
供される部分の工事に要したものであること。

※ 「増改築等」には、令和7年3月 15日において増築又は改築部分の屋根（その骨組みを含む，，）を有し、既存の

家屋と一体となって土地に定治した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれる、9

【住宅用の家屋の種類が「省エネ等住宅」の場合の添付書類】

次に掲げるいずれかの書類

a
-
b
-
C
 

住宅性能証明書

建設住宅性能評価書の写し

増改築等工事証明書（注）

（注）増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて

証明がされたものに限る、，

【住宅取得等資金の贈与税の非課税の再適用】

平成 21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の

適用を受けた受贈者について、その適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支

援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失した場合で、一定の要件を満たす

ときは、この特例の適用を受けることができる。

※ 「被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害」とは、同法の適用を

受ける暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ず

る被害をいう。同法の適用状況については、内閣府ホームページ参照。

♦ -
●与

`,
i
g
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特例の適用を受けることができます。 ）
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税の特例チェックシート

巨
1 あなたは、平成21年から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」
の適用を受けたことがありますか？ は い

※ 平成 21 年から令和 5 年分までの問に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがある場合で、 I'•
その適用を受けた住宅用の家屋が一定の災害により滅失等したときは職員にお尋ねください。

いいえ

◇各質問に対して「はい」、 ll,＼いえ」 OOで囲みながらお進みください

2 あなたは、令和6年1月1日において1匹笠以上（平成18年1月2日以前生まれ）です
か？

>
I

(3 
一皿l;:t い

あなたは、贈与を受けた時において贈与者（財産をあげた方）の直系卑属（子や孫など）ですか？l；;;
はい

4 あなたの令和6年分の所得税に係る合計所得金額は、 2,000万円以下ですか？
※ 7-1の床面積の判定において40:rrl以上50nl未満の方は1.000万円以下

]
『

はい

5 あなたの住所は、贈与を受けた時において日本国内にありましたか？
※ 贈与を受けた時に日本国内に住所がない又は一時居住者の方は、職員にお尋ねください。

はい

あなたは、令和7年 3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、日本国内にあ
伍孟品一屯¥は謳温釦，占と正益．乙-----—●●9--••
※1 配偶者、親族など特別の闘係がある人から住宅用の家屋の新纂又は取得をした場合は●員にお尋ねください。
※2 「新纂」には、令和7年3月15日において屋根（その骨組みを含みます。）を有し、土地に定着した建造物
として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
※3 渾得」の場合には、上記2の状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を
建売住宅又は分璽マンションの取得の対価に充てている場合でも、令和7年3月15日までにその引渡しを受け
ていなければ、非鰈税制度の週用を受けることはできません。

はい

特

例

の

適

用 ＿ 

こ

7 -1喜言言喜言号塁塁己塁麟四ロコー
7-2 あなたが取得（購入）した住宅は、次に掲げる要件を満たしていますか？
① 建築後使用されたことのないもの

② 建築後使用されたことのあるもので、昭和57行1月1日以後に建築されだもの

③ 建築後使用されたことのあるもので、配震基準に過合するものとして次のいすれかの書類により証明がさ
れたもの

笠王王：二：：二□亡竺二;：芯;るもの二
※ 上柾とからCのま類は、家屋の取得の日前2"1'以内にその証明のための家湮の調歪が終了したもの等に限

全

④ 建築後使用されだことのあるもの（②及び③以外のもの）で、その取噂後に耐震改修工事を行うもののう
ち一定のものも非課税制度の適用対象となります。詳しくは、臨禍にお雰ねください。

---はい

あなたは、令和7年3月15日までにその家屋に居住しますか。
又は、令和7年12月31日までに遅滞なくその家屋に居住する見込みですか？

」．はい

特例の適用を受けることができます。

一
8
 

]

-

（
 

）
 

チェックジートの解説（住宅取得等資金） (2/3) 

呵 【特例適用の対象となる受贈者】

次の図のここ］に該当する受贈者が、特例適用の対象となる。

こ
国内に住所あり 国内に住所なし

一鴫眉住着※ 1 円本国籍あり

在留資格があり 10年以内 10年以内 日本国籍

15年以内で国内 に国内に に国内に なし
イ主所が10年以下 1主丙iあり 住所なし

国内にイt「所外あり 一ー

贈与看※ 2
在留資格あり
IO年以内に国内に住所あり R4 -1. lから
【非居住外国人】 烹制隅納税績務書

国内1こ l非扇住鵬与看※ 3ft所なし
非居住贈与看※4
IO年以内に「Fl内に住所なし

※l tli入国管理及び難民認定法別表第1U) t欄の在留資格を有する者で、贈与•前 15年以内において国内に住所を

有していた期間の合計が10年以ドである者
※2 {F留貴格を有し、国内に住所を有していた者
※3 贈与前10年以内に国内に住所を有していたことがある者で、 n本国籍を有していなかった者
※4 贈与前10年以内に国内に住所を有していたごとがない者

【特別の関係がある者からの取得等】

特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として次に掲げる者との請負

契約その他の契約に某づき新築杓しくは増改築をする場合又は次に掲げる者から取得する場合

の住宅取得等資金は特例の対象から除かれている（措法70の 2②五、措令40の4の 2⑦)。

栢別の関係がある者とは…］

① 特定受贈者の配偶者及び直系nil族（祖父母、父母、子、係など）
② 特定受贈者の親族（配偶者及岱直系血族を除く。）でその特定受贈者と生計を一にしているもの

③ 特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実ヒ婚姻関係と同様の事情にある者及びその者

の親族でその者と生計を一にしているもの

④ ①から③に掲げる者以外の者で、特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を

維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

→ 【7-2 ②③いずれにも該当しない住宅用の家屋の特例適用に関する一定の書類等】
巾請書等 証明暑等

（参考）耐震改修を行うことにつ

いての申請先

① 
建築物の耐虚改修の計

耐震某準適合証明書 都道府県知事等
両の認走申請書

耐震凡準適合証明申請
建築士、指定確認検育機関

② 耐虚枯準適合証明書 登録住宅性能評価機関
書（仮申請書） 仕宅瑕疵担保直任保険法人

建設住宅枕能評価申請
建設住宅性能評価得の写し

③ （耐震等級に係る評価が等級 1、 登録住宅性能評価機関
書（仮申請書）

2又は3であるもの）

既存住宅売買瑕疵担保
既存仕宅売買瑕疵担保責任保険

④ 
責任保険契約の申込書

契約が締結されていることを証 住宅瑕疵担保責任保険汰人

する書類

（注） 申請害等は住宅用の家屋の取符の日までに行った申請に係るものに限ろ，9

証明書等は、令和 7年3月15日までに耐渠珪準に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに限な
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＇ 特例の適用を受けるための添付書類 ｀ l I 
|¥ 添 付 書 類 チェック

あなたの戸籍の騰本などで、次の内容を証する書類 I □ 
①あなたの氏名、生年月日、②贈与者があなたの直系尊属に該当すること

2 
令和6生おの所得税にi屋る台計所日金額蕊明らかに支る書類（源泉徴収票荏と）

口 ，※ 所得税の申告書を提出された方は、提出日及び提出先税務署名を申告書に入力してください。

3 
住宅用の家屋に係る工事の請負契約書の写しや四罠認節書の写しなど、新築等に係る契約の相手方等を

口
明らかにする書類

I 
家思乃び敷t也の筈記車I百証8月書（▽I--'̂‘ 一血七巨？蔀1．仁圭程iヽ

4 「T

I※ 令和7年3月15日までに新築の工事が完了しない揚合は、職羮しお尋ねください。

【令和7年3月15日までに新築又は取得をしているが居住していない場合】 | 
5 
・ 住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住用に供することができない事情及び居住用に供する予定

ロ
時期を記載しだ書類

• 新築又は取得をしだ居住用家屋を遅滞なく居住用に供することを約する書類

【取得した家屋が、表面ワー2」のRに該当する陽合】
ヽ

次に褐げるいすれかの書類 I 
①耐震基準適合証明書（家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の謂査が終了しだもの）
6 ②建設住宅性能評価書の写し（耐震等級に1系る評価が等級1、2又は3であるもので、家屋の取喝の日 口
前2年以内に評価されたもの）
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する害類（家屋の取得の日前2年以内
に保険契約が締結されたもの）

【下記「非課税限度額・留意事項」において「省エネ等住宅」を選択した方のみ】
次に掲げるいすれかの書類
① 住宅性能証明書（注1)
② 建設住宅性能評価書の写し（注1)
③ 住宅省エネルギー性能証明書（注2)

④ 
次のa及びb a 長期優良住宅建築等計画等の（変更）認定通知書の写し
の両方の書類 b 住宅用家屋証明書（若しくはその写し）又は認定長期優良住宅建築証明書

R 
次のc及びd c 低炭素建築物新築等計画の（変更）認定通知書の写し
の両方の書類 d 住宅用家屋証明書（苦しくはその写し）又は認定低炭素住宅建築証明書

注1 ①及び②は、建築後使用されたことのある住宅用家屋の取得の場合は、その家屋の取得日前2年以
内又は取得の日以後にその証明のだめの家屋の謂査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
注2 ③は、次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。
(1) 新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋
その家屋の取得の日前（令和7年3月31日までに居住の用に供される家屋の場合は、令和7年
3月31日まで）に、その証明のための家屋の調査が終了したもの

7 
(2) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋

ロその家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6か月以内に、その証明のための家屋の調査
が終了したもの

註3 含禿07年3月15日まで1J哲築の工事が完了しない場合は3 匪員にね曼ねください。

’ とはV ジし/J 亘 C、9 ,'-四口9る―L C.さ砒U)39-Q必I妄／J ,．百す。

家屋の区分
省エネ等基準

省エネルギー性能 耐震性能 l バリアフリー性能
新築をした家屋 断熱等性能等級5以上 耐震等級（構造躯体の倒 局齢者等配慮対策等級
建築後使用された←と 四—次エネルギー消 壊等防止）2以上又は免 （専用部分） 3以上
のない家屋 費量等級6以上 震建築物

建築後使用されだこと
断熱等性能等級4以上

のある家屋
又は一次エネルギー消
費呈等級4以上

※ 令和5年12月31日までに建築確認を受けた又は令和6年6月30日までに建築された住宅用家屋
は、断熱等性能等級4以上又旦一次エネルギー消黄量等級4以上で省エネ等住宅に該当します。な
お、その省エネ等住宅に該当するとみなされた家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けた
ものの場合は、①から⑤いすれかの書類に加えて、確認済証の写し又は検査済証の写しも必要です。

＇ 非課税限度額・留意事項 ＇ I 

＇ 1 非課税限度額（贈与税が非課税となる額）は、新築等しだ住宅の種類に応じ、次の金額となります。
住宅用家屋の柾類 非課税限度額 Iチェック ， 

省エネ等住宅（上記添付書類「7」が必要です） 1,000万円 Iロ
上記以外の住宅 500万円 ロ ，

2 所得税の (1き定抱改籐筈□主宅9昔入金等持別控控の金額（をい差ね控しる引 「イキ宅ローン控除 1)の適用を受ける場合、家屋の新
築等に要した費用の額等から特例を受けた部分 くことになります。詳しくは職員にお尋ねください。
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チェックジートの解説（住宅取得等資金） （3/3) 

【令和 7年3月15日までに居住していない又は令和 7年3月15日において新築、増改築等のエ

事が完了に準ずる状態にある場合の添付書類】

(1) 令和 7年3月15日までに居住していない場合の添付書類

→ | 1① 1 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等後直ちに居住の用に供することができない事
情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類

新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約す

② 1る書類

(2) 令和 7年3月 15日において工事が完了に準ずる状態にある場合の添付書類

《新築の場合》

① 
新築に係るt事の請負契約書の写しなどでその家屋が住宅用の家屋に該当すること

及び床面積を明らかにする書類

新築に係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状

② 態（屋根（その骨組みを含む。）を有し、土地に定着した建造物として認められる時以

後の状態）にあることを証する書類（工事の完了予定年月日の記載があるものに阪る。）

新築をした住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく住宅用の家屋に関する

登記事項証明書等を提出することを約する書類（贈与を受けた住宅用の家屋の新築のた

③ 
めの金銭により、その新築をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる土地等

を取得したときには、その土地等に関する登記事項証明書も必要）

（注） 申告書への不動産番号等の記入又は登記事項証明書の写しなどの不動産番号等の記

載のある占類を提出することにより、登記事項証明嘗の原本の添付を省略できる。

《増改築等の場合》

① 
増改築等に係る工事の請負契約書の写しなどでその家屋が住宅用の家屋に該当する

こと及び床面積を明らかにする書類

増改築等に係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ず

② 
る状態（増築又は改築部分の屋根（その骨組みを含訂。）を有し、既存の家屋と一体と

なって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態）にあることを証する書類

（工事の完r予定年月日の記載があるものに限る。）
③ 

［事完了後遅滞なく住宅用の家屋に関する登記事項~iEllJJ書を提出することを約する

書類（ヒ記《新築の場合》③の注書き参照）

④ 
工事完了後遅滞なく「確認済証の写し」、「検査済証の写し」、「増改築等丁事証明書」

のいずれかの告類を提出することを約する書類

工事完了後遅滞なく「増改築等に係る工事の請負契約書の写し」など（その増改築等

⑤ に係る工事が完了した年月日並びにその増改築等に係る工事に要した費用の額及びそ

．の明細を明らかにするもの）を提出することを約する書類

【住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金

等の範囲】

まず贈与を受けた住宅取得資金が家屋等の取得対価の額に充てられたものとして、住宅借入金等

特別控除の対象となる住宅借入金等を計算するとされている（措法41①、措令26⑥)。
（設例） 令和6年7月 マンション購入 2, 300万円

父親から住宅取得資金の贈与 500万円
銀行からの借入金 2, 000万円
⇒住宅借入金等特別控除の対象
2, 300万円ー 500月円＝1,800万円く 2,000万円



（令和 6年分用）

特例税率のチェックシー卜

I氏 名l
◇ 各質問に対して「はい」、 「いいえ」を0で囲みーなからお進みください。

ー 相続時精算課税の特例の適用を受けませんか？

は し9⇒
 

相続時精算課税の特例
チェックジートを使用し
てください。

2 あなたは、令和6年 1月 1日において 18歳以上（平成 18年

1月2日以前生まれ）ですか？

f

・

 

一
般
税
率
で
の
l

チェックジートの解説（特例税率） (1 / 1) 

・は

3 あなたは、贈与を受けた時において贈与者（財産をあげた方）の

直系卑属（子や孫など）ですか？

し9

【贈与者の直系卑属とは？】

受贈者が贈与者の直系卑属である、すなわち、贈与者は受贈者の直系尊属でなければ

ならない。直系尊属には、受贈者の養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次に掲

げるものは含まれない（措通70の2の5-1)。

(1) 受贈者の配偶者の直系尊属（民法第727条に規定する親族関係がある場合を除く。

(2)について同じ。）

(2) 文墜ーーの勺ミが の ―'による ー となっているムにおいて、そのキ 曽Jー・

がその養子の縁組前に出生した子である場合のその父母の 親及びその 親の直只

尊属

(3) 受贈者が民法第817条の 2第 1項（特別養子縁組の成立）に規定する特別養子縁組

による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属

【イメージ図】

(1):--->~‘`
（、:->-―—,h¥ 

(21(----:̀―¥ 

xし予1、)

（参考）民法第727条（縁組による親族関係の発生）

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと

同一の親族関係を生ずる。

(31 ~~~~-)\\--<:->
し，•一甍一、；——----~----------,..,＂；伶｛匹
箕＼．，

は し9

4 基礎控除等を差し弓lいた後の課税価格は300万円を超えますか？

・は

率が適

し9

Iヽ

r
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`
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す
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特例税率の適用を受けるための添付書類
このチェックジートと次の書類を確定申告書に添付して提出してください。

添付書類 チェック

受贈者の戸籍の謄本や受贈者の父母の戸籍の膳本（受贈者が孫の賜合に限る）等
で、次の内容を証する書類（贈与を受けだ日以後に作成されたものに限ります）

① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の直系卑属であること

（注
し
申告書に、上記書頚を提出しだ税務署名と年分を記載してください。

口

（参考）特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の税額計算（計算例）

特例贈与財産400万円を取得した者が同年中に一般贈与財産100万円を取得した場合

(1) 1年間に贈与を受けた財産の合計額（合計贈与価額）を計算する

100万円（一般贈与財産） ＋400万円（特例贈与財産） ＝500万円（合計贈与価額）

(2) 合計贈与価額から基礎控除を控除した金額について一般税率で計算した金額に、合

計価額のうちに一般贈与財産が占める割合を乗じて、一般贈与財産に対応する税額

（①)を計算する

(500万円―110万円） X20%（一般税率）ー25万円＝53万円（税額）

53万円（税額） X100万円／500万円＝10.6万円・・・①

(3) (2)と同様の計算方法で特例贈与財産に対応する税額（②)を計算する

(500万円―110万円） Xl5％ （特例税率）ー10万円＝48.5万円（税額）

48. 5万円（税額） X400万円／500万円＝38.8万円・・・②

(4) (2)と(3)で算出した税額を合計し、贈与税額を計算する

10. 6万円（①） +38. 8万円（②） =49. 4万円（贈与税額）
贈与税の遼算表（平成27年分以降用）
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